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第8章 環境影響の調査、予測及び評価 

8.1 大気質 

調査 

8.1.1.1 調査方法 

調査項目 

大気質の調査項目は、表 8.1.1 に示すとおりである。 

 

表 8.1.1 大気質の調査項目 

調査項目 
文献その他の 

資料調査 
現地調査 

大気質等 
の状況 

環 境 
大気質 

二酸化硫黄 － ○ 

窒素酸化物 
（二酸化窒素、一酸化窒素） 

○ ○ 

浮遊粒子状物質 ○ ○ 

微小粒子状物質 ○ ○ 

有害物質 

塩化水素 － ○ 

水  銀 － ○ 

ダイオキシン類 ○ ○ 

降下ばいじん － ○ 

沿 道 
大気質 

窒素酸化物 
（二酸化窒素、一酸化窒素） 

－ ○ 

浮遊粒子状物質 － ○ 

道路の状況、交通量、走行速度 ○ ○ 

気 象 
の状況 

地 上 
気 象 

風向・風速 ○ ○ 

気温 ○ ○ 

湿度 － ○ 

日射量 － ○ 

放射収支量 － ○ 

上 層 
気 象 

風向・風速鉛直分布 － ○ 

気温鉛直分布 － ○ 

 

調査地域 

調査地域は環境大気質については対象事業実施区域から半径３km の範囲とし、沿道大気質に

ついては資材等運搬車両等及び廃棄物運搬車両等の主要走行経路の沿道とした。 

 

調査方法 

大気質等の状況 

文献その他の資料調査 

大気質については、調査地域における大気汚染常時監視測定局等の過去５年間程度の調査結

果を収集・整理した。また、交通量については、調査地域における最近年の「全国道路交通セ

ンサス」調査結果を収集・整理した。 
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現地調査 

ア.調査期間 

調査期間は、表 8.1.2 に示すとおりである。 

環境大気質、沿道大気質の調査については四季各１週間の調査を基本とし、降下ばいじんに

ついては四季各約１ヵ月間とした。なお、対象事業実施区域での二酸化硫黄、窒素酸化物、浮

遊粒子状物質については、通年での調査を実施した。 

 
表 8.1.2 調査期間 

調査項目 調査期間 

環境大気質 

二酸化硫黄 
窒素酸化物 
(二酸化窒素、 
一酸化窒素) 

浮遊粒子状物質 

通年調査 令和５年１月１日（日）～令和５年12月31日（日） 

春季 令和５年４月14日（金）～令和５年４月20日（木） 

夏季 令和５年８月３日（木）～令和５年８月９日（水） 

秋季 令和５年10月18日（水）～令和５年10月24日（火） 

冬季 令和５年12月６日（水）～令和５年12月12日（火） 

微小粒子状物質 
有害物質 
(塩化水素、水銀、 
ダイオキシン類) 

春季 令和５年４月14日（金）～令和５年４月20日（木） 

夏季 令和５年８月３日（木）～令和５年８月９日（水） 

秋季 令和５年10月18日（水）～令和５年10月24日（火） 

冬季 令和５年12月６日（水）～令和５年12月12日（火） 

降下ばいじん 

春季 令和５年４月13日（木）～令和５年５月13日（土） 

夏季 令和５年７月21日（金）～令和５年８月20日（日） 

秋季 令和５年10月10日（火）～令和５年11月９日（木） 

冬季 令和５年12月８日（金）～令和６年１月７日（日） 

沿道大気質 

窒素酸化物 
(二酸化窒素、 
一酸化窒素) 

浮遊粒子状物質 

春季 令和５年４月15日（土）～令和５年４月21日（金） 

夏季 令和５年８月３日（木）～令和５年８月９日（水） 

秋季 令和５年10月18日（水）～令和５年10月24日（火） 

冬季 令和５年12月６日（水）～令和５年12月12日（火） 

交通量、走行速度 
平日：令和５年10月30日（月）～令和５年10月31日（火） 
休日：令和５年10月28日（土）～令和５年10月29日（日） 

 

イ.調査地点 

調査地点 

環境大気質の調査地点は、対象事業実施区域１地点及び周辺４地点の計５地点とした。調

査地点は図 8.1.1 に示すとおりである。 

沿道大気質の調査地点は、資材等運搬車両等及び廃棄物運搬車両等の主要走行ルートにお

ける４地点とした。調査地点は図 8.1.2 に示すとおりである。 

また、調査地点と調査項目を整理して表 8.1.3 に示す。 

設定理由 

各地点の設定理由は、表 8.1.4 に示すとおりである。 

環境大気質の調査地点は、計画施設を設置する対象事業実施区域のほか、周辺地域の大気

質の状況を把握できるように、調査地域において主風向の風上側（北西側）と風下側（南東

側）及びこれに直交する方向（北東側、南西側）を基本として設定した。 

沿道大気質の調査地点は、沿道大気質を適切に把握できる資材等運搬車両等及び廃棄物運

搬車両等の主要走行経路沿道において設定した。 

さらに、住居等の保全対象の分布状況、信号の位置や道路の勾配を考慮するとともに、現

地踏査をした上で、測定機器の設置スペースや測定に必要な電源の確保が可能な地点を設定

した。 
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図 8.1.1 環境大気質調査地点図 

環境大気質、地上気象、上層気象調査地点 

環境大気質調査地点 

 

  
 

D 

1 

A 
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この地図は、国土地理院発行の 1：25,000 地形図「西尾」「吉田」を使用したものである。
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図 8.1.2 沿道大気質等調査地点図 

この地図は、国土地理院発行の 1：25,000 地形図「西尾」を使用したものである。 
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表 8.1.3 調査地点と調査項目 

区
分 

地点 

調査項目 

二酸化 
硫黄 

窒素 
酸化物 

浮遊粒子
状物質 

微小粒子
状物質 

有害物質 
降下 

ばいじん 塩化水素 水銀 
ダイオキ
シン類 

環
境
大
気
質 

地点１ 
対象事業実施区域 

◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 

地点Ａ 
西尾中学校 

○ ○ ○ － ○ ○ ○ － 

地点Ｂ 
室場小学校 

○ ○ ○ － ○ ○ ○ － 

地点Ｃ 
吉良北部地区 
集落排水処理場 

○ ○ ○ － ○ ○ ○ － 

地点Ｄ 
コミュニティ公園 

○ ○ ○ － ○ ○ ○ － 

沿
道
大
気
質 

地点１ 
ホワイトウェイブ 21 

－ ○ ○ － － － － － 

地点２ 
黄金堤 

－ ○ ○ － － － － － 

地点３ 
特別養護老人ホーム 
レジデンス寺嶋 

－ ○ ○ － － － － － 

地点４ 
岡山砦山の地蔵堂前 

－ ○ ○ － － － － － 

注）「◎」は通年調査項目、「○」は四季調査項目を示している。 

 

表 8.1.4 調査地点の設定理由 

区分 地点 設定理由 

環
境
大
気
質 

地点１ 
対象事業実施区域 

対象事業実施区域における環境大気質の現況を把握するため設定。 

地点Ａ 
西尾中学校 

主風向（北西）の風上側となる住宅地付近として、対象事業実施区域
の北西側約1.5km地点における環境大気質の現況を把握するため設
定。 

地点Ｂ 
室場小学校 

主風向（北西）に直交する風向き方向の地点として、対象事業実施区
域の北東側約２km地点における環境大気質の現況を把握するため設
定。 

地点Ｃ 
吉良北部地区 
集落排水処理場 

主風向（北西）の風下側となる住宅地付近として、対象事業実施区域
の南東側約1.5km地点における環境大気質の現況を把握するため設
定。 

地点Ｄ 
コミュニティ公園 

主風向（北西）に直交する風向き方向の地点として、対象事業実施区
域の南西側約２km地点における環境大気質の現況を把握するため設
定。 

沿
道
大
気
質 

地点１ 
ホワイトウェイブ 21 

走行する関連車両が最も多くなることが想定される県道宮迫今川線
の北側の地点として設定。 

地点２ 
黄金堤 

関連車両の主要走行ルートである主要地方道西尾吉良線において、走
行する関連車両が最も多くなることが想定される地点として設定。 

地点３ 
特別養護老人ホーム 
レジデンス寺嶋 

関連車両の主要走行ルートである県道宮迫今川線において、最寄りの
主な保全対象の地点として設定。 

地点４ 
岡山砦山の地蔵堂前 

走行する関連車両が最も多くなることが想定される県道宮迫今川線
の南側の地点として設定。 
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ウ.調査方法 

調査方法は表 8.1.5 に示すとおりである。 

 

表 8.1.5 調査方法 

調査項目 測定方法 測定高 

二酸化硫黄 
環境基準に規定する方法（日本産業規格「大気中の二酸化硫黄自動
計測器（JIS B 7952）」に準拠） 

1.5ｍ 

窒素酸化物 
（二酸化窒素、 

一酸化窒素） 

環境基準に規定する方法（日本産業規格「大気中の窒素酸化物自動
計測器（JIS B 7953）」に準拠） 

1.5ｍ 

浮遊粒子状物質 
環境基準に規定する方法（日本産業規格「大気中の浮遊粒子状物質
自動計測器（JIS B 7954）」に準拠） 

3.0ｍ 

微小粒子状物質 
「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について」に準
拠 

3.0ｍ 

塩化水素 「大気汚染物質測定法指針」（昭和 62 年 環境庁）に準拠 1.5ｍ 

水銀 
「有害大気汚染物質等測定方法マニュアル」（平成 23 年 環境省）
に準拠 

1.5ｍ 

ダイオキシン類 
「ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル」（平成 20 年改訂 
環境省）に準拠 

1.5ｍ 

降下ばいじん 
「衛生試験法・注解 2015（1033 頁）」（日本薬学会）に基づく方法
（重量法（ダストジャーによる採取）） 

3.0ｍ 

 

気象の状況 

文献その他の資料調査 

対象事業実施区域に最寄りの地域気象観測所である岡崎観測所における過去５年間の観測

結果を収集・整理した。 

現地調査 

ア.調査期間 

調査期間は、表 8.1.6 に示すとおりである。 

地上気象調査は、対象事業実施区域において通年調査を行い、上層気象調査は、対象事業実

施区域において四季各１週間実施した。 

 

表 8.1.6 調査期間 

調査項目 調査期間 

地上気象 通年調査 令和５年１月１日（日）～令和５年12月31日（日） 

上層気象 

春季 令和５年４月14日（金）～令和５年４月20日（木） 

夏季 令和５年８月３日（木）～令和５年８月９日（水） 

秋季 令和５年10月18日（水）～令和５年10月24日（火） 

冬季 令和５年12月６日（水）～令和５年12月12日（火） 
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イ.調査地点 

調査地点は、風向・風速、気温、湿度、日射量、放射収支量及び上層気象は対象事業実施区

域１地点でのみ実施した。 

調査地点と調査項目を整理して表 8.1.7 に示す。 

 

表 8.1.7 調査地点と調査項目 

地点 

調査項目 

地上気象 

上層気象 
風向・風速 気温、湿度 日射量、 

放射収支量 
地点１ 
対象事業実施区域 

◎ ◎ ◎ ○ 

注）「◎」は通年調査項目、「○」は四季調査項目を示している。 

 

ウ.調査方法 

調査方法は表 8.1.8 に示すとおりである。 

 

表 8.1.8 調査方法 

調査項目 調査方法 測定高 調査頻度 

地上気象 

風向・風速 
「地上気象観測指針」（平成14年
３月 気象庁）に基づく方法（風
車型微風向風速計） 

10ｍ 
１時間毎 
（毎正時前10
分間平均値） 

気温、湿度 
「地上気象観測指針」に基づく方
法（電気式温度計及び電気式湿度
計） 

1.5ｍ 
１時間毎 
（毎正時値） 

日射量 
「地上気象観測指針」に基づく方
法（電気式日射計） 

6.5ｍ 
１時間毎 
（毎正時10分
間平均値） 

放射収支量 

「環境大気常時監視マニュアル
第６版」（平成22年３月 環境省 
水・大気環境局）に基づく方法（放
射収支計） 

1.5ｍ 
１時間毎 
（毎正時10分
間平均値） 

上層気象 
風向・風速鉛直分布 「高層気象観測指針」（平成16年

３月 気象庁）に基づく方法（低
層GPSゾンデ） 

地上1,000ｍ
まで50ｍごと 

３時間毎 
気温鉛直分布 
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調査の結果 

大気質等の状況 

文献その他の資料調査 

文献その他の資料調査による大気質等の結果は、「第３章 3.1.1.2 大気質」及び「第３章 

3.2.5 交通の状況」に示したとおりである。 

現地調査 

ア.環境大気質 

通年調査 

環境大気質の調査結果のうち、対象事業実施区域（地点１）における通年調査の結果は、

表 8.1.9 に示すとおりである（詳細結果は、資料編「資料２－１ 大気質調査結果」参照）。 

年平均値について、二酸化硫黄は 0.001ppm、二酸化窒素は 0.008ppm、一酸化窒素は 0.002ppm、

浮遊粒子状物質は 0.012mg/m3であった。１時間値の最高値について、二酸化硫黄は 0.010ppm、

二酸化窒素は 0.047ppm、一酸化窒素は 0.070ppm、浮遊粒子状物質は 0.084mg/m3であった。環

境基準が定められている二酸化硫黄、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質は、長期的評価、短期

的評価ともに、すべて環境基準を達成していた。 
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表 8.1.9 環境大気質調査結果（通年調査） 

＜二酸化硫黄＞ 

年平均値 

環境基準との対比 

１時間値の 

最高値 

日平均値の 

２%除外値 

日平均値が 

0.04ppmを超えた 

日が２日以上連続 

したことの有無 

環境基準の 

達成状況 

（長期的評

価） 

１時間値が 

0.1ppm を超えた 

時間数とその割合 

日平均値が 0.04ppm

を超えた日数と 

その割合 

ppm 日 % 日 % ppm ppm 
無○ 

有× 

達成○ 

非達成× 

0.001 0 0.0 0 0.0 0.010 0.006 ○ ○ 

注）環境基準：１時間値の１日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、１時間値が0.1ppm以下であること。 

 

＜二酸化窒素＞ 

年平均値 

環境基準との対比 

１時間値の 

最高値 

日平均値の 

年間 98%値 

環境基準の 

達成状況 
日平均値が 0.04ppm 

以上 0.06ppm 以下の 

日数とその割合 

日平均値が 0.06ppm を 

超えた日数とその割合 

ppm 日 % 日 % ppm ppm 
達成○ 

非達成× 

0.008 0 0.0 0 0.0 0.047 0.034 ○ 

注）環境基準：１時間値の１日平均値が0.04ppmから0.06ppmのゾーン内又はそれ以下であること。 

 

＜一酸化窒素＞ 

年平均値 
１時間値の 

最高値 

日平均値の 

最高値 

ppm ppm ppm 

0.002 0.070 0.019 

 

＜浮遊粒子状物質＞ 

年平均値 

環境基準との対比 

１時間値の 

最高値 

日平均値の 

２%除外値 

日平均値が

0.10mg/m3を 

超えた日が 

２日以上連続 

したことの有無 

環境基準の 

達成状況 

（長期的評価） 

１時間値が 

0.20mg/m3を 

超えた時間数と 

その割合 

日平均値が 

0.10mg/m3を 

超えた日数と 

その割合 

mg/m3 時間 % 日 % mg/m3 mg/m3 
無○ 

有× 

達成○ 

非達成× 

0.012 0 0.0 0 0.0 0.084 0.022 ○ ○ 

注）環境基準：１時間値の１日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、１時間値が0.20mg/m3以下であること。 
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第８章 環境影響の調査、予測及び評価 

8.1 大気質 

8-1-10 

四季調査 

環境大気質の季節毎の調査結果は、以下のとおりである。 

 

   ａ 二酸化硫黄 

調査結果は、表 8.1.10に示すとおりである。 

期間平均値（全季）は0.001ppm、日平均値の最高値（全季）は0.002～0.003ppm、また、

１時間値の最高値（全季）は0.007～0.009ppmであり、すべての地点で環境基準値を下回

っていた。 

 

表 8.1.10 二酸化硫黄調査結果 
単位：ppm 

地点 季節 期間平均値 １時間値の最高値 日平均値の最高値 

地点１ 

対象事業実施区域 

春季 0.001 0.004 0.001 

夏季 0.002 0.009 0.003 

秋季 0.001 0.003 0.001 

冬季 0.001 0.005 0.002 

全季 0.001 0.009 0.003 

地点Ａ 

西尾中学校 

春季 0.002 0.008 0.003 

夏季 0.001 0.002 0.001 

秋季 0.001 0.004 0.002 

冬季 0.001 0.005 0.001 

全季 0.001 0.008 0.003 

地点Ｂ 

室場小学校 

春季 0.001 0.005 0.002 

夏季 0.000 0.009 0.002 

秋季 0.001 0.004 0.001 

冬季 0.001 0.005 0.001 

全季 0.001 0.009 0.002 

地点Ｃ 
吉良北部地区 
集落排水処理場 

春季 0.001 0.005 0.002 

夏季 0.001 0.007 0.002 

秋季 0.001 0.005 0.002 

冬季 0.001 0.006 0.002 

全季 0.001 0.007 0.002 

地点Ｄ 

コミュニティ公園 

春季 0.001 0.004 0.002 

夏季 0.001 0.007 0.002 

秋季 0.001 0.004 0.001 

冬季 0.001 0.007 0.002 

全季 0.001 0.007 0.002 

注１）環境基準：１時間値の１日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、１時間値が 0.1ppm 以下であること。 

注２）地点 1 の調査結果は、参考として通年調査データの中から四季調査と同期間の測定値を整理した。 

注３）全季は、全調査期間（四季×７日間）の結果を整理した。 
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第８章 環境影響の調査、予測及び評価 

8.1 大気質 

8-1-11 

   ｂ 二酸化窒素 

調査結果は、表 8.1.11に示すとおりである。 

期間平均値（全季）は0.008～0.010ppm、日平均値の最高値（全季）は0.018～0.023ppm

であり、すべての地点で環境基準値を下回っていた。 

 

表 8.1.11 二酸化窒素調査結果 
単位：ppm 

地点 季節 期間平均値 １時間値の最高値 日平均値の最高値 

地点１ 

対象事業実施区域 

春季 0.008 0.026 0.014 

夏季 0.003 0.007 0.004 

秋季 0.008 0.018 0.012 

冬季 0.015 0.028 0.020 

全季 0.009 0.028 0.020 

地点Ａ 

西尾中学校 

春季 0.009 0.027 0.018 

夏季 0.003 0.008 0.003 

秋季 0.011 0.031 0.015 

冬季 0.016 0.033 0.023 

全季 0.010 0.033 0.023 

地点Ｂ 

室場小学校 

春季 0.007 0.023 0.013 

夏季 0.003 0.030 0.006 

秋季 0.008 0.022 0.012 

冬季 0.014 0.029 0.018 

全季 0.008 0.030 0.018 

地点Ｃ 
吉良北部地区 
集落排水処理場 

春季 0.009 0.025 0.018 

夏季 0.002 0.006 0.003 

秋季 0.009 0.022 0.013 

冬季 0.012 0.024 0.016 

全季 0.008 0.024 0.018 

地点Ｄ 

コミュニティ公園 

春季 0.008 0.026 0.016 

夏季 0.001 0.005 0.002 

秋季 0.009 0.020 0.013 

冬季 0.013 0.028 0.018 

全季 0.008 0.028 0.018 

注１）環境基準：１時間値の１日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm のゾーン内又はそれ以下であること。 

注２）地点 1 の調査結果は、参考として通年調査データの中から四季調査と同期間の測定値を整理した。 

注３）全季は、全調査期間（四季×７日間）の結果を整理した。 
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第８章 環境影響の調査、予測及び評価 

8.1 大気質 

8-1-12 

   ｃ 一酸化窒素 

調査結果は、表 8.1.12に示すとおりである。 

期間平均値（全季）は0.003～0.004ppmであった。 

 

表 8.1.12 一酸化窒素調査結果 
単位：ppm 

地点 季節 期間平均値 １時間値の最高値 日平均値の最高値 

地点１ 

対象事業実施区域 

春季 0.001 0.028 0.003 

夏季 0.001 0.008 0.003 

秋季 0.003 0.033 0.006 

冬季 0.005 0.033 0.010 

全季 0.003 0.033 0.010 

地点A 

西尾中学校 

春季 0.002 0.024 0.005 

夏季 0.002 0.008 0.003 

秋季 0.003 0.030 0.006 

冬季 0.006 0.065 0.015 

全季 0.003 0.065 0.015 

地点B 

室場小学校 

春季 0.002 0.014 0.004 

夏季 0.002 0.015 0.003 

秋季 0.003 0.028 0.006 

冬季 0.006 0.043 0.011 

全季 0.003 0.043 0.011 

地点C 
吉良北部地区 
集落排水処理場 

春季 0.003 0.036 0.007 

夏季 0.001 0.005 0.002 

秋季 0.004 0.054 0.008 

冬季 0.007 0.045 0.013 

全季 0.004 0.054 0.013 

地点D 

コミュニティ公園 

春季 0.002 0.018 0.004 

夏季 0.001 0.004 0.002 

秋季 0.002 0.019 0.004 

冬季 0.005 0.034 0.009 

全季 0.003 0.034 0.009 

注１）地点 1 の調査結果は、参考として通年調査データの中から四季調査と同期間の測定値を整理した。 

注２）全季は、全調査期間（四季×７日間）の結果を整理した。 
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第８章 環境影響の調査、予測及び評価 

8.1 大気質 

8-1-13 

   ｄ 浮遊粒子状物質 

調査結果は、表 8.1.13に示すとおりである。 

期間平均値（全季）は0.012～0.022mg/m3、日平均値の最高値（全季）は0.035～0.051mg/m3、

また、１時間値の最高値（全季）は0.048～0.099mg/m3であり、すべての地点で環境基準

値を下回っていた。 

 

表 8.1.13 浮遊粒子状物質調査結果 
単位：㎎/m3 

地点 季節 期間平均値 １時間値の最高値 日平均値の最高値 

地点１ 

対象事業実施区域 

春季 0.024 0.048 0.035 

夏季 0.008 0.025 0.012 

秋季 0.006 0.014 0.008 

冬季 0.008 0.020 0.010 

全季 0.012 0.048 0.035 

地点A 

西尾中学校 

春季 0.033 0.099 0.051 

夏季 0.014 0.038 0.016 

秋季 0.014 0.047 0.020 

冬季 0.022 0.070 0.035 

全季 0.021 0.099 0.051 

地点B 

室場小学校 

春季 0.025 0.061 0.043 

夏季 0.014 0.050 0.018 

秋季 0.012 0.039 0.017 

冬季 0.021 0.082 0.033 

全季 0.018 0.082 0.043 

地点C 
吉良北部地区 
集落排水処理場 

春季 0.027 0.086 0.043 

夏季 0.014 0.043 0.020 

秋季 0.012 0.036 0.017 

冬季 0.023 0.069 0.036 

全季 0.019 0.086 0.043 

地点D 

コミュニティ公園 

春季 0.032 0.081 0.050 

夏季 0.014 0.038 0.019 

秋季 0.014 0.040 0.021 

冬季 0.026 0.074 0.038 

全季 0.022 0.081 0.050 

注 1）環境基準：１時間値の１日平均値が 0.10mg/m3以下であり、かつ、１時間値が 0.20mg/m3以下であること。 

注 2）地点 1 の調査結果は、参考として通年調査データの中から四季調査と同期間の測定値を整理した。 

注 3）全季は、全調査期間（四季×７日間）の結果を整理した。 
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第８章 環境影響の調査、予測及び評価 

8.1 大気質 

8-1-14 

   ｅ 微小粒子状物質 

調査結果は、表 8.1.14に示すとおりである。 

期間平均値（全季）は13.5μg/m3であり、環境基準値を下回っていた。また、調査期間

中の１日平均値が35μg/m3を超えた日はなかった。 

 

表 8.1.14 微小粒子状物質調査結果 
単位：μg/m3 

地点名 季節 期間平均値 日平均値の最高値 

日平均値が 35μg/m3 

（環境基準値）を 

超えた日数 

地点１ 

対象事業実施区域 

春季 18.6 27.9 0 

夏季  7.5 10.2 0 

秋季  9.7 13.7 0 

冬季 18.2 26.0 0 

全季 13.5 27.9 0 
注１）環境基準：１年平均値が 15μg/m3以下であり、かつ、１日平均値が 35μg/m3以下であること。 

注２）全季は、全調査期間（四季×７日間）の結果を整理した。 
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第８章 環境影響の調査、予測及び評価 

8.1 大気質 

8-1-15 

   ｆ 塩化水素 

調査結果は、表 8.1.15に示すとおりである。 

日平均値の最高値（全季）は0.002ppmであり、すべての地点で目標環境濃度を下回って

いた。 

 

表 8.1.15 塩化水素調査結果 
単位：ppm 

地点 季節 日平均値の最高値 日平均値の最低値 

地点１ 

対象事業実施区域 

春季 0.002 0.001 未満 

夏季 0.001 0.001 未満 

秋季 0.001 未満 0.001 未満 

冬季 0.001 未満 0.001 未満 

全季 0.002 0.001 未満 

地点A 

西尾中学校 

春季 0.002 0.001 未満 

夏季 0.001 0.001 未満 

秋季 0.001 未満 0.001 未満 

冬季 0.001 0.001 未満 

全季 0.002 0.001 未満 

地点B 

室場小学校 

春季 0.002 0.001 未満 

夏季 0.001 0.001 未満 

秋季 0.001 0.001 未満 

冬季 0.001 0.001 未満 

全季 0.002 0.001 未満 

地点C 
吉良北部地区 
集落排水処理場 

春季 0.002 0.001 未満 

夏季 0.001 0.001 未満 

秋季 0.001 0.001 未満 

冬季 0.001 0.001 未満 

全季 0.002 0.001 未満 

地点D 

コミュニティ公園 

春季 0.002 0.001 未満 

夏季 0.001 0.001 未満 

秋季 0.001 未満 0.001 未満 

冬季 0.001 未満 0.001 未満 

全季 0.002 0.001 未満 

注１）目標環境濃度：0.02ppm 以下（環境庁大気保全局長通達（昭和 52 年 6 月 16 日 環大規第 136 号）） 

注２）全季は、全調査期間（四季×７日間）の結果を整理した。 
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第８章 環境影響の調査、予測及び評価 

8.1 大気質 

8-1-16 

   ｇ 水銀 

調査結果は、表 8.1.16に示すとおりである。 

日平均値の最高値（全季）は0.004μg/m3未満であり、すべての地点で指針値を下回っ

ていた。 

 

表 8.1.16 水銀調査結果 
単位：μg/ｍ3 

地点 季節 日平均値の最高値 日平均値の最低値 

地点１ 

対象事業実施区域 

春季 0.004 未満 0.004 未満 

夏季 0.004 未満 0.004 未満 

秋季 0.004 未満 0.004 未満 

冬季 0.004 未満 0.004 未満 

全季 0.004 未満 0.004 未満 

地点A 

西尾中学校 

春季 0.004 未満 0.004 未満 

夏季 0.004 未満 0.004 未満 

秋季 0.004 未満 0.004 未満 

冬季 0.004 未満 0.004 未満 

全季 0.004 未満 0.004 未満 

地点B 

室場小学校 

春季 0.004 未満 0.004 未満 

夏季 0.004 未満 0.004 未満 

秋季 0.004 未満 0.004 未満 

冬季 0.004 未満 0.004 未満 

全季 0.004 未満 0.004 未満 

地点C 
吉良北部地区 
集落排水処理場 

春季 0.004 未満 0.004 未満 

夏季 0.004 未満 0.004 未満 

秋季 0.004 未満 0.004 未満 

冬季 0.004 未満 0.004 未満 

全季 0.004 未満 0.004 未満 

地点D 

コミュニティ公園 

春季 0.004 未満 0.004 未満 

夏季 0.004 未満 0.004 未満 

秋季 0.004 未満 0.004 未満 

冬季 0.004 未満 0.004 未満 

全季 0.004 未満 0.004 未満 

注１）指針値：年平均値が 0.04μg/m3以下であること。 

注２）全季は、全調査期間（四季×７日間）の結果を整理した。 
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第８章 環境影響の調査、予測及び評価 

8.1 大気質 

8-1-17 

   ｈ ダイオキシン類 

調査結果は、表 8.1.17に示すとおりである。 

期間平均値（全季）は0.013～0.020pg-TEQ/m3であり、すべての地点で環境基準値を下

回っていた。 

 

表 8.1.17 ダイオキシン類調査結果 
単位：pg-TEQ/m3 

地点 季節 期間平均値（毒性等量） 

地点１ 

対象事業実施区域 

春季 0.013 

夏季 0.034 

秋季 0.010 

冬季 0.024 

全季 0.020 

地点A 

西尾中学校 

春季  0.0081 

夏季 0.035 

秋季  0.0085 

冬季 0.030 

全季 0.020 

地点B 

室場小学校 

春季 0.011 

夏季 0.010 

秋季 0.010 

冬季 0.021 

全季 0.013 

地点C 
吉良北部地区 
集落排水処理場 

春季 0.014 

夏季  0.0057 

秋季  0.0087 

冬季 0.024 

全季 0.013 

地点D 

コミュニティ公園 

春季 0.010 

夏季  0.0067 

秋季  0.0082 

冬季 0.028 

全季 0.013 

注１）環境基準：年間平均値が 0.6pg-TEQ/m3以下であること。 

注２）全季は、全調査期間（四季×７日間）の結果を整理した。 

 

(339)



第８章 環境影響の調査、予測及び評価 

8.1 大気質 

8-1-18 

   ｉ 降下ばいじん 

調査結果は、表 8.1.18に示すとおりである。 

期間平均値（全季）は1.73t/km2/月であった。 

 

表 8.1.18 降下ばいじん調査結果 
単位：t/km2/月 

地点 季節 降下ばいじん量 

地点１ 

対象事業実施区域 

春季 1.51 

夏季 2.51 

秋季 1.99 

冬季 0.91 

全季 1.73 

注）全季は、全調査期間（四季×１カ月間）の結果を整理した。 
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第８章 環境影響の調査、予測及び評価 

8.1 大気質 

8-1-19 

イ.沿道大気質 

二酸化窒素 

調査結果は、表 8.1.19 に示すとおりである。 

期間平均値（全季）は 0.010～0.011ppm、日平均値の最高値（全季）は 0.021～0.024ppm で

あり、すべての地点で環境基準値を下回っていた。 

 

表 8.1.19 二酸化窒素調査結果 
単位：ppm 

地点 季節 期間平均値 １時間値の最高値 日平均値の最高値 

地点１ 

ホワイトウェイブ 21 

春季 0.010 0.026 0.018 

夏季 0.003 0.007 0.003 

秋季 0.012 0.023 0.017 

冬季 0.016 0.035 0.021 

全季 0.010 0.035 0.021 

地点２ 

黄金堤 

春季 0.012 0.033 0.022 

夏季 0.003 0.007 0.005 

秋季 0.012 0.027 0.018 

冬季 0.018 0.036 0.024 

全季 0.011 0.036 0.024 

地点３ 
特別養護老人ホーム 

レジデンス寺嶋 

春季 0.010 0.025 0.018 

夏季 0.003 0.007 0.003 

秋季 0.011 0.029 0.017 

冬季 0.016 0.031 0.021 

全季 0.010 0.031 0.021 

地点４ 

岡山砦山の地蔵堂前 

春季 0.010 0.025 0.018 

夏季 0.003 0.006 0.003 

秋季 0.011 0.022 0.015 

冬季 0.016 0.031 0.021 

全季 0.010 0.031 0.021 

注１）環境基準：１時間値の１日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm のゾーン内又はそれ以下であること。 

注２）全季は、全調査期間（四季×７日間）の結果を整理した。 
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第８章 環境影響の調査、予測及び評価 

8.1 大気質 

8-1-20 

一酸化窒素 

調査結果は、表 8.1.20 に示すとおりである。 

期間平均値（全季）は 0.005～0.009ppm であった。 

 

表 8.1.20 一酸化窒素調査結果 
単位：ppm 

地点 季節 期間平均値 １時間値の最高値 日平均値の最高値 

地点１ 

ホワイトウェイブ 21 

春季 0.004 0.042 0.008 

夏季 0.003 0.021 0.005 

秋季 0.006 0.050 0.011 

冬季 0.009 0.067 0.016 

全季 0.006 0.067 0.016 

地点２ 

黄金堤 

春季 0.007 0.058 0.013 

夏季 0.006 0.021 0.009 

秋季 0.009 0.043 0.013 

冬季 0.014 0.077 0.026 

全季 0.009 0.077 0.026 

地点３ 
特別養護老人ホーム 

レジデンス寺嶋 

春季 0.004 0.030 0.007 

夏季 0.002 0.012 0.003 

秋季 0.006 0.046 0.010 

冬季 0.009 0.069 0.013 

全季 0.005 0.069 0.013 

地点４ 

岡山砦山の地蔵堂前 

春季 0.005 0.038 0.007 

夏季 0.003 0.018 0.004 

秋季 0.007 0.049 0.011 

冬季 0.011 0.077 0.018 

全季 0.007 0.077 0.018 

注）全季は、全調査期間（四季×７日間）の結果を整理した。 
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浮遊粒子状物質 

調査結果は、表 8.1.21 に示すとおりである。 

期間平均値（全季）は 0.019～0.022mg/m3、日平均値の最高値（全季）は 0.047～0.049mg/m3、

また、１時間値の最高値（全季）は 0.076～0.093mg/m3であり、すべての地点で環境基準値を

下回っていた。 

 

表 8.1.21 浮遊粒子状物質調査結果 
単位：mg/m3 

地点 季節 期間平均値 １時間値の最高値 日平均値の最高値 

地点１ 

ホワイトウェイブ 21 

春季 0.030 0.076 0.049 

夏季 0.015 0.044 0.020 

秋季 0.017 0.053 0.024 

冬季 0.022 0.059 0.034 

全季 0.021 0.076 0.049 

地点２ 

黄金堤 

春季 0.030 0.081 0.047 

夏季 0.018 0.043 0.023 

秋季 0.013 0.042 0.019 

冬季 0.026 0.085 0.039 

全季 0.022 0.085 0.047 

地点３ 
特別養護老人ホーム 

レジデンス寺嶋 

春季 0.030 0.093 0.048 

夏季 0.013 0.060 0.022 

秋季 0.016 0.044 0.025 

冬季 0.024 0.065 0.037 

全季 0.021 0.093 0.048 

地点４ 

岡山砦山の地蔵堂前 

春季 0.027 0.078 0.047 

夏季 0.014 0.038 0.019 

秋季 0.015 0.043 0.022 

冬季 0.020 0.062 0.030 

全季 0.019 0.078 0.047 

注１）環境基準：１時間値の１日平均値が 0.10mg/m3以下であり、かつ、１時間値が 0.20mg/m3以下であること。 

注２）全季は、全調査期間（四季×７日間）の結果を整理した。 
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道路の状況 

道路横断面構成は図 8.1.3 に示すとおりである。 

単位：ｍ 

地点１：ホワイトウェイブ 21 

地点２：黄金堤付近 

地点３：特別養護老人ホームレジデンス寺嶋 

地点４：岡山砦山の地蔵堂前 

 

 

図 8.1.3 道路横断面構成 

舗装  ：アスファルト（密粒） 
制限速度：40km/時 

舗装  ：アスファルト（密粒） 
制限速度：40 km/時 

舗装  ：アスファルト（密粒） 
制限速度：40km/時 

舗装  ：アスファルト（密粒） 
制限速度：40km/時 
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交通量 

交通量の調査結果は、表 8.1.22 に示すとおりである（詳細結果は、資料編「資料２－２ 

交通量等調査結果」参照）。 

 

表 8.1.22 交通量調査結果（断面交通量） 

単位：項目 

 

調査地点 

24 時間交通量 ピーク時間交通量 

大型車 

（台） 

小型車 

（台） 

合計 

（台） 

大型車混入率 

（％） 

二輪車 

（台） 

時間帯 

（時） 

交通量 

（台） 

地点１ 

ホワイトウェイブ21 

平日 963 10,176 11,139 8.6 118 7:00～8:00 1,082 

休日 365 9,086 9,451 3.9 115 17:00～18:00 753 

地点２ 

黄金堤 

平日 2,589 10,469 13,058 19.8 195 7:00～8:00 1,152 

休日 1,025 8,330 9,355 11.0 180 9:00～10:00 790 

地点３ 

特別養護老人ホーム 

レジデンス寺嶋 

平日 343 3,568 3,911 8.8 54 8:00～9:00 347 

休日 114 3,489 3,603 3.2 86 17:00～18:00 296 

地点４ 

岡山砦山の地蔵堂前 

平日 650 8,470 9,120 7.1 132 7:00～8:00 1,023 

休日 231 7,888 8,119 2.8 124 
10:00～11:00 

17:00～18:00 
660 

 

走行速度 

走行速度の調査結果は、表 8.1.23 に示すとおりである。 

各地点の上下線の平均走行速度は、平日で 39～47 ㎞/時、休日で 38～49 ㎞/時であり、地

点４を除き規制速度を超過している状況であった（詳細結果は、資料編「資料２－２ 交通

量等調査結果」参照）。 

 

表 8.1.23 走行速度調査結果 
単位：km/時 

  

調査地点 測定方向 

走行速度 

（24時間平均） 規制速度 

平日 休日 

断面 

地点１ 

ホワイトウェイブ 21 

北行き 39 43 

40 南行き 41 44 

平均 40 44 

地点２ 

黄金堤 

北行き 39 48 

40 南行き 53 49 

平均 46 49 

地点３ 

特別養護老人ホーム 

レジデンス寺嶋 

東行き 45 45 

40 西行き 48 48 

平均 47 47 

地点４ 

岡山砦山の地蔵堂前 

東行き 39 39 

40 西行き 38 37 

平均 39 38 

(345)



第８章 環境影響の調査、予測及び評価 

8.1 大気質 

8-1-24 

気象の状況 

文献その他の資料調査 

文献その他の資料調査による気象の結果は、「第 3 章 3.1.1.1 気象」に示したとおりであ

る。 

現地調査 

ア.地上気象 

風向・風速 

対象事業実施区域における風向・風速の調査結果は、表 8.1.24 に示すとおりである（対象

事業実施区域以外の調査地点を含む詳細結果は、資料編「資料２－３ 気象調査結果」参照）。 

対象事業実施区域の年間平均風速は 2.2m/秒、最多風向は NW（北西）であった。 

対象事業実施区域における風速階級別風向出現頻度は表 8.1.25 に、季節別風配図は図 

8.1.4 に、年間風配図は図 8.1.5 に示すとおりである。 

なお、伊良湖特別地域気象観測所の気象データについて、調査期間と同じ 1 年間の気象の

異常年検定を行った結果、異常年ではないと判断された（詳細結果は、資料編「資料２－４ 

気象の異常年検定結果」参照）。 

 

表 8.1.24 風向・風速調査結果（通年調査） 

項目

 

年月 

１時間値 日平均値 最大風速と 

その時の風向 

最多風向と 

出現率 
静穏率注） 

平均 最高 最低 最高 最低 

m/秒 m/秒 m/秒 m/秒 m/秒 m/秒 16 方位 16 方位 % % 

令
和
５
年 

１月 3.0 10.4 0.1 6.2 1.7 10.4 WNW NW 31.6 0.7 

２月 3.3 9.3 0.3 6.6 1.2 9.3 NW NW 40.0 1.2 

３月 2.2 9.5 0.2 5.3 1.3 9.5 WNW NW 19.6 0.9 

４月 2.4 9.3 0.1 5.3 1.1 9.3 WNW NW 19.6 1.1 

５月 1.9 8.8 0.1 4.8 0.7 8.8 NW SE 15.3 1.6 

６月 1.6 7.8 0.0 5.0 0.6 7.8 WNW SE 14.4 7.8 

７月 1.3 4.6 0.0 2.5 0.9 4.6 WNW SE 22.6 5.2 

８月 1.9 7.9 0.0 5.3 0.8 7.9 ESE ESE 28.1 2.8 

９月 1.3 4.4 0.0 2.6 0.7 4.4 NW SE 15.1 5.0 

10 月 2.4 9.1 0.3 5.0 1.2 9.1 WNW NW 26.3 1.9 

11 月 2.6 8.6 0.0 4.2 1.1 8.6 WNW NW 21.4 1.9 

12 月 2.6 9.1 0.1 5.7 1.2 9.1 WNW NW 21.8 0.5 

年間 2.2 10.4 0.0 6.6 0.6 10.4 WNW NW 17.5 2.6 

注）風速が0.4m/秒以下の風向を静穏（Calm）とした。 
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表 8.1.25 風速階級別風向出現頻度（通年調査） 
単位：% 

風向

 

風速 

階級 

(m/秒) 

NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N 
静

穏 
合計 

0.4 以下 － － － － － － － － － － － － － － － － 2.6 2.6 

0.5～0.9 0.6 0.4 0.4 0.4 0.5 2.3 2.9 2.1 1.5 0.9 0.8 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.0 15.6 

1.0～1.9 3.9 2.2 0.7 1.1 3.6 6.1 3.7 0.6 0.6 0.8 0.9 1.7 1.4 3.2 3.6 3.1 0.0 37.1 

2.0～2.9 4.9 0.8 0.2 0.6 2.0 1.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 2.4 3.8 3.0 1.1 0.0 21.4 

3.0～3.9 0.9 0.1 0.0 0.3 1.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.5 2.9 0.7 0.2 0.0 9.8 

4.0～4.9 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.9 2.9 0.1 0.0 0.0 6.2 

4.9～5.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 2.1 0.0 0.0 0.0 3.8 

6.0 以上 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 2.0 0.0 0.0 0.0 3.4 

合計 10.3 3.7 1.4 2.7 8.2 10.0 6.9 2.7 2.1 1.8 1.7 4.3 11.017.5 7.9 5.2 2.6 100.0 

注）出現頻度は、四捨五入の関係で合計が一致しないことがある。 

 

  

(347)



第８章 環境影響の調査、予測及び評価 

8.1 大気質 

8-1-26 

春季（３～５月） 

 

夏季（６～８月） 

 

秋季（９～11 月） 

 

冬季（１～２、12 月） 

 

 

図 8.1.4 季節別風配図（通年調査） 

  

図 8.1.5 年間風配図（通年調査） 
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気温、湿度、日射量及び放射収支量 

対象事業実施区域における気温、湿度、日射量及び放射収支量の調査結果は表 8.1.26 に

示すとおりである（詳細結果は、資料編「資料２－３ 気象調査結果」参照）。 

対象事業実施区域の年平均気温は 17.3℃、年間最高気温は 37.3℃、年間最低気温は-4.2℃、

年平均湿度は 73％であった。 

また、対象事業実施区域の日射量は、１時間値の年平均値は 0.18kW/m2であり、年間最高値

は 1.04kW/m2、年間最低値は 0.00kW/m2 であった。放射収支量は、1 時間値の年平均値は

0.102kW/m2であり、年間最高値は 0.933kW/m2、年間最低値は-0.116kW/m2であった。 

 

表 8.1.26 気温、湿度、日射量及び放射収支量の調査結果（通年調査） 

項目 単位 
令和５年 

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 年間 

気温 

平均値 

℃ 

5.3 6.5 12.5 15.8 19.7 23.3 28.5 28.7 26.8 18.2 13.7 8.4 17.3  

最高値 14.8 17.2 23.8 27.2 32.7 32.1 37.3 36.2 34.9 26.3 25.0 20.1  37.3  

最低値 -4.2 -2.0 1.5 5.1 10.6 15.6 20.9 23.7 19.6 9.1 4.4 -0.4  -4.2  

湿度 

平均値 

％ 

66 61 66 67 73 81 78 84 82 71 72 68  73  

最高値 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100  

最低値 31 26 19 15 21 35 43 50 45 31 37 30  15  

日射量 

平均値 

kW/m2 

0.11 0.15 0.19 0.21 0.24 0.19 0.27 0.24 0.19 0.16 0.12 0.10  0.18  

最高値 0.68 0.80 0.92 1.00 1.04 1.02 1.00 0.97 0.93 0.82 0.68 0.57  1.04  

最低値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

放射 

収支量 

平均値 

kW/m2 

0.022 0.056 0.090 0.126 0.162 0.136 0.204 0.178 0.116 0.073 0.041 0.019  0.102 

最高値 0.496 0.665 0.737 0.860 0.920 0.933 0.876 0.839 0.781 0.667 0.565 0.476  0.933 

最低値 -0.110 -0.116 -0.106 -0.113 -0.112 -0.103 -0.068 -0.062 -0.073 -0.096 -0.105 -0.112 -0.116 
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大気安定度 

対象事業実施区域における日射量（昼間）、放射収支量（夜間）及び地上風速の調査結果を

用いて、表 8.1.27 に示すパスキル安定度階級分類表によって分類した大気安定度の出現頻

度は表 8.1.28 大気安定度出現頻度に示すとおりである。 

安定度 D（昼、夜）の出現頻度が 32.4％でもっとも多く、次いで G の 21.3％であった。 

 

表 8.1.27 パスキル安定度階級分類表 

風速(U) 
m/秒 

日射量（T）（kW/m2） 放射収支量（Q）（kW/m2） 

T≧0.60 
0.60＞T
≧0.30 

0.30＞T
≧0.15 

0.15＞T Q≧-0.020 
-0.020＞Q
≧-0.040 

-0.040＞Q 

U＜2 A A-B B D D G G 

2≦U＜3 A-B B C D D E F 

3≦U＜4 B B-C C D D D E 

4≦U＜6 C C-D D D D D D 

6≦U C D D D D D D 
注１）昼間（日の出～日の入）は日射量、夜間（日の入～日の出）は放射収支量を用いる。 

注２）A：強不安定、B：並不安定、C：弱不安定、D：中立、E：弱安定、F：並安定、G：強安定 

出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル〔新版〕」（平成12年 公害研究対策センター） 

 

表 8.1.28 大気安定度出現頻度 
単位：％ 

期間 A A-B B B-C C C-D D(昼) D(夜) E F G 

春季   2.3   2.6   2.0   0.2   1.3   0.4   4.9   3.4   0.7   2.0   5.4 

夏季   3.0   3.6   2.6   0.3   0.8   0.1   4.3   2.7   0.5   0.7   6.8 

秋季   1.3   2.4   2.2   0.3   0.8   0.6   4.4   3.2   1.4   2.4   5.9 

冬季   0.1   1.2   1.7   0.6   1.1   1.1   5.1   4.4   2.4   3.7   3.3 

年間   6.6   9.8   8.5   1.4   4.0   2.1  18.7  13.7   4.9   8.8  21.3 

注１）出現頻度は、四捨五入の関係で合計が一致しないことがある。 

注２）風速の集計高さは、地上10mとした。 
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イ.上層気象 

風向 

対象事業実施区域における上層風向の高度別出現頻度は表 8.1.29 に、高度別年間風配図

は図 8.1.6 (1)～(5)に示すとおりである（詳細結果は、資料編「資料２－５ 上層気象調査

結果」参照）。 

全季における高度 50m の最多風向は NNW（北北西）で出現頻度が 12.9％、高度 100m の最多

風向は NW（北西）で出現頻度が 13.4％、高度 200m の最多風向は NW（北西）で出現頻度が

16.1％、高度 300m の最多風向は NW（北西）で出現頻度が 17.9％、高度 500m の最多風向は NW

（北西）で出現頻度が 19.2％、高度 1,000m の最多風向は NW（北西）で出現頻度が 15.6％で

あった。 

 

表 8.1.29 高度別風向出現頻度（全日） 

高度 

(m) 

春季 夏季 秋季 冬季 全季 

最多 

風向 

出現 

頻度 

（％） 

最多 

風向 

出現 

頻度 

（％） 

最多 

風向 

出現 

頻度 

（％） 

最多 

風向 

出現 

頻度 

（％） 

最多 

風向 

出現 

頻度 

（％） 

50 NNW 17.9  ESE 39.3  NW 14.3  NNW 19.6  NNW 12.9 

100 NW 17.9  SE 32.1  N 16.1  NW 19.6  NW 13.4 

150 NW 21.4  ESE 30.4  N,NW 17.9  NNW 25.0  NW 14.7 

200 NW 21.4  SE 30.4  NNW 17.9  NW 26.8  NW 16.1 

250 NW 19.6  SE 39.3  NNW 19.6  NNW 30.4  NW 16.1 

300 NW 17.9  SE 46.4  NW 23.2  NW 30.4  NW 17.9 

350 NW 23.2  SE 41.1  NNW 26.8  NNW 30.4  NW 18.3 

400 NNW 17.9  SE 33.9  NW 26.8  NNW 30.4  NW 17.9 

450 NW 21.4  SE 33.9  NW 30.4  NNW 26.8  NW 19.2 

500 NW 19.6  SE 35.7  NW 26.8  NW 30.4  NW 19.2 

550 NW 21.4  SE 35.7  NW 26.8  NNW 30.4  NW 18.8 

600 NW 21.4  SE 33.9  NW 26.8  NW 30.4  NW 19.6 

650 NW 21.4  SE 35.7  NW 21.4  NNW 28.6  NW 17.9 

700 NW 23.2  SE 37.5  NW 25.0  NNW 30.4  NW 18.8 

750 NW 23.2  SE 37.5  NW 30.4  NNW 28.6  NW 19.2 

800 NW 23.2  SE 37.5  NW 28.6  NNW 28.6  NW 19.2 

850 NW 23.2  SE 41.1  NW 26.8  NNW 30.4  NW 17.0 

900 NW 21.4  SE 35.7  NW 28.6  NNW 28.6  NW 16.1 

950 NW 23.2  SE 39.3  NW 26.8  NNW 28.6  NW 16.1 

1,000 NW 25.0  SE 37.5  NW 28.6  NNW 33.9  NW 15.6 
注）全季は、全調査期間（四季×７日間）の結果を整理した。 
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図 8.1.6(1) 高度別年間風配図（全季） 
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図 8.1.6(2) 高度別年間風配図（春季） 
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図 8.1.6(3) 高度別年間風配図（夏季） 
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図 8.1.6(4) 高度別年間風配図（秋季） 

 

  

(355)



第８章 環境影響の調査、予測及び評価 

8.1 大気質 

8-1-34 

 

50m 

 

100m 

 

200m 

 

300m 

 

500m 

 

1,000m 

 

 

 

図 8.1.6(5) 高度別年間風配図（冬季） 
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ウ.風速 

対象事業実施区域における上層風速の高度別平均風速は表 8.1.30 及び図 8.1.7 に示すと

おりである。 

全季の全日における高度 50m の平均風速は 3.9m/秒、高度 100m の平均風速は 4.7m/秒、高

度 200m の平均風速は 5.9m/秒、高度 300m の平均風速は 6.6m/秒、高度 500m の平均風速は 7.7m/秒、

高度 1,000m の平均風速は 8.6m/秒であった。 

 

表 8.1.30 高度別平均風速 
単位：m/秒 

高度 

(m) 

春季 夏季 秋季 冬季 全季 

全日 昼間 夜間 全日 昼間 夜間 全日 昼間 夜間 全日 昼間 夜間 全日 昼間 夜間 

50 4.4 5.3 3.9 4.4 5.0 4.0 3.4 3.5 3.4 3.3 3.5 3.1 3.9 4.3 3.6 

100 5.1 5.9 4.5 5.9 6.5 5.5 4.0 3.9 4.1 4.0 3.9 4.0 4.7 5.1 4.5 

150 5.6 6.5 5.0 6.6 6.9 6.3 4.3 4.2 4.4 4.5 4.1 4.8 5.3 5.4 5.1 

200 6.1 6.8 5.7 7.4 7.5 7.4 4.8 4.4 5.1 5.2 4.4 5.6 5.9 5.8 5.9 

250 6.5 7.2 6.1 7.9 7.7 8.0 5.3 4.7 5.6 5.9 4.8 6.6 6.4 6.1 6.6 

300 6.7 7.4 6.3 8.3 7.8 8.5 5.4 4.7 5.8 6.1 5.0 6.8 6.6 6.2 6.9 

350 6.9 7.6 6.5 8.6 7.9 9.1 5.6 4.8 6.0 6.4 5.2 7.1 6.9 6.4 7.2 

400 7.1 7.7 6.7 9.0 7.9 9.7 5.8 4.9 6.4 6.7 5.3 7.5 7.2 6.5 7.6 

450 7.3 7.8 6.9 9.4 8.2 10.2 6.1 5.1 6.7 7.0 5.5 7.8 7.4 6.6 7.9 

500 7.4 7.9 7.2 9.8 8.6 10.5 6.2 5.2 6.9 7.2 5.8 8.1 7.7 6.9 8.2 

550 7.6 8.1 7.4 10.2 9.1 10.8 6.4 5.2 7.0 7.4 6.1 8.1 7.9 7.1 8.4 

600 7.8 8.2 7.6 10.5 9.5 11.1 6.4 5.3 7.0 7.6 6.5 8.2 8.1 7.4 8.5 

650 8.0 8.4 7.7 10.7 9.8 11.2 6.5 5.4 7.1 7.7 6.7 8.2 8.2 7.6 8.6 

700 8.1 8.7 7.8 10.7 9.9 11.2 6.5 5.4 7.2 7.8 7.0 8.3 8.3 7.8 8.6 

750 8.2 8.8 7.9 10.8 10.0 11.2 6.6 5.5 7.3 8.0 7.3 8.4 8.4 7.9 8.7 

800 8.2 8.8 7.9 10.8 10.1 11.3 6.7 5.5 7.4 8.2 7.7 8.4 8.5 8.0 8.7 

850 8.1 8.7 7.8 10.8 10.2 11.2 6.7 5.5 7.5 8.5 8.3 8.6 8.5 8.2 8.8 

900 8.1 8.6 7.8 10.8 10.1 11.2 6.8 5.6 7.5 8.7 8.7 8.7 8.6 8.2 8.8 

950 8.1 8.4 8.0 10.7 10.0 11.1 6.8 5.5 7.5 8.9 9.0 8.8 8.6 8.2 8.8 

1,000 8.1 8.2 8.0 10.6 9.8 11.1 6.7 5.5 7.5 9.0 9.3 8.9 8.6 8.2 8.9 

注）昼間：９時、12時、15時 夜間：18時、21時、24時、３時、６時 
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冬季                           全季 

 

図 8.1.7 高度別平均風速 
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気温 

対象事業実施区域における上層気温の高度別平均気温は表 8.1.31 及び図 8.1.8 に示すと

おりである。 

全季の全日における高度 50m の平均気温は 18.2℃、高度 100m の平均気温は 17.8℃、高度

200m の平均気温は 17.6℃、高度 300m の平均気温は 17.2℃、高度 500m の平均気温は 16.1℃、

高度 1,000m の平均気温は 13.1℃であった。 

 

表 8.1.31 高度別平均気温 
単位：℃ 

高度 

(m) 

春季 夏季 秋季 冬季 全季 

全日 昼間 夜間 全日 昼間 夜間 全日 昼間 夜間 全日 昼間 夜間 全日 昼間 夜間 

50 16.0 18.8 14.3 28.9 31.2 27.6 16.3 18.8 14.7 11.4 13.7 10.0 18.2 20.6 16.7 

100 15.1 16.7 14.2 27.9 29.3 27.0 16.5 18.3 15.4 11.7 13.5 10.7 17.8 19.4 16.8 

150 14.8 16.0 14.1 27.5 28.6 26.8 16.9 18.0 16.3 12.1 13.2 11.4 17.8 19.0 17.2 

200 14.5 15.5 13.9 26.9 27.9 26.3 16.9 17.6 16.5 12.2 12.9 11.8 17.6 18.5 17.1 

250 14.2 15.0 13.8 26.5 27.4 25.9 16.8 17.4 16.5 12.3 12.7 12.0 17.4 18.1 17.0 

300 14.0 14.5 13.7 26.1 27.0 25.6 16.5 17.0 16.2 12.2 12.6 12.0 17.2 17.8 16.9 

350 13.7 14.1 13.5 25.7 26.5 25.3 16.2 16.6 16.0 12.1 12.4 11.9 16.9 17.4 16.7 

400 13.5 13.9 13.3 25.4 26.0 25.0 16.0 16.3 15.7 11.8 12.2 11.6 16.7 17.1 16.4 

450 13.4 13.6 13.2 25.0 25.6 24.7 15.6 15.9 15.4 11.6 11.9 11.4 16.4 16.8 16.2 

500 13.2 13.3 13.1 24.8 25.3 24.4 15.3 15.6 15.1 11.3 11.7 11.1 16.1 16.5 15.9 

550 13.0 13.1 12.9 24.4 24.9 24.1 15.0 15.3 14.9 11.1 11.4 10.8 15.9 16.2 15.7 

600 12.7 12.7 12.7 24.1 24.5 23.9 14.6 14.9 14.5 10.7 11.1 10.5 15.5 15.8 15.4 

650 12.5 12.4 12.5 23.8 24.1 23.6 14.3 14.5 14.2 10.4 10.8 10.2 15.2 15.4 15.1 

700 12.2 12.0 12.3 23.5 23.8 23.3 13.9 14.1 13.8 10.1 10.5 9.9 14.9 15.1 14.8 

750 11.9 11.8 12.0 23.2 23.6 23.0 13.5 13.7 13.5 9.8 10.1 9.6 14.6 14.8 14.5 

800 11.6 11.5 11.7 22.9 23.2 22.8 13.2 13.3 13.1 9.5 9.8 9.3 14.3 14.4 14.2 

850 11.4 11.2 11.5 22.6 22.9 22.5 12.8 12.9 12.7 9.2 9.5 9.0 14.0 14.1 13.9 

900 11.1 10.9 11.3 22.4 22.6 22.2 12.4 12.5 12.4 8.8 9.1 8.6 13.7 13.8 13.6 

950 10.8 10.6 11.0 22.1 22.3 21.9 12.0 12.2 12.0 8.6 8.9 8.4 13.4 13.5 13.3 

1,000 10.5 10.3 10.7 21.8 22.1 21.6 11.7 11.8 11.6 8.3 8.7 8.0 13.1 13.2 13.0 

注）昼間：９時、12時、15時 夜間：18時、21時、24時、３時、６時 
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図 8.1.8 高度別平均気温 
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また、高度別平均気温勾配は表 8.1.32 及び図 8.1.9 に示すとおりである。 

全季の全日における地上～高度 50m の平均気温勾配は-0.7℃/100m、高度 50m～100m の平均

気温勾配は 0.1℃/100m、高度 100m～150m の平均気温勾配は-0.4℃/100m、高度 150m～200m の

平均気温勾配は-0.3℃/100m であった。 

 

表 8.1.32 高度別平均気温勾配 
単位：℃/100m 

高度 

(m) 

春季 夏季 秋季 冬季 全季 

全日 昼間 夜間 全日 昼間 夜間 全日 昼間 夜間 全日 昼間 夜間 全日 昼間 夜間 

地上～50 -1.8 -4.2 -0.2 -2.0 -3.8 -1.2 0.4 -1.0 1.4 0.6 -0.4 1.4 -0.7 -2.4 0.3 

50～100 -0.6 -1.4 -0.2 -0.8 -1.4 -0.4 0.8 -0.6 1.8 0.8 -0.6 1.4 0.1 -1.0 0.7 

100～150 -0.6 -1.0 -0.4 -1.2 -1.4 -1.0 0.0 -0.8 0.4 0.2 -0.6 0.8 -0.4 -1.0 0.0 

150～200 -0.6 -1.0 -0.2 -0.8 -1.0 -0.8 -0.2 -0.4 0.0 0.2 -0.4 0.4 -0.3 -0.7 -0.2 

200～250 -0.4 -1.0 -0.2 -0.8 -0.8 -0.6 -0.6 -0.8 -0.6 -0.2 -0.2 0.0 -0.5 -0.7 -0.4 

250～300 -0.6 -0.8 -0.4 -0.8 -1.0 -0.6 -0.6 -0.8 -0.4 -0.2 -0.4 -0.2 -0.6 -0.7 -0.4 

300～350 -0.4 -0.4 -0.4 -0.6 -1.0 -0.6 -0.4 -0.6 -0.6 -0.6 -0.4 -0.6 -0.5 -0.6 -0.6 

350～400 -0.2 -0.6 -0.2 -0.8 -0.8 -0.6 -0.8 -0.8 -0.6 -0.4 -0.6 -0.4 -0.6 -0.7 -0.5 

400～450 -0.4 -0.6 -0.2 -0.4 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.4 -0.6 -0.5 -0.6 -0.5 

450～500 -0.4 -0.4 -0.4 -0.8 -0.8 -0.6 -0.6 -0.6 -0.4 -0.4 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.5 

500～550 -0.6 -0.8 -0.4 -0.6 -0.8 -0.4 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.6 -0.6 -0.7 -0.8 -0.6 

550～600 -0.4 -0.6 -0.4 -0.6 -0.8 -0.6 -0.6 -0.8 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.5 -0.7 -0.5 

600～650 -0.6 -0.8 -0.4 -0.6 -0.6 -0.6 -0.8 -0.8 -0.8 -0.6 -0.6 -0.6 -0.7 -0.7 -0.6 

650～700 -0.6 -0.4 -0.6 -0.6 -0.4 -0.6 -0.8 -0.8 -0.6 -0.6 -0.8 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 

700～750 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.8 -0.4 -0.6 -0.8 -0.8 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.7 -0.6 

750～800 -0.4 -0.6 -0.4 -0.6 -0.6 -0.6 -0.8 -0.8 -0.8 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.7 -0.6 

800～850 -0.6 -0.6 -0.4 -0.4 -0.6 -0.6 -0.8 -0.8 -0.6 -0.8 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6 

850～900 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.8 -0.6 -0.8 -0.4 -0.4 -0.4 -0.6 -0.6 -0.6 

900～950 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.4 -0.6 -0.6 -0.8 -0.8 -0.6 -0.4 -0.8 -0.6 -0.5 -0.7 

950～1,000 -0.4 -0.4 -0.6 -0.4 -0.4 -0.4 -0.8 -0.8 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.5 -0.6 -0.6 
注１）昼間：９時、12時、15時 夜間：18時、21時、24時、３時、６時 

注２）気温勾配は鉛直方向の（気温の差）/（高度の差）×100mで表示する（単位は℃/100m）。通常は高度が高い方が気温が低いが、

逆転層内では高度が高い方が気温が高くなる。 
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図 8.1.9 高度別平均気温勾配 
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逆転層 

上層気温観測結果より分類した逆転層の出現頻度は表 8.1.33に示すとおりである。なお、

逆転層区分高度は煙突実体高（煙突高さ）を考慮した高度（100m）及び有効煙突高を考慮した

高度（300m）を設定した。 

全季の逆転層区分毎出現頻度は、区分高度 100m で逆転なしが 44.2％、上層逆転が 22.3％、

下層逆転が 10.3％、全層・二段逆転が 23.2％、区分高度 300m で逆転なしが 44.2％、上層逆

転が 10.7％、下層逆転が 31.3％、全層・二段逆転が 13.8％であった。 

 

表 8.1.33 逆転層の出現頻度 

区分 
高度 

逆転層 
区 分 

春 季 夏 季 秋 季 冬 季 全 季 

回数 
(回) 

頻度 
(％) 

回数 
(回) 

頻度 
(％) 

回数 
(回) 

頻度 
(％) 

回数 
(回) 

頻度 
(％) 

回数 
(回) 

頻度 
(％) 

100ｍ 

逆転なし 22 39.3% 42 75.0% 18 32.1% 17 30.4% 99 44.2% 

上層逆転 21 37.5% 10 17.9% 10 17.9% 9 16.1% 50 22.3% 

下層逆転 2 3.6% 3 5.4% 11 19.6% 7 12.5% 23 10.3% 

全層・二段逆転 11 19.6% 1 1.8% 17 30.4% 23 41.1% 52 23.2% 

300ｍ 

逆転なし 22 39.3% 42 75.0% 18 32.1% 17 30.4% 99 44.2% 

上層逆転 11 19.6% 6 10.7% 4 7.1% 3 5.4% 24 10.7% 

下層逆転 12 21.4% 7 12.5% 26 46.4% 25 44.6% 70 31.3% 

全層・二段逆転 11 19.6% 1 1.8% 8 14.3% 11 19.6% 31 13.8% 

注１）頻度は、四捨五入の関係で合計が一致しないことがある。 

注２）頻度は、観測回数に対する比率(％)を示す。 

注３）逆転層分類は、区分高度と逆転層の位置関係から、区分高度より下にあるものを下層逆転、区分高度より上にあるものを

上層逆転、区分高度にまたがるものを全層逆転、区分高度の上と下にあるものを二段逆転とし、下層、上層、全層、二段

逆転の順に集計した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（100m 又は 300m） 
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予測 

8.1.2.1 工事の実施 

資材等の搬入及び搬出 

予測方法 

予測事項 

予測事項は、表 8.1.34 に示すとおりである。 

 

表 8.1.34 大気質の予測事項（資材等の搬入及び搬出） 

予測対象となる要因 予測事項 

資材等運搬車両等の走行 

二酸化窒素（年平均値及び１時間値） 

浮遊粒子状物質（年平均値及び１時間値） 

粉じん等 

 

予測対象とした処理方式 

特定の処理方式を対象とせず、各処理方式共通の予測を行った。 

予測地域、予測地点 

予測対象道路は、資材等運搬車両等の主要走行ルートとし、予測地点は、調査地点と同様の

４地点とした。また、予測位置は道路端とし、予測高さは地上 1.5ｍとした。予測地点は図 

8.1.10 に示すとおりである。 

予測対象時期 

予測対象時期は、影響が最大となる時期として、年平均値については工事開始後 37～48 ヵ

月目の１年間、１時間値については、工事開始後 42 ヵ月目を設定した（詳細は、資料編「資

料１－１ 資材等運搬車両等の走行、工事中の建設機械の稼働に係る予測時期の設定」参照）。 
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図 8.1.10 沿道大気質予測地点図（資材等の搬入及び搬出） 

この地図は、国土地理院発行の 1：25,000 地形図「西尾」を使用したものである。 
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工事計画 

資材等運搬 

車両等台数 

現地調査 

地上気象調査 

汚染物質排出量 

年平均値付加濃度 

気象条件 

窒素酸化物は 

二酸化窒素へ変換 

速度､道路状況調査 

バックグラウンド濃度 

予測式 

(プルーム式、パフ式) 

速度、道路条件 

大気汚染物質の排出係数 

1 時間値環境濃度 年平均値環境濃度 

日平均値への変換 

日平均値環境濃度 

(年間 98％値又は２％除外値) 

環境大気質調査 

現況濃度 

1 時間値付加濃度 

予測方法 

ア.二酸化窒素、浮遊粒子状物質 

予測手順 

予測手順は図 8.1.11 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.1.11 大気質の予測手順（資材等の搬入及び搬出） 

 

予測式 

   ａ 拡散計算 

予測式は、「国土技術政策総合研究所資料第714号 道路環境影響評価の技術手法（平

成24年度版）」（平成25年３月 国土交通省国土技術政策総合研究所）に示される大気拡

散計算式（プルーム式及びパフ式）を用いた。 

大気拡散計算式は以下のとおりである。 
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    （ａ）有風時（風速 1.0m/秒を超える場合）：プルーム式 

 

 

 

 

 

 

 

 

［記 号］ 

C(x,y,z) ：(x,y,z)地点における濃度（ppm又はmg/m3） 

Q ：点煙源の窒素酸化物の排出量（mℓ/秒）又は浮遊粒子状物質の排出量

（mg/秒） 

u ：平均風速（m/秒） 

H ：排出源の高さ（m） 

σy,σz ：水平（y）、鉛直（z）方向の拡散幅（m） 

（x<W/2の場合は、σy=W/2、σz=σz0とする。） 

σz0 ：鉛直方向の初期拡散幅（1.5ｍ(遮音壁がない場合)） 

L ：車道部端からの距離（L=x-W/2）（m） 

W ：車道部幅員（m） 

x ：風向に沿った風下距離（m） 

y ：ｘ軸に直角な水平距離（m） 

z ：ｘ軸に直角な鉛直距離（m） 

 

    （ｂ）弱風時（風速 1.0m/秒以下）：パフ式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［記 号］ 

to ：初期拡散幅に相当する時間（t0=W/2α）（秒） 

α,γ ：拡散幅に関する係数 

（α=0.3、γ=0.18(昼間:７～19時)、γ=0.09(夜間:19時～７時)） 
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   ｂ 年平均値の計算 

 

 

 

 

 

 

［記 号］ 

Ca ：年平均濃度（ppm又はmg/m3） 

Cat ：時刻tにおける年平均濃度（ppm又はmg/m3） 

Rws ：プルーム式により求められた風向別基準濃度（m-1） 

fwts ：年平均時間別風向出現割合 

uwts ：年平均時間別風向別平均風速（m/秒） 

Rcdn ：パフ式により求められた昼夜別基準濃度（秒/m2） 

fct ：年平均時間別弱風時出現割合 

Qt ：年平均時間別平均排出量（mℓ/m･秒、mg/m･秒） 

なお、添字のsは風向（16方位）、tは時間、dnは昼夜の別、wは有風時、cは弱風

時を示す。 

 

予測条件 

   ａ 交通条件 

    （ａ）一般交通量 

一般交通量は、現地調査結果とし、表 8.1.35に示すとおりとした（詳細な設定台

数は、資料編「資料２－６ 大気質の予測に用いた時間帯別交通量」参照）。 

また、予測対象時期における一般交通量の現地調査時点からの伸び率は1.0とした

（資料編「資料２－７ 一般交通量の伸び率の検討」参照）。 

 

表 8.1.35 一般交通量 

予測地点 

年平均値予測 

（台/日） 

１時間値予測注） 

（台/時） 

大型車 小型車 合 計 大型車 小型車 合 計 

地点１ ホワイトウェイブ 21   963 10,176 11,139 123 590 713 

地点２ 黄金堤 2,589 10,469 13,058 272 553 825 

地点３ 特別養護老人ホーム 
レジデンス寺嶋 

  343  3,568  3,911  35 200 235 

地点４ 岡山砦山の地蔵堂前   650  8,470  9,120  88 508 596 

注）１時間値予測の台数は、将来交通量の大型車が最大となる時間帯（地点１、地点３、地点４は９時台、地点２は10時台）

の台数とした。 

24

Ca

Ca

24

1t

t

t

16

1s

tdntstss QfcRcfw/uwRwCa t

(368)



第８章 環境影響の調査、予測及び評価 

8.1 大気質 

8-1-47 

    （ｂ）資材等運搬車両等 

年平均値の予測時期（工事開始後37～48ヵ月目の１年間）における資材等運搬車

両等台数（日走行台数）及び１時間値の予測時期（工事開始後42ヵ月目）における資

材等運搬車両等台数（１時間走行台数）は表 8.1.36に示すとおりである（詳細な設

定台数は、資料編「資料２－６ 大気質の予測に用いた時間帯別交通量」参照）。 

なお、各走行ルートにおける資材等運搬車両等の走行割合は現時点では未定であ

るため、安全側評価の観点から、各予測地点において資材等運搬車両等がすべて走

行するものと設定した。 

 

表 8.1.36 資材等運搬車両等台数（往復） 

予測地点 

年平均値予測 

（台/日） 

１時間値予測注） 

（台/時） 

大型車 小型車 合 計 大型車 小型車 合 計 

地点１ ホワイトウェイブ 21 108 224 332 38 0 38 

地点２ 黄金堤 108 224 332 26 0 26 

地点３ 特別養護老人ホーム 
レジデンス寺嶋 

108 224 332 38 0 38 

地点４ 岡山砦山の地蔵堂前 108 224 332 38 0 38 

注）１時間値予測の台数は、将来交通量の大型車が最大となる時間帯（地点１、地点３、地点４は９時台、地点２は10時台）

の台数とした。 

 

    （ｃ）将来交通量 

将来交通量は、一般交通量に資材等運搬車両等台数を加えた台数とし、表 8.1.37

に示すとおりである。 

 

表 8.1.37 将来交通量 

予測地点 

年平均値予測 

（台/日） 

１時間値予測注） 

（台/時） 

大型車 小型車 合 計 大型車 小型車 合 計 

地点１ ホワイトウェイブ 21 1,071 10,400 11,471 161 590 751 

地点２ 黄金堤 2,697 10,693 13,390 298 553 851 

地点３ 特別養護老人ホーム 
レジデンス寺嶋 

  451 3,792 4,243  73 200 273 

地点４ 岡山砦山の地蔵堂前   758 8,694 9,452 126 508 634 

注）１時間値予測の台数は、将来交通量の大型車が最大となる時間帯（地点１、地点３、地点４は９時台、地点２は10時台）

の台数とした。 

 

   ｂ 道路条件、排出源位置 

予測地点の道路条件、排出源位置は図 8.1.12に示すとおりである。排出源位置は、車

道部の道路中心より１ｍの高さとし、予測高さは道路端の地上1.5ｍとした。 
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凡 例 

  ：排出源位置 

  ：予測位置 

単位：ｍ 

地点１：ホワイトウェイブ 21 

地点２：黄金堤 

地点３：特別養護老人ホームレジデンス寺嶋 

地点４：岡山砦山の地蔵堂前 

図 8.1.12 予測地点の道路条件及び排出源位置 

西行き 1 車線 

走行速度 48km/時 

アスファルト舗装 

南行き 1 車線 

走行速度 41km/時 

アスファルト舗装 

北行き 1 車線 

走行速度 39km/時 

アスファルト舗装 

南行き 1 車線 

走行速度 53km/時 

アスファルト舗装 

北行き 1 車線 

走行速度 39km/時 

アスファルト舗装 

東行き 1 車線 

走行速度 45km/時 

アスファルト舗装 

西行き 1 車線 

走行速度 38km/時 

アスファルト舗装 

東行き 1 車線 

走行速度 39km/時 

アスファルト舗装 
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また、点煙源は図 8.1.13に示すとおり車道部の中央部予測断面を中心に前後合わせて

400mの区間に配置した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.1.13 点煙源の配置 

 

   ｃ 走行速度 

走行速度は、平日の現地調査結果とし、表8.1.38に示すとおりとした。 

   ｄ 汚染物質排出量 

    （ａ）汚染物質排出量の算出 

汚染物質排出量の算出は、以下の式を用いた。 

 

 

 

［記 号］ 

Qt ：時間別平均排出量（mℓ/m･秒、mg/m･秒） 

Ei ：車種別排出係数（g/km･台） 

Nit：車種別時間別交通量（台/h） 

Vｗ：換算係数（mℓ/g、mg/g） 

窒素酸化物の場合：20℃、１気圧で、523mℓ/g 

浮遊粒子状物質の場合：1,000mg/g 

 

    （ｂ）排出係数 

窒素酸化物及び浮遊粒子状物質の予測対象時期における車種別排出係数は、「道路

環境影響評価等に用いる自動車排出係数の算定根拠（平成22年度版）」（国土技術政

策総合研究所資料）に基づき、表 8.1.38に示すとおり設定した。 
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表 8.1.38 車種別排出係数 

予測地点 車 種 
窒素酸化物 

（g/（km・台）） 
粒子状物質 

（g/（km・台）） 
走行速度 
（km/時） 

地点１ 
大型車 0.432 0.006958 

40 
小型車 0.049 0.000548 

地点２ 
大型車 0.383 0.006188 

46 
小型車 0.044 0.000425 

地点３ 
大型車 0.377 0.006082 

47 
小型車 0.044 0.000410 

地点４ 
大型車 0.441 0.007109 

39 
小型車 0.050 0.000575 

注１）排出係数は、2010年から5年毎の値が設定されており、工事計画から2025年の値とした。 

注２）走行速度は、上下方向の平均速度（平日）とした。 

 

   ｅ 気象条件 

    （ａ）年平均値 

風向は、事業実施区域における１年間の調査結果に基づく風向を用いた。風速は、

対象事業実施区域における１年間の調査結果を以下に示す、べき乗則の式により地

上高１mの風速に補正して用いた。 

 

U＝U0・(H/H0)P 

 

[記 号] 

U ：高さHｍにおける推計風速（m/秒） 

U0：基準高さH0の風速（m/秒） 

H ：排出源の高さ（m） 

H0：基準とする高さ（測定高さ＝10m） 

P ：べき指数（郊外：1/5） 

 

    （ｂ）１時間値 

１時間値の予測に用いる条件は風向及び風速である。風速については、昼間にお

いて付加濃度が大きくなる条件として、有風時の最小風速である1.0m/秒とした。風

向については、各予測地点において、道路に対して直交風及び平行風の２方位の計

算を行い、最も付加濃度が大きくなる条件とした。 

 

   ｆ 窒素酸化物濃度から二酸化窒素濃度への変換 

年平均値付加濃度については、窒素酸化物濃度から二酸化窒素濃度への変換を行った。

変換式は「国土技術政策総合研究所資料第714号 道路環境影響評価の技術手法（平成24

年度版）」（平成25年３月 国土交通省国土技術政策総合研究所）に示される次式を用い

た。 
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[NO2]R=0.0714[NOx]R
0.438(1-[NOx]BG/[NOx]T)0.801 

[記 号] 

[NOx]R ：窒素酸化物の対象道路の付加濃度（ppm） 

[NO2]R ：二酸化窒素の対象道路の付加濃度（ppm） 

[NOx]BG：窒素酸化物のバックグラウンド濃度（ppm） 

[NOx]T ：窒素酸化物のバックグラウンド濃度と対象道路の付加濃度の 

合計値（ppm）（[NOx]T=[NOx]BG+[NOx]R） 

 

   ｇ バックグラウンド濃度 

バックグラウンド濃度は表 8.1.39に示すとおりである。 

バックグラウンド濃度は、年平均値の予測については対象事業実施区域における調査

結果の年平均値、１時間値の予測については対象事業実施区域における調査結果の１時

間値の最高値とした。 

 

表 8.1.39 バックグラウンド濃度 

項 目 

二酸化窒素 
（ppm） 

浮遊粒子状物質 
（mg/m3) 

年平均値 １時間値 年平均値 １時間値 

バックグラウンド濃度 0.008 0.047 0.012 0.084 

 

   ｈ 日平均値の年間 98％値又は２％除外値への変換 

環境基準と比較するために、二酸化窒素については年平均値から日平均値の年間98％

値、浮遊粒子状物質については年平均値から日平均値の２％除外値への換算を行った。 

換算式は「国土技術政策総合研究所資料第714号 道路環境影響評価の技術手法（平成

24年度版）」（平成25年３月 国土交通省国土技術政策総合研究所）に示される次式を用

いた。 

 

【二酸化窒素（年間98％値）】 

年間98％値=a([NO2]BG+[NO2]R)+b 

a=1.34+0.11・exp(-[NO2]R/[NO2]BG) 

b=0.0070+0.0012・exp(-[NO2]R/[NO2]BG) 

 

【浮遊粒子状物質（年間２％除外値）】 

年間２％除外値=a([SPM]BG+[SPM]R)+b 

a=1.71+0.37・exp(-[SPM]R/[SPM]BG) 

b=0.0063+0.0014・exp(-[SPM]R/[SPM]BG) 

[記 号] 

[NO2]R ：二酸化窒素の道路付加濃度の年平均値（ppm） 

[NO2]BG ：二酸化窒素のバックグラウンド濃度の年平均値（ppm） 

[SPM]R ：浮遊粒子状物質の道路付加濃度の年平均値（mg/m3） 

[SPM]BG：浮遊粒子状物質のバックグラウンド濃度の年平均値（mg/m3） 

 

イ.粉じん等 

粉じん等の予測は、事業計画に基づく工事計画の内容及び環境配慮事項を踏まえ定性的に行

った。 
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予測結果 

二酸化窒素、浮遊粒子状物質 

ア.年平均値 

年平均値 

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質濃度の年平均値の予測結果は表 8.1.40 に示すとおりであ

る。 

将来濃度は、二酸化窒素が 0.008～0.009ppm、浮遊粒子状物質が 0.012mg/m3となる。 

 

表 8.1.40 大気質の予測結果（資材等の搬入及び搬出：年平均値） 

項目 
予測 

地点 

バックグラ

ウンド濃度 

(A) 

一般車両 

寄与濃度 

(B) 

小 計 

(C=A+B) 

資材等の 

搬入及び 

搬出車両 

付加濃度 

(D) 

将来濃度 

(E=C+D) 

付加率 

(D/E 

×100) 

二酸化窒素 
（ppm） 

地点１ 0.008 0.000823 0.008823 0.000120 0.009 1.34% 

地点２ 0.008 0.000878 0.008878 0.000067 0.009 0.75% 

地点３ 0.008 0.000231 0.008231 0.000103 0.008 1.24% 

地点４ 0.008 0.000447 0.008447 0.000088 0.009 1.03% 

浮遊粒子状物質 
（mg/m3） 

地点１ 0.012 0.000041 0.012041 0.000006 0.012 0.05% 

地点２ 0.012 0.000050 0.012050 0.000004 0.012 0.03% 

地点３ 0.012 0.000013 0.012013 0.000006 0.012 0.05% 

地点４ 0.012 0.000024 0.012024 0.000005 0.012 0.04% 

 

日平均値の年間 98％値又は２％除外値 

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質濃度の日平均値の年間 98％値又は２％除外値は表 8.1.41

に示すとおりである。 

二酸化窒素の日平均値の年間 98％値は 0.020～0.021ppm、浮遊粒子状物質の日平均値の

２％除外値は 0.033mg/m3となり、いずれの地点でも環境基準を満足する。 

 

表 8.1.41 大気質の予測結果（資材等の搬入及び搬出：年間98％値又は２％除外値） 

項目 予測地点 
将来濃度 

(年平均値) 

日平均値の 
年間98％値又は 

２％除外値 
環境基準 

二酸化窒素 
(ppm) 

地点１ 0.009 0.021 

日平均値が0.04～0.06の
ゾーン内又はそれ以下 

地点２ 0.009 0.021 

地点３ 0.008 0.020 

地点４ 0.009 0.020 

浮遊粒子状物質 
（mg/m3） 

地点１ 0.012 0.033 

日平均値が0.10以下 
地点２ 0.012 0.033 

地点３ 0.012 0.033 

地点４ 0.012 0.033 
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イ.１時間値 

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質濃度の１時間値の予測結果（最大値）は表 8.1.42 に示すと

おりである。最大値となる風向は、いずれも平行風の場合であった。 

将来濃度は、二酸化窒素が 0.047～0.048ppm、浮遊粒子状物質が 0.084mg/m3となり、いずれ

の地点でも環境基準等を満足する。 

 

表 8.1.42 大気質の予測結果（資材等の搬入及び搬出：１時間値） 

項目 
予測 
地点 

バックグラ
ウンド濃度 

(A) 

一般車両 
寄与濃度 

(B) 

小 計 
(C=A+B) 

資材等の搬入
及び搬出車両 

付加濃度 
(D) 

将来濃度 
(E=C+D) 

付加率 
(D/E 

×100) 

二酸化窒素 
（ppm） 

地点１ 0.047 0.000998 0.047998 0.000353 0.048 0.73% 

地点２ 0.047 0.001214 0.048214 0.000071 0.048 0.15% 

地点３ 0.047 0.000210 0.047210 0.000172 0.047 0.36% 

地点４ 0.047 0.000564 0.047564 0.000201 0.048 0.42% 

浮遊粒子状物質 
（mg/m3） 

地点１ 0.084 0.000159 0.084159 0.000049 0.084 0.06% 

地点２ 0.084 0.000224 0.084224 0.000012 0.084 0.01% 

地点３ 0.084 0.000041 0.084041 0.000030 0.084 0.04% 

地点４ 0.084 0.000098 0.084098 0.000038 0.084 0.05% 
注）環境基準等 

二酸化窒素：0.1～0.2ppm以下（短期暴露指針値） 

浮遊粒子状物質：0.20mg/m3以下（環境基準） 

 

粉じん等 

粉じん等については、車両が工事区域から退場する際にタイヤ洗浄を実施することにより、

環境への影響の程度は小さいと予測する。 
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建設機械の稼働等 

予測方法 

予測事項 

予測事項は、表 8.1.43 に示すとおりである。 

 

表 8.1.43 大気質の予測事項（建設機械の稼働等） 

予測対象となる要因 予測事項 

建設機械の稼働等 

二酸化窒素（年平均値及び１時間値） 

浮遊粒子状物質（年平均値及び１時間値） 

粉じん等 

 

予測対象とした処理方式 

特定の処理方式を対象とせず、各処理方式共通の予測を行った。 

予測地域、予測地点 

予測地域は、図 8.1.14 に示すとおり大気質への影響が十分に減衰する状況を把握できるよ

うに対象事業実施区域及び周辺とし、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の予測地点は、原則とし

て敷地境界の着地濃度が最大となる地点とした。また、予測高さは地上 1.5m とした。 

予測対象時期 

予測対象時期は、影響が最大となる時期として、年平均値は工事開始後 37～48 ヵ月目の 1

年間、1 時間値は工事開始後 20、21 ヵ月目（杭工事・土工事）を設定した（詳細は、資料編「資

料１－１ 資材等運搬車両等の走行、工事中の建設機械の稼働に係る予測時期の設定」参照）。 

また、粉じん等については、建設機械の稼働が最大となる時期とした。 
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図 8.1.14 大気質予測地域（建設機械の稼働等） 

この地図は、国土地理院発行の 1：25,000 地形図「西尾」を使用したものである。 
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工事計画 

建設機械の種類 

及び台数 

現地調査 

地上気象調査 

汚染物質排出量 

年平均値付加濃度 

気象条件 

窒素酸化物は 

二酸化窒素へ変換 

バックグラウンド濃度 

予測式 

(プルーム式、パフ式) 

大気汚染物質の排出係数 

1 時間値環境濃度 年平均値環境濃度 

日平均値への変換 

日平均値環境濃度 

(年間 98％値又は２％除外値) 

環境大気質調査 

現況濃度 

1 時間値付加濃度 

予測方法 

ア.二酸化窒素、浮遊粒子状物質 

予測手順 

予測手順は図 8.1.15 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.1.15 大気質の予測手順（建設機械の稼働等） 
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予測式 

   ａ 拡散計算 

予測式は、「窒素酸化物総量規制マニュアル〔新版〕」（平成12年 公害研究対策センタ

ー）に示される大気拡散計算式（プルーム式及びパフ式）を用いた。計算のメッシュの間

隔は10mとした。 

大気拡散計算式は以下のとおりである。 

    （ａ）有風時（風速 1.0m/秒以上）：プルームの長期平均式 

 

 

 

    （ｂ）弱風時（風速 0.5～0.9m/秒）：弱風パフ式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （ｃ）無風時（風速 0.4m/秒以下）：簡易パフ式 

 

 

 

 

［記 号］ 

C(R,z) ：地点(R,z)における汚染物質の濃度（ppm、mg/m3） 

R ：煙源からの水平距離（m） 

x ：煙源から風向に沿った風下距離（m） 

y ：風向に直角な水平距離（m） 

z ：計算地点の高さ（1.5m） 

Qp ：汚染物質の排出量（m3
N/秒、kg/秒） 

u ：排出源高さの風速（m/秒） 

Hｅ ：排出源高さ（m） 

σz ：有風時の鉛直方向の拡散パラメータ（m） 

α ：弱風時、無風時の水平方向の拡散パラメータ（m/秒） 

γ ：弱風時、無風時の鉛直方向の拡散パラメータ（m/秒） 

 

6

2
Z

2
e

2
Z

2
e

z

p ・10
2σ

)H(z
exp

2σ

)H(z
exp・

u8)Rσ / (π

Q
・

2π

1
z)C(R,

6

22

2
e

2

222

2
e

2

2

p
・10

η2γ

)H(zu
・exp

η

1

η2γ

)H(zu
・exp

η

1
・

8)γ / (π

Q
・

2π

1
z)C(R,

2
e2

2
22 )H(z

γ

α
Rη

2
e2

2
22 )H(z

γ

α
Rη

222 yxR

6

2
e

2222
e

2223/2

p ・10
z))・(H/γ(αR

1

z))・(H/γ(αR

1
・

γ(2π)

Q
z)C(R,

(379)



第８章 環境影響の調査、予測及び評価 

8.1 大気質 

8-1-58 

   ｂ 拡散パラメータ 

有風時における鉛直方向の拡散パラメータは、表 8.1.44に示すパスキル・ギフォード

図の近似関数を、弱風時、無風時の水平方向及び鉛直方向の拡散パラメータは、表 8.1.45

に示すパスキル安定度に対応した拡散パラメータを使用した。 

 

表 8.1.44 有風時の鉛直方向の拡散パラメータ 

（パスキル・ギフォード図の近似関数） 

σz(x)＝γz・xαＺ 

安定度 αＺ γＺ 風下距離 x（m） 

A 
1.122 
1.514 
2.109 

0.0800 
0.00855 
0.000212 

0 
300 
500 

～
～
～

300 
500 

 
 

B 
0.964 
1.094 

0.1272 
0.0570 

0 
500 

～
～

500 
 

 

C 0.918 0.1068 0 ～   

D 
0.826 
0.632 
0.555 

0.1046 
0.400 
0.811 

0 
1,000 

10,000 

～
～
～

1,000 
10,000 

 
 

E 
0.788 
0.565 
0.415 

0.0928 
0.433 
1.732 

0 
1,000 

10,000 

～
～
～

1,000 
10,000 

 
 

F 
0.784 
0.526 
0.323 

0.0621 
0.370 
2.41 

0 
1,000 

10,000 

～
～
～

1,000 
10,000 

 
 

G 

0.794 
0.637 
0.431 
0.222 

0.0373 
0.1105 
0.529 
3.62 

0 
1,000 
2,000 

10,000 

～
～
～
～

1,000 
2,000 

10,000 
 

 

注）A-B、B-C及びC-Dの中間安定度のパラメータは、前後の安定度の拡散パラメータを幾何平均した値を

用いた。 

出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル［新版］」（平成12年 公害研究対策センター） 

 

表 8.1.45 弱風時、無風時の拡散パラメータ 
弱風時                    無風時 

大気安定度 α γ 

 

大気安定度 α γ 

A 0.748 1.569 A 0.948 1.569 

A-B 0.659 0.862 A-B 0.859 0.862 

B 0.581 0.474 B 0.781 0.474 

B-C 0.502 0.314 B-C 0.702 0.314 

C 0.435 0.208 C 0.635 0.208 

C-D 0.342 0.153 C-D 0.542 0.153 

D 0.270 0.l13 D 0.470 0.113 

E 0.239 0.067 E 0.439 0.067 

F 0.239 0.048 F 0.439 0.048 

G 0.239 0.029 G 0.439 0.029 

出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル［新版］」（平成12年 公害研究対策センター） 
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   ｃ 年平均値の計算 

 

 

 

［記 号］ 

：年平均濃度（ppm、mg/m3） 

 ：有風時及び弱風時、風向i、風速階級j、大気安定度kのときの１時間 

濃度（ppm、mg/m3） 

 ：有風時及び弱風時、風向i、風速階級j、大気安定度kのときの出現率 

 ：無風時、大気安定度kのときの１時間濃度（ppm、mg/m3） 

 ：無風時、大気安定度kの出現率 

 

予測条件 

   ａ 汚染物質排出量 

    （ａ）年平均値 

建設機械の稼働による影響が最大となる１年間（工事開始後37ヵ月目～48ヵ月目）

における建設機械の種類、年間稼働台数及び大気汚染物質の年間排出量は表 8.1.46

に示すとおりである（計算過程は、資料編「資料２－８ 建設機械に係る大気汚染物

質排出量算定」参照）。 

 

表 8.1.46 建設機械の年間稼働台数及び汚染物質排出量（年平均値） 

名称（規格） 

年間 窒素酸化物 浮遊粒子状物質 

稼働台数 排出原単位 年間排出量 排出原単位 年間排出量 

台/年 m3
N/台・日 m3

N/年 kg/台・日 kg/年 

バックホウ（0.7～1.2m3） 792 0.9855 780.5 0.0824 65.3 

コンクリートミキサー車（3.0～3.2m3） 94 1.1456 107.7 0.0689 6.5 

コンクリートポンプ車（65～85m3/h） 94 1.8121 170.3 0.1090 10.2 

クローラクレーン（100～350t） 1,166 1.0064 1173.5 0.0585 68.2 

ラフタークレーン（16～70t） 1,848 1.0862 2007.2 0.0631 116.7 

合 計 3,994 － 4,239.2 － 266.9 

 

 ]）k（・ｆ (k)C）kj,i,（・ｆ k)j,(i,CΣΣ[ΣC ccww
ijk

 C
k)j,(i,Cw

）kj,i,（ｆw
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    （ｂ）１時間値 

建設機械の稼働による影響が最大となる20、21ヵ月目における建設機械の種類、

稼働台数及び大気汚染物質の排出量は表 8.1.47に示すとおりである（計算過程は、

資料編「資料２－８ 建設機械に係る大気汚染物質排出量算定」参照）。 

 

表 8.1.47 建設機械の稼働台数及び汚染物質排出量（１時間値） 

名称（規格） 

稼働台数 窒素酸化物 浮遊粒子状物質 

20、21 
ヵ月目 

排出 
原単位 

排出量 
排出 

原単位 
排出量 

台 m3
N/h/台 m3

N/時 kg/h/台 kg/時 

バックホウ（0.7～1.2m3） 3 0.1564 0.4692 0.0131 0.0393 

杭打機（100～110t） 4 0.2595 1.0380 0.0156 0.0624 

発電機（100kVA） 4 0.1348 0.5392 0.0113 0.0452 

クローラクレーン（100～350t） 3 0.1677 0.5031 0.0097 0.0291 

ラフタークレーン（16～70t） 2 0.1810 0.3620 0.0105 0.0210 

合  計 16 － 2.9115 － 0.1970 

 

   ｂ 排出源位置 

排出源位置は、建設機械は移動しながら稼働することを考慮し、建築物等の範囲を工

事範囲として均等に配置した（資料編「資料２－９ 建設機械に係る大気汚染物質排出

源位置」参照）。また、排出源高さ（式中の有効煙突高）は、「土木技術資料（第42巻１

号）」（平成12年 財団法人土木技術センター）を参考とし、重機の排気口平均高さ（２m）

に排気上昇高さ（３m）を考慮して、地上高５m（２m＋３m）とした。 

 

   ｃ 気象条件 

    （ａ）年平均値 

風向、風速及び大気安定度は、対象事業実施区域における１年間の調査結果を用

いた。 

    （ｂ）１時間値 

風向は、16方位の計算を行い、風速は、昼間において付加濃度が大きくなる条件と

して、有風時の最小風速である1.0m/秒とした。大気安定度は、出現頻度が最も高い

Dとした。 
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   ｄ 窒素酸化物濃度から二酸化窒素濃度への変換 

窒素酸化物濃度から二酸化窒素濃度への変換式は、次のとおりとした。 

 

 

[記 号] 

[NO2] ：二酸化窒素の濃度（ppm） 

[NOx]D：拡散計算から得られた窒素酸化物の濃度（ppm） 

α ：排出源近傍での一酸化窒素と窒素酸化物の比（＝0.83） 

β ：平衡状態を近似する定数（昼:0.3、夜:0.0） 

t  ：拡散時間（s） 

K ：実験定数（s-1） 

K＝γ・u・[O3]B 

γ   ：定数（＝0.0062） 

u    ：風速（m/秒） 

[O3]B ：バックグラウンド・オゾン濃度（ppm） 

風速 

階級 

昼間 夜間 

不安定時 中立時 中立時 安定時 

有風時 0.036 0.026 0.026 0.017 

弱風時 0.040 0.023 0.018 0.017 

無風時 0.034 0.026 0.015 0.017 

注１）高さ5mの値である。 

注２）対象事業実施区域最寄りの一般環境大気測定局（愛厚ホーム

西尾苑測定局）の光化学オキシダント測定値より設定。 

 

   ｅ バックグラウンド濃度 

バックグラウンド濃度は表 8.1.48に示すとおりである。 

バックグラウンド濃度は、年平均値の予測については対象事業実施区域における調査

結果の年平均値、１時間値の予測については対象事業実施区域における調査結果の１時

間値の最高値とした。 

 

表 8.1.48 バックグラウンド濃度 

項 目 
二酸化窒素 
（ppm） 

浮遊粒子状物質 
（mg/m3) 

年平均値 1時間値 年平均値 1時間値 

バックグラウンド濃度 0.008 0.047 0.012 0.084 

 

   ｆ 日平均値の年間 98％値又は２％除外値への変換 

環境基準と比較するために、二酸化窒素については年平均値から日平均値の年間98％

値、浮遊粒子状物質については年平均値から日平均値の２％除外値への変換を行った。 

変換方法は統計モデルによるものとし、対象事業実施区域周辺に設置されている一般

環境大気測定局の平成30～令和４年度の測定値及び対象事業実施区域における通年調査

結果を用いて変換式を設定した（詳細は、資料編「資料２－10 年平均値から日平均値の

年間98％値又は２％除外値への変換式」参照）。 

【変換式】 

・二酸化窒素  ：日平均値の年間 98％値＝1.6688×年平均値＋0.0081 

・浮遊粒子状物質：日平均値の２％除外値＝2.6825×年平均値－0.0053 

βKt)exp(
β1

α
-1・NONO

Dx2
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イ.粉じん等 

建設機械の稼働等に伴う粉じん等について、ビューフォートの風力階級による粉じん等が発

生、飛散する気象条件の年間出現頻度を求めることにより予測した。 

ビューフォート風力階級は表 8.1.49 に示すとおり、風力階級 4 以上（風速 5.5m/秒以上）

になると砂ぼこりが立ち、粉じん等が飛散すると考えられる。 

対象事業実施区域における１年間の地上気象調査結果より、建設機械が稼動する時間帯（８

～12 時及び 13～17 時）を対象に粉じん等が飛散する可能性のある気象条件である、10m の高

さの風速 5.5m/秒以上の風の年間出現回数を求めることにより、粉じんの飛散の予測を行った。 

 

表 8.1.49 ビューフォート風力階級表 

風力階級 風速（m/秒） 説 明（陸上） 

0  0.0 ～ 0.2 静穏、煙はまっすぐに昇る。 

1  0.3 ～ 1.5 風向は、煙がなびくのでわかるが風見には感じない。 

2  1.6 ～ 3.3 顔に風を感じる。木の葉が動く。風見も動き出す。 

3  3.4 ～ 5.4 木の葉や細い小枝がたえず動く。軽い旗が開く。 

4  5.5 ～ 7.9 砂ぼこりが立ち、紙片が舞い上がる。小枝が動く。 

5  8.0 ～10.7 葉のあるかん木がゆれはじめる。池や沼の水面に波がしらが立つ。 

6 10.8 ～13.8 大枝が動く。電線が鳴る。かさは、さしにくい。 

7 13.9 ～17.1 樹木全体がゆれる。風に向かっては歩きにくい。 

8 17.2 ～20.7 小枝が折れる。風に向かっては歩けない。 

9 20.8 ～24.4 人家にわずかの損害がおこる。（煙突が倒れ、屋根材がはがれる。） 

注）上記の表の風速は、開けた平らな地面から10mの高さにおける相当風速である。 

出典：「地上気象観測指針」（平成14年 気象庁） 
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予測結果 

二酸化窒素、浮遊粒子状物質 

ア.年平均値 

年平均値 

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質濃度の年平均値の予測結果は表 8.1.50及び図 8.1.16(1)、

(2)に示すとおりである。 

最大着地濃度は、対象事業実施区域の東側敷地境界に出現し、将来濃度は二酸化窒素が

0.0116ppm、浮遊粒子状物質が 0.0133mg/m3である。 

 

表 8.1.50 大気質の予測結果（建設機械の稼働等：年平均値） 

予測地点 項 目 

付加濃度 

 

① 

バックグラ 

ウンド濃度 

② 

将来濃度 

 

①＋② 

最大着地 
濃度地点 

二酸化窒素（ppm） 0.0036 0.008 0.0116 

浮遊粒子状物質（mg/m3） 0.0013 0.012 0.0133 

 

日平均値の年間 98％値又は２％除外値 

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質濃度の日平均値の年間 98％値又は２％除外値は表 8.1.51

に示すとおりである。 

二酸化窒素の日平均値の年間 98％値は 0.027ppm、浮遊粒子状物質の日平均値の２％除外値

は 0.030mg/m3となり、どちらも環境基準を満足する。 

 

表 8.1.51 大気質の予測結果（建設機械の稼働等：年間98％値又は２％除外値） 

予測地点 項 目 
将来濃度 

(年平均値) 

日平均値の 
年間98％値 

又は２％除外値 
環境基準 

最大着地 
濃度地点 

二酸化窒素（ppm） 0.0116 0.027 
日平均値が0.04～0.06の
ゾーン内又はそれ以下 

浮遊粒子状物質（mg/m3） 0.0133 0.030 日平均値が0.10以下 

 

イ.１時間値 

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質濃度の１時間値の予測結果は表 8.1.52(1)、(2)に示すとお

りである。 

付加濃度が最大となる風向は、W（西）であった。 

付加濃度が最大となる風向における将来濃度は、二酸化窒素が 0.189ppm、浮遊粒子状物質が

0.139mg/m3となり、いずれも環境基準等を満足する。 
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表 8.1.52(1) 大気質の予測結果（建設機械の稼働等：風向別） 

風 向 
付加濃度 

二酸化窒素(ppm) 浮遊粒子状物質(mg/m3) 

N 0.055 0.020 

NNE 0.059 0.022 

NE 0.077 0.028 

ENE 0.099 0.036 

E 0.111 0.041 

ESE 0.130 0.050 

SE 0.095 0.037 

SSE 0.079 0.031 

S 0.077 0.030 

SSW 0.088 0.034 

SW 0.112 0.043 

WSW 0.139 0.053 

W 0.142 0.055 

WNW 0.130 0.050 

NW 0.093 0.036 

NNW 0.063 0.024 

 

表 8.1.52(2) 大気質の予測結果（建設機械の稼働等：１時間値） 

予測地点 項 目 

付加濃度 

 

① 

バックグラ 

ウンド濃度 

② 

将来濃度 

 

①＋② 

環境基準等 

最大着地 
濃度地点 

二酸化窒素（ppm） 0.142 0.047 0.189 0.1～0.2以下注１） 

浮遊粒子状物質（mg/m3） 0.055 0.084 0.139 0.2以下注２） 

注１）短期暴露指針値（「二酸化窒素の人の健康に係る判定条件等について」） 

注２）環境基準 
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図 8.1.16(1) 大気質予測結果（建設機械の稼働等） 

（二酸化窒素：年平均値） 

この地図は、国土地理院発行の 1：25,000 地形図「西尾」を使用したものである。 
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図 8.1.16(2) 大気質予測結果（建設機械の稼働等） 

（浮遊粒子状物質：年平均値） 

この地図は、国土地理院発行の 1：25,000 地形図「西尾」を使用したものである。 
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粉じん等 

建設機械の稼働等に伴う粉じんの影響について、風速調査結果から、砂ぼこりが立ち、粉じ

んが飛散すると考えられる気象条件である風速 5.5m/秒以上になる時間数及び日数は表 

8.1.53 に示すとおりである。 

風速 5.5m/秒以上になる年間時間数は 205 時間で出現頻度は 7.0％、風速 5.5m/秒以上が出

現した日数は 61 日で出現頻度は 16.7％であった。粉じんが飛散すると考えられる場合には散

水を行うことで、環境への影響の程度は小さいと予測する。 

 

表 8.1.53 風速5.5m/秒以上になる時間数及び日数 

年度 月 
風速5.5m/秒以上の時間 風速5.5m/秒以上が出現した日数 

時間数(時間) 出現頻度(％) 日数(日) 出現頻度(％) 

令和５年 

１月 28 11.3 9 29.0 

２月 48 21.4 10 35.7 

３月 19 7.7 5 16.1 

４月 20 8.3 5 16.7 

５月 11 4.4 4 12.9 

６月 12 5.0 2 6.7 

７月 0 0.0 0 0.0 

８月 4 1.6 3 9.7 

９月 0 0.0 0 0.0 

10月 25 10.1 7 22.6 

11月 21 8.8 10 33.3 

12月 17 6.9 6 19.4 

年 間 205 7.0 61 16.7 
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掘削・盛土等の土工又は既存の工作物等の除去 

予測方法 

予測事項 

予測事項は、表 8.1.54 に示すとおりである。 

 

表 8.1.54 大気質の予測事項（掘削・盛土等の土工又は既存の工作物等の除去） 

予測対象となる要因 予測事項 

掘削・盛土等の土工又は既存の

工作物等の除去 
粉じん等 

 

予測対象とした処理方式 

特定の処理方式を対象とせず、各処理方式共通の予測を行った。 

予測地域 

予測地域は、粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる対象事業実施区域

及び周辺とした。 

予測対象時期 

予測対象時期は、既存の工作物等の除去、掘削等の土工を行う時期とした。 

予測方法 

建設機械の稼働等に伴う粉じん等の予測方法と同様とした。 

予測結果 

掘削等の土工に伴う粉じんの影響について、風速調査結果から、砂ぼこりが立ち、粉じんが

飛散すると考えられる気象条件である風速 5.5m/秒以上になる時間数及び日数は、表 8.1.53 に

示したとおりである。 

風速 5.5m/秒以上になる年間時間数は 205 時間で出現頻度は 7.0％、風速 5.5m/秒以上が出

現した日数は 61 日で出現頻度は 16.7％であった。粉じんが飛散すると考えられる場合には散

水を行うことで、環境への影響の程度は小さいと予測する。 
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8.1.2.2 施設の供用 

ばい煙の排出 

予測方法 

予測事項 

予測事項は、表 8.1.55 に示すとおりである。 

 

表 8.1.55 大気質の予測事項（ばい煙の排出） 

予測対象となる要因 予測事項 

煙突排出ガスの排出 

二酸化硫黄（年平均値及び１時間値） 

二酸化窒素（年平均値及び１時間値） 

浮遊粒子状物質（年平均値及び１時間値） 

塩化水素（１時間値） 

水  銀（年平均値） 

ダイオキシン類（年平均値） 

注）予測対象物質の予測は、環境基準等の保全目標と対比できるように、年平均値又は１時間値の

予測を行った。 

 

予測対象とした処理方式 

メーカーヒアリング結果をもとに大気汚染物質の排出量を試算し、汚染物質の量が最大とな

る諸元を用いることとした（詳細は、「第７章 7.2 環境影響評価項目ごとの予測評価の対象

とした処理方式及び選定理由」参照）。 

予測地域、予測地点 

予測地域は図 8.1.17 に示すとおり、対象事業実施区域から半径３km の範囲とし、予測地点

は、着地濃度が最大となる地点とした。また、参考として、現地調査地点の着地濃度も予測し

た。予測高さは地上 1.5m とした。 

予測対象時期 

予測対象時期は、計画施設の稼働が定常の状態となる時期とした。 
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図 8.1.17 大気質予測地域（ばい煙の排出） 

 

この地図は、国土地理院発行の 1：25,000 地形図「西尾」「吉田」を使用したものである。
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事業計画 

煙突の高さ 

煙突排出ガスの諸元 

現地調査 

地上気象調査 

上層気象調査 

汚染物質排出量 

年平均値付加濃度 

気象条件 

窒素酸化物は 

二酸化窒素へ変換 

バックグラウンド濃度 

予測式 

①拡散計算 

年平均値：プルーム式、パフ式 

1 時間値：気象条件ごとの適切な 

予測式 

②有効煙突高算出式 

1 時間値環境濃度 年平均値環境濃度 

日平均値への変換 

日平均値環境濃度 

(年間 98％値又は２％除外値) 

環境大気質調査 

現況濃度 

1 時間値付加濃度 

予測方法 

ア.予測手順 

予測手順は図 8.1.18 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.1.18 大気質の予測手順（ばい煙の排出） 
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イ.煙突排出ガスの諸元 

煙突排出ガスの諸元は表 8.1.56 に示すとおりである。 

 

表 8.1.56 煙突排出ガスの諸元 

項 目 内容 

処理能力 266t/日 

煙突高さ 59m 

湿り排出ガス量注１） 52,000m3/時 

乾き排出ガス量注１） 44,000m3/時 

乾き排出ガス中の酸素濃度 10.2％ 

排出ガス温度 174℃ 

排出ガス吐出速度 29m/秒 

排出ガス濃度注２） 
（酸素濃度 
12％換算値） 

硫黄酸化物 30ppm 

ばいじん 0.006g/m3 

窒素酸化物 50ppm 

塩化水素 30ppm 

ダイオキシン類 0.06ng-TEQ/m3 

水銀 30μg/m3 

注１）１炉当たりのガス量（高質ごみ）。 

注２）気体の体積は温度零度及び圧力１気圧の状態に換算したものである。 

 

ウ.年平均値 

予測式 

   ａ 拡散計算 

予測式は、「窒素酸化物総量規制マニュアル〔新版〕」（平成12年 公害研究対策センタ

ー）に示される大気拡散計算式（プルーム式及びパフ式）を用いた。計算のメッシュの間

隔は50mとした。大気拡散計算式は以下のとおりである。なお、対象事業実施区域南側に

丘稜が存在することから、地形を考慮したプルーム中心軸の補正を行った。 

    （ａ）有風時（風速 1.0m/秒以上）：プルームの長期平均式 

 

 

 

    （ｂ）弱風時（風速 0.5～0.9m/秒）：弱風パフ式 

 

 

 

 

 

 

 

    （ｃ）無風時（風速 0.4m/秒以下）：簡易パフ式 
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［記 号］ 

C(R,z)：地点(R,z)における汚染物質の濃度（ppm、mg/m3、μg/m3、pg-TEQ/m3） 

R ：煙源からの水平距離（m） 

x ：煙源から風向に沿った風下距離（m） 

y ：風向に直角な水平距離（m） 

z ：計算地点の高さ（1.5m） 

Qp ：汚染物質の排出量（m3
N/秒、kg/秒、g/秒、mg-TEQ/秒） 

u ：煙突頂部の風速（m/秒） 

Hｅ ：有効煙突高（m） 

σz ：有風時の鉛直方向の拡散パラメータ（m） 

α ：弱風時、無風時の水平方向の拡散パラメータ（m/秒） 

γ ：弱風時、無風時の鉛直方向の拡散パラメータ（m/秒） 

 

   ｂ 有効煙突高計算式 

有効煙突高は、有風時（風速1.0m/秒以上）については、CONCAWE式で求めた上昇高さを

用いた。弱風時（風速0.5～0.9m/秒）及び無風時（風速0.4m/秒以下）については、Briggs

式（風速0.0m/秒）とCONCAWE式（風速2.Om/秒）で求めた上昇高さを線形内挿（弱風時：

風速0.7m/秒、無風時：風速0.4m/秒）して求めた値を用いた。 

 

He＝H0＋ΔH 

CONCAWE式：ΔH＝0.0855・QH
1/2・u-3/4 

Briggs式 ：ΔH＝0.979・QH
1/4・(dθ/dz)-3/8 

[記 号] 

He ：有効煙突高（m） 

H0 ：煙突実体高（m） 

ΔH ：排煙上昇高（m） 

QH ：排出熱量（J/秒） 

QH＝ρ・Cp・Q・ΔT 

ρ ：0℃における排ガス密度（1.293×103g/m3） 

Cp ：定圧比熱（1.0056J/(K・g)） 

Q ：排ガス量（湿り）（m3
N/秒） 

ΔT ：排ガス温度と気温との温度差(℃) 

ｕ ：煙突頂部の風速(m/秒) 

dθ/dz ：温位勾配（℃/m）（昼間：0.003、夜間：0.010） 

 

   ｃ プルーム中心軸の補正 

「ごみ焼却施設環境アセスメントマニュアル」（昭和61年 (社)全国都市清掃会議）に

示されるCRSTERモデルを参考にプルーム中心軸の補正を行った。地表の評価点からのプ

ルーム中心軸の高さの求め方は、以下のとおりである（詳細は、資料編「資料２－11 地

形を考慮した煙突排出ガスの拡散計算式（プルーム中心軸の補正）」参照）。 

・地表の評価点の標高が煙源位置の地形標高より高い場合は、それら標高の差分だけ

プルーム中心軸の高さを減少させる。 

・地表の評価点の標高が煙源位置の地形標高より低い場合は、プルーム中心軸の高さ

には修正を加えない。 

   ｄ 拡散パラメータ 

拡散パラメータは、「8.1.2.1(2) 建設機械の稼働等」と同様とした。 
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   ｅ 年平均値の計算 

年平均値の計算は、「8.1.2.1(2) 建設機械の稼働等」と同様とした。 

予測条件 

   ａ 気象条件 

風向は、対象事業実施区域における１年間の地上気象調査結果に基づく風向を用いた。

風速は、対象事業実施区域における１年間の地上気象調査結果を「8.1.2.1（1） 資材等

の搬入及び搬出」の予測で示したべき乗則により、地上高59mの風速に補正して用いた。

べき指数Pは、表 8.1.57に示す大気安定度ごとの値を用いた。 

 

表 8.1.57 べき指数の値 

パスキル安定度 A B C D E F と G 

P 0.1 0.15 0.20 0.25 0.25 0.30 

出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル［新版］」（平成 12 年 公害研究対策センター） 

 

   ｂ 窒素酸化物濃度から二酸化窒素濃度への変換 

窒素酸化物濃度から二酸化窒素濃度への変換式は、次のとおりとした。 

 

 

 

[記 号] 

[NO2]  ：二酸化窒素の濃度（ppm） 

[NOx]D ：拡散計算から得られた窒素酸化物の濃度（ppm） 

α  ：排出源近傍での一酸化窒素と窒素酸化物の比（＝0.83） 

β  ：平衡状態を近似する定数（昼:0.3、夜:0.0） 

t   ：拡散時間（s） 

K  ：実験定数（s-1） 

K＝γ・u・[O3]B 

γ   ：定数（＝0.0062） 

u    ：風速（m/秒） 

[O3]B ：バックグラウンド・オゾン濃度（ppm） 

風速 

階級 

昼間 夜間 

不安定時 中立時 中立時 安定時 

有風時 0.036 0.026 0.025 0.017 

弱風時 0.041 0.028 0.015 0.016 

無風時 0.028 0.021 0.013 0.011 

注１）高さ59mの値である。 

注２）対象事業実施区域最寄りの一般環境大気測定局（愛厚ホーム

西尾苑測定局）の光化学オキシダント測定値より設定。 

 

   ｃ バックグラウンド濃度 

バックグラウンド濃度は表 8.1.58に示すとおりである。 

バックグラウンド濃度は、予測地点における調査結果の年平均値とした。 

なお、水銀については、現地調査結果がすべて定量下限値未満であったため、定量下限

値をバックグラウンド濃度とした。 

  

βKt)exp(
β1

α
-1・NONO

Dx2
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表 8.1.58 バックグラウンド濃度 

地 点 
二酸化硫黄 
（ppm） 

二酸化窒素 
（ppm） 

浮遊粒子状物質 
（mg/m3) 

水銀 
（μg/m3） 

ダイオキシン類 
（pg-TEQ/m3) 

地点１ 
対象事業実施区域 

0.001 0.008 0.012 0.004 0.020 

地点Ａ 
西尾中学校 

0.001 0.010 0.021 0.004 0.020 

地点Ｂ 
室場小学校 

0.001 0.008 0.018 0.004 0.013 

地点Ｃ 
吉良北部地区 
集落排水処理場 

0.001 0.008 0.019 0.004 0.013 

地点Ｄ 
コミュニティ公園 

0.001 0.008 0.022 0.004 0.013 

注）地点１の二酸化硫黄、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質のバックグラウンド濃度は、通年調査の年平均値を用いている。 

 

   ｄ 日平均値の年間 98％値又は２％除外値への変換 

環境基準と比較するために、二酸化窒素については年平均値から日平均値の年間98％

値、二酸化硫黄及び浮遊粒子状物質については年平均値から日平均値の２％除外値への

変換を行った。 

変換方法は統計モデルによるものとし、対象事業実施区域周辺に設置されている一般

環境大気測定局の平成30～令和４年度の測定値及び対象事業実施区域における通年調査

結果を用いて変換式を設定した（詳細は、資料編「資料２－10 年平均値から日平均値の

年間98％値又は２％除外値への変換式」参照）。 

【変換式】 

・二酸化硫黄  ：日平均値の２％除外値＝2.0000×年平均値 

・二酸化窒素  ：日平均値の年間 98％値＝1.6688×年平均値＋0.0081 

・浮遊粒子状物質：日平均値の２％除外値＝2.6825×年平均値－0.0053 

 

エ.１時間値 

煙突排出ガスによる１時間値の予測については、高濃度が想定される以下に示す気象の出現

時を対象に行った。予測手順は、図 8.1.18 に示したとおりである。１時間値は複数の気象条

件で予測を行い、最も濃度が高くなる条件を検討した。 

・大気安定度不安定時 

・上層逆転時 

・接地逆転層崩壊時 

・ダウンウォッシュ時 

・ダウンドラフト時 

なお、大気安定度不安定時については、対象事業実施区域南側に丘稜が存在することから、

地形を考慮したプルーム中心軸の補正を行った。 

大気安定度不安定時 

   ａ 予測式 

    （ａ）拡散計算 

予測式は、「窒素酸化物総量規制マニュアル[新版]」（平成12年 公害研究対策セ

ンター）における大気拡散計算式（プルーム式）を用いた。 
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大気拡散計算式は、以下のとおりである。 

 

 

 

[記 号] 

C(x,y,z)：地点(x,y,z)における汚染物質の濃度（ppm、mg/m3) 

x ：煙源から風向に沿った風下距離（m） 

y ：風向に直角な水平距離（m） 

z ：計算地点の高さ（m）（＝1.5m） 

Qp ：汚染物質の排出量（m3
N/秒、kg/秒) 

u ：煙突頂部の風速（m/秒） 

He ：有効煙突高（m） 

σy,σz ：水平（y）、鉛直（z）方向の拡散幅（m） 

 

    （ｂ）有効煙突高計算式 

年平均値の予測と同様とした。 

    （ｃ）プルーム中心軸の補正 

「ウ．年平均値」と同様とした。 

    （ｄ）拡散パラメータ 

鉛直方向の拡散パラメータは、「8.1.2.1(2) 建設機械の稼働等」と同様とした。

有風時における水平方向の拡散パラメータは、表 8.1.59に示すパスキル・ギフォー

ド図の近似関数を使用した。また、有風時の水平方向の拡散パラメータσyは、以下

のとおり、評価時間に応じた修正をして用いた。 

 

 

 

[記 号] 

t ：評価時間（分）（＝60分） 

tP  :パスキル・ギフォード図の評価時間（分）（＝３分） 

σyp :パスキル・ギフォード図から求めた水平方向の拡散パラメータ（m） 

 
表 8.1.59 有風時の水平方向の拡散パラメータ 

（パスキル・ギフォード図の近似関数） 

σy(x)＝γy・xαy 

安定度 αy γy 風下距離 x（m） 

A 
0.901 
0.851 

0.426 
0.602 

0 
1,000 

～
～

1,000 
 

 

B 
0.914 
0.865 

0.282 
0.396 

0 
1,000 

～
～

1,000 
 

 

C 
0.924 
0.885 

0.1772 
0.232 

0 
1,000 

～
～

1,000 
 

 

D 
0.929 
0.889 

0.1107 
0.1467 

0 
1,000 

～
～

1,000 
 

 

E 
0.921 
0.897 

0.0864 
0.1019 

0 
1,000 

～
～

1,000 
 

 

F 
0.929 
0.889 

0.0554 
0.0733 

0 
1,000 

～
～

1,000 
 

 

G 
0.921 
0.896 

0.0380 
0.0452 

0 
1,000 

～
～

1,000 
 

 

出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル［新版］」（平成12年 公害研究対策センター）  
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   ｂ 予測条件 

    （ａ）気象条件 

風速と大気安定度の組み合わせのうち、大気安定度が不安定で、比較的高濃度が

生じやすい気象条件として、表 8.1.60に示すとおり設定した。 

 

表 8.1.60 大気安定度不安定時における気象条件の設定 

大気安定度 
風速(m/秒) 

1.0 2.0 3.0 

A（強不安定） ○ ○ ○ 

B（並不安定） ○ ○ ○ 

注）○は予測した気象条件 

 

    （ｂ）窒素酸化物濃度から二酸化窒素濃度への変換 

窒素酸化物濃度から二酸化窒素濃度への変換は、環境への影響が大きくなる設定

とし、窒素酸化物がすべて二酸化窒素に変換するものとした。 

    （ｃ）バックグラウンド濃度 

バックグラウンド濃度は、表 8.1.61に示すとおりである。 

バックグラウンド濃度は、対象事業実施区域における調査結果の１時間値の最高

値とした。塩化水素は、日平均値の最高値とした。 

 

表 8.1.61 バックグラウンド濃度 

項目 
二酸化硫黄 
（ppm） 

二酸化窒素 
（ppm） 

浮遊粒子状物質 
（mg/m3) 

塩化水素 
（ppm） 

バックグラウンド濃度 0.010 0.047 0.084 0.002 

 

上層逆転時 

   ａ 予測式 

    （ａ）拡散計算 

予測式は、大気安定度不安定時と同様のプルーム式を基本として、上層の逆転層

による煙の反射を考慮した大気拡散計算式を用いた。 

大気拡散計算式は、以下のとおりである。 

 

 

 

[記 号] 

C(x,z)：地点(x,z)における汚染物質の濃度（ppm、mg/m3) 
x ：煙源からの風下距離（m） 
z  ：計算地点の高さ（＝1.5m） 
Qp  ：汚染物質の排出量（m3

N/秒、kg/秒) 
L  ：混合層高度（m） 
u  ：煙突頂部の風速（m/秒） 
He  ：有効煙突高（m） 
σy  ：有風時の水平方向の拡散パラメータ（m） 
σZ  ：有風時の鉛直方向の拡散パラメータ（m） 
ｎ  ：混合層内での反射回数（予測値が収束するとされる３回とした） 
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    （ｂ）有効煙突高計算式 

年平均値の予測と同様とした。 

    （ｃ）拡散パラメータ 

拡散パラメータは、「ⅰ.大気安定度不安定時」と同様とした。 

   ｂ 予測条件 

    （ａ）気象条件 

気象条件は、「ⅰ.大気安定度不安定時」と同様とした。 

    （ｂ）窒素酸化物濃度から二酸化窒素濃度への変換 

窒素酸化物濃度から二酸化窒素濃度への変換は、「ⅰ.大気安定度不安定時」と同

様とした。 

    （ｃ）バックグラウンド濃度 

バックグラウンド濃度は、「ⅰ.大気安定度不安定時」と同様とした。 

 

接地逆転層崩壊時 

   ａ 予測式 

    （ａ）拡散計算 

予測式は、「ごみ焼却施設環境アセスメントマニュアル」（昭和61年 (社)全国都

市清掃会議）における大気拡散計算式を用いた。 

大気拡散計算式は、以下のとおりである。 

 

 

 

また、濃度が最大（Cmax)となる風下距離(Xmax)は、次式で算出される。 

 

 

 

[記 号] 

Cmax ：汚染物質の最大着地濃度（ppm、mg/m3) 

Qp ：汚染物質の排出量（m3
N/秒、kg/秒） 

σyf ：フュミゲーション時の排ガスの水平方向の拡散幅（m） 

σyf＝σyc＋0.47・He 

σyc ：カーペンターらによる水平方向の拡散幅（m）（図8.1.19） 

He ：有効煙突高（He＝H0＋ΔH）（m） 

H0 ：煙突実体高（m） 

u ：煙突頂部の風速（m/秒） 

Lf ：フュミゲーション時の煙の上端高さ又は逆転層が崩壊する高さ（m） 

Lf＝1.1・(He＋2.15・σzc) 

σzc：カーペンターらによる鉛直方向の拡散幅（m）（図8.1.19） 

Xmax ：最大濃度出現距離（m） 

ρa ：空気の密度（g/m3） 

κ ：大気の渦伝導度（J/m/K/秒） 

Cp  ：空気の定圧比熱（J/K/g） 
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  水平方向の拡散幅              鉛直方向の拡散幅 
 

出典：「ごみ焼却施設環境アセスメントマニュアル」（昭和61年 (社)全国都市清掃会議） 

 

図 8.1.19 カーペンターらによる煙の拡がり幅 

 

    （ｂ）有効煙突高計算式 

年平均値の予測と同様とした。 

   ｂ 予測条件 

    （ａ）気象条件 

接地逆転層崩壊に伴うフュミゲーション発生時について、地上濃度に影響を及ぼ

すと考えられる気象条件を選定し、表 8.1.62に示すとおり設定を行った。 

 

表 8.1.62 接地逆転層崩壊時における気象条件の設定 

カーペンターモデル 
の大気安定度 

風速(m/秒) 

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 

Moderate Inversion注１） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

注１）拡散パラメータのうち、逆転層にあたるModerate Inversion（適度な逆転の意）を示す。 

注２）○は予測した気象条件 

 

    （ｂ）窒素酸化物濃度から二酸化窒素濃度への変換 

窒素酸化物濃度から二酸化窒素濃度への変換は、「ⅰ.大気安定度不安定時」と同

様とした。 

    （ｃ）バックグラウンド濃度 

バックグラウンド濃度は、「ⅰ.大気安定度不安定時」と同様とした。 

 

ダウンウォッシュ時 

   ａ 予測式 

    （ａ）拡散計算 

予測式は、「窒素酸化物総量規制マニュアル[新版]」（平成12年 公害研究対策セ

ンター）における大気拡散計算式（プルーム式）を用いた。 

拡散計算式は、「ⅰ.大気安定度不安定時」と同様とした。 
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    （ｂ）有効煙突高計算式 

煙突自体によるダウンウォッシュ発生時の有効煙突高計算式（Briggs式）は以下

のとおりである。 

 

He＝H0＋ΔH 
 

ΔH＝2・ ―－1.5 ・Ds 

 

[記 号] 

He ：有効煙突高（m） 

H0 ：煙突実体高（m） 

ΔH ：排煙上昇高（m） 

Vs  ：排出ガスの吐出速度（m/秒） 
ｕ ：煙突頂部の風速（m/秒） 
Ds  ：煙突頂部の内径（m） 

 

    （ｃ）拡散パラメータ 

拡散パラメータは、「ⅰ.大気安定度不安定時」と同様とした。 

 

   ｂ 予測条件 

    （ａ）気象条件 

ダウンウォッシュが発生するとされる排出ガス吐出速度（約29m/秒)の1/1.5以上

の風速として、煙突頂部付近の風速を約19.3m/秒とした。大気安定度は、風速の条件

より大気の状態が弱不安定又は中立となることから、C、Dとした。 

    （ｂ）窒素酸化物濃度から二酸化窒素濃度への変換 

窒素酸化物濃度から二酸化窒素濃度への変換は、「ⅰ.大気安定度不安定時」と同

様とした。 

    （ｃ）バックグラウンド濃度 

バックグラウンド濃度は、「ⅰ.大気安定度不安定時」と同様とした。 

 

ダウンドラフト時 

   ａ 予測式 

    （ａ）拡散計算 

予測式は、「窒素酸化物総量規制マニュアル[新版]」（平成12年 公害研究対策セ

ンター）における大気拡散計算式（プルーム式）を用いた。 

拡散計算式は、「ⅰ.大気安定度不安定時」と同様とした。 

    （ｂ）有効煙突高計算式 

煙突に近接する建物などによるダウンドラフト発生時の有効煙突高計算式は、以

下のとおりとした。 

  

Vs 

u 
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He＝H0＋ΔH－ΔH’ 

CONCAWE式：ΔH＝0.0855・QH
1/2・u-3/4 

Huber式  ：ΔH’＝0.333ΔH    〔H0/Hb≦1.2〕 

        ＝0.333ΔH－{(H0/Hb－1.2)(0.2563ΔH)} 〔1.2＜H0/Hb≦2.5〕 

        ＝0     〔2.5＜H 0/H b〕 

[記 号] 

He ：有効煙突高（m） 

H0 ：煙突実体高（m） 

Hb ：建物高さ（m） 

ΔH ：排煙上昇高（m） 

ΔH’ ：建物によるプルーム主軸の低下分（m） 

QH ：排出熱量（J/秒） 

QH＝ρ・Cp・Q・ΔT 

ρ ：0℃における排ガス密度（1.293×103g/m3） 

Cp ：定圧比熱（1.0056J/(K・g)） 

Q ：排ガス量（湿り）（m3
N/秒） 

ΔT ：排ガス温度と気温との温度差(℃) 

ｕ ：煙突頂部の風速(m/秒) 

 

    （ｃ）拡散パラメータ 

拡散パラメータ（σy、σz）は建物等によって煙の初期広がりを持つとした次式に

より求めた∑ｙ、∑ｚを用いた。 
 

∑ｙ＝（σy
2＋CA/π）1/2 

∑ｚ＝（σz
2＋CA/π）1/2 

 

[記 号] 

∑ｙ ：水平方向の拡散パラメータ（m） 
∑ｚ ：鉛直方向の拡散パラメータ（m） 
A    ：建物等の風向方向の投影面積（m2） 
C    ：形状係数 

 

   ｂ 予測条件 

    （ａ）気象条件 

気象条件は、「ⅰ.大気安定度不安定時」と同様とした。 

    （ｂ）窒素酸化物濃度から二酸化窒素濃度への変換 

窒素酸化物濃度から二酸化窒素濃度への変換は、「ⅰ.大気安定度不安定時」と同

様とした。 

    （ｃ）バックグラウンド濃度 

バックグラウンド濃度は、「ⅰ.大気安定度不安定時」と同様とした。 
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予測結果 

年平均値 

ア.年平均値 

年平均値の予測結果は表 8.1.63(1)～(5)及び図 8.1.20(1)～(5)に示すとおりである。 

最大着地濃度地点における付加濃度は、二酸化硫黄が 0.000273ppm、二酸化窒素が

0.000180ppm、浮遊粒子状物質が 0.000055mg/m3、水銀が 0.000273μg/m3、ダイオキシン類が

0.000547pg-TEQ/m3と予測する。 

 

表 8.1.63(1) 二酸化硫黄の予測結果（煙突排出ガス：年平均値） 
単位：ppm 

予測地点 
付加濃度 

 
① 

バックグラ 
ウンド濃度 

② 

将来濃度 
 

①＋② 

（参考） 
付加率 

①/(①＋②)×100 

最大着地濃度地点 
（東南東側470m地点） 

0.000273 0.001 0.001273 21.4% 

地点A 西尾中学校 0.000056 0.001 0.001056 5.3% 

地点B 室場小学校 0.000014 0.001 0.001014 1.4% 

地点C 吉良北部地区 
集落排水処理場 

0.000059 0.001 0.001059 5.6% 

地点D コミュニティ公園 0.000011 0.001 0.001011 1.1% 

注）最大着地濃度地点のバックグラウンド濃度は各地点の最大値とした。 

 

表 8.1.63(2) 二酸化窒素の予測結果（煙突排出ガス：年平均値） 
単位：ppm 

予測地点 
付加濃度 

 
① 

バックグラ 
ウンド濃度 

② 

将来濃度 
 

①＋② 

（参考） 
付加率 

①/(①＋②)×100 

最大着地濃度地点 
（東南東側2,580m地点） 

0.000180 0.010 0.010180 1.8% 

地点A 西尾中学校 0.000032 0.010 0.010032 0.3% 

地点B 室場小学校 0.000008 0.008 0.008008 0.1% 

地点C 吉良北部地区 
集落排水処理場 

0.000032 0.008 0.008032 0.4% 

地点D コミュニティ公園 0.000006 0.008 0.008006 0.1% 

注）最大着地濃度地点のバックグラウンド濃度は各地点の最大値とした。 
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表 8.1.63(3) 浮遊粒子状物質の予測結果（煙突排出ガス：年平均値） 
単位：mg/m3 

予測地点 
付加濃度 

 
① 

バックグラ 
ウンド濃度 

② 

将来濃度 
 

①＋② 

（参考） 
付加率 

①/(①＋②)×100 

最大着地濃度地点 
（東南東側470m地点） 

0.000055 0.022 0.022055 0.2% 

地点A 西尾中学校 0.000011 0.021 0.021011 0.1% 

地点B 室場小学校 0.000003 0.018 0.018003 0.1%未満 

地点C 吉良北部地区 
集落排水処理場 

0.000012 0.019 0.019012 0.1% 

地点D コミュニティ公園 0.000002 0.022 0.022002 0.1%未満 

注）最大着地濃度地点のバックグラウンド濃度は各地点の最大値とした。 

 

表 8.1.63(4) 水銀の予測結果（煙突排出ガス：年平均値） 
単位：μg/m3 

予測地点 
付加濃度 

 
① 

バックグラ 
ウンド濃度 

② 

将来濃度 
 

①＋② 

（参考） 
付加率 

①/(①＋②)×100 

最大着地濃度地点 
（東南東側470m地点） 

0.000273 0.004 0.004273 6.4% 

地点A 西尾中学校 0.000056 0.004 0.004056 1.4% 

地点B 室場小学校 0.000014 0.004 0.004014 0.3% 

地点C 吉良北部地区 
集落排水処理場 

0.000059 0.004 0.004059 1.5% 

地点D コミュニティ公園 0.000011 0.004 0.004011 0.3% 

注）最大着地濃度地点のバックグラウンド濃度は各地点の最大値とした。 

 

表 8.1.63(5) ダイオキシン類の予測結果（煙突排出ガス：年平均値） 
単位：pg-TEQ/m3 

予測地点 
付加濃度 

 
① 

バックグラ 
ウンド濃度 

② 

将来濃度 
 

①＋② 

（参考） 
付加率 

①/(①＋②)×100 

最大着地濃度地点 
（東南東側470m地点） 

0.000547 0.020 0.020547 2.7% 

地点A 西尾中学校 0.000113 0.020 0.020113 0.6% 

地点B 室場小学校 0.000028 0.013 0.013028 0.2% 

地点C 吉良北部地区 
集落排水処理場 

0.000118 0.013 0.013118 0.9% 

地点D コミュニティ公園 0.000021 0.013 0.013021 0.2% 

注）最大着地濃度地点のバックグラウンド濃度は各地点の最大値とした。 
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図 8.1.20(1) 大気質予測結果（煙突排出ガス） 

（二酸化硫黄：年平均値） 

この地図は、国土地理院発行の 1：25,000 地形図「西尾」「吉田」を使用したものである。
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図 8.1.20(2) 大気質予測結果（煙突排出ガス） 

（二酸化窒素：年平均値） 

この地図は、国土地理院発行の 1：25,000 地形図「西尾」「吉田」を使用したものである。
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図 8.1.20(3) 大気質予測結果（煙突排出ガス） 

（浮遊粒子状物質：年平均値） 

この地図は、国土地理院発行の 1：25,000 地形図「西尾」「吉田」を使用したものである。
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図 8.1.20(4) 大気質予測結果（煙突排出ガス） 

（水銀：年平均値） 

この地図は、国土地理院発行の 1：25,000 地形図「西尾」「吉田」を使用したものである。
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図 8.1.20(5) 大気質予測結果（煙突排出ガス） 

（ダイオキシン類：年平均値） 

 

この地図は、国土地理院発行の 1：25,000 地形図「西尾」「吉田」を使用したものである。
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イ.年平均値及び日平均値の年間 98％値又は２％除外値 

年平均値及び日平均値の年間 98％値又は２％除外値の予測結果は表 8.1.64 に示すとおり

である。 

最大着地濃度地点における日平均値の年間 98％値又は２％除外値は、二酸化硫黄が

0.003ppm、二酸化窒素が 0.025ppm、浮遊粒子状物質が 0.054mg/m3 となり、いずれも環境基準

等を満足している。また、水銀の年平均値 0.004273μg/m3、ダイオキシン類の年平均値

0.020547pg-TEQ/m3 については、年平均値の環境基準等と比較するといずれも環境基準等を満

足している。 

 

表 8.1.64 大気質の予測結果（煙突排出ガス：年平均値及び日平均値の年間98％値又は２％除外値） 

予測地点 項 目 
将来濃度 

(年平均値) 

日平均値の 
年間98％値 

又は２％除外値 
環境基準等 

最大着地 
濃度地点 

二酸化硫黄（ppm） 0.001273 0.003 日平均値が0.04以下注１） 

二酸化窒素（ppm） 0.010180 0.025 
日平均値が0.04～0.06の
ゾーン内又はそれ以下注１） 

浮遊粒子状物質（mg/m3） 0.022055 0.054 日平均値が0.10以下注１） 

水銀（μg/m3） 0.004273  年平均値が0.04以下注２） 

ダイオキシン類 
（pg-TEQ/m3） 

0.020547  年平均値が0.6以下注１） 

注１）環境基準 

注２）指針値（「「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について（第七次答申）」について」（平成15年環境省通知 環管

総発030930004号）） 
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１時間値 

ア.１時間値 

大気安定度不安定時 

大気安定度不安定時の予測結果の最大値は表 8.1.65(1)に、各ケースの値は表 8.1.65(2)

及び図 8.1.21 に示すとおりである。 

煙突排出ガスの最大着地濃度は、風速 1.0m/秒、大気安定度 A のケースが最大となり、その

ときの将来濃度は、二酸化硫黄が 0.0134ppm、二酸化窒素が 0.0526ppm、浮遊粒子状物質が

0.0847mg/m3、塩化水素が 0.0054ppm となる。 

 

表 8.1.65(1) 大気安定度不安定時の予測結果（煙突排出ガス：最大値） 

予測地点 項 目 

付加濃度 

 

① 

バックグラ 

ウンド濃度 

② 

将来濃度 

 

①＋② 

環境基準等 

最大着地 
濃度地点 

 
（風下580m） 

二酸化硫黄（ppm） 0.0034 0.010 0.0134 0.1 以下 

二酸化窒素（ppm） 0.0056 0.047 0.0526 0.1～0.2 以下 

浮遊粒子状物質（mg/m3） 0.0007 0.084 0.0847 0.20 以下 

塩化水素（ppm） 0.0034 0.002 0.0054 0.02 以下 

 

表 8.1.65(2) 大気安定度不安定時の予測結果（煙突排出ガス：各ケース） 

風速 
大気安定度 

最大着地濃度 
最大着地濃度 

出現距離 二酸化硫黄 二酸化窒素 
浮遊粒子状 

物質 
塩化水素 

m/秒 ppm ppm mg/m3 ppm m 

1.0 
A 0.0034 0.0056 0.0007 0.0034   580 

B 0.0020 0.0033 0.0004 0.0020 1,370 

2.0 
A 0.0029 0.0049 0.0006 0.0029   510 

B 0.0018 0.0031 0.0004 0.0018   990 

3.0 
A 0.0026 0.0043 0.0005 0.0026   480 

B 0.0019 0.0031 0.0004 0.0019   560 

注）表中の下線は、最大着地濃度が最大となったケースを示す。 
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図 8.1.21 大気安定度不安定時の予測結果（煙突排出ガス） 
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上層逆転時 

上層逆転時の予測結果の最大値は表 8.1.66(1)に、各ケースの値は表 8.1.66(2)及び図 

8.1.22 に示すとおりである。 

煙突排出ガスの最大着地濃度は、風速 1.0m/秒、大気安定度 A のケースが最大となり、その

ときの将来濃度は、二酸化硫黄が 0.0161ppm、二酸化窒素が 0.0572ppm、浮遊粒子状物質が

0.0852mg/m3、塩化水素が 0.0081ppm となる。 

 

表 8.1.66(1) 上層逆転時の予測結果（煙突排出ガス：最大値） 

予測地点 項 目 

付加濃度 

 

① 

バックグラ 

ウンド濃度 

② 

将来濃度 

 

①＋② 

環境基準等 

 

最大着地 
濃度地点 

 
（風下640m） 

二酸化硫黄（ppm） 0.0061 0.010 0.0161 0.1 以下 

二酸化窒素（ppm） 0.0102 0.047 0.0572 0.1～0.2 以下 

浮遊粒子状物質（mg/m3） 0.0012 0.084 0.0852 0.20 以下 

塩化水素（ppm） 0.0061 0.002 0.0081 0.02 以下 

 

表 8.1.66(2) 上層逆転時の予測結果（煙突排出ガス：各ケース） 

風速 大気 
安定度 

最大着地濃度 最大着地濃度 
出現距離 二酸化硫黄 二酸化窒素 浮遊粒子状物質 塩化水素 

m/秒 ppm ppm mg/m3 ppm m 

1.0 
A 0.0061 0.0102 0.0012 0.0061   640 

B 0.0040 0.0066 0.0008 0.0040 1,380 

2.0 
A 0.0050 0.0083 0.0010 0.0050   540 

B 0.0037 0.0061 0.0007 0.0037   990 

3.0 
A 0.0043 0.0071 0.0009 0.0043   480 

B 0.0033 0.0056 0.0007 0.0033   850 
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図 8.1.22 上層逆転時の予測結果（煙突排出ガス） 
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接地逆転層崩壊時 

接地逆転層崩壊時の予測結果の最大値は表 8.1.67(1)に、各ケースの値は表 8.1.67(2)に

示すとおりである。 

なお、接地逆転層崩壊時の予測式は、最大着地濃度とその出現距離を求めるものであり、

距離による濃度の変化を求めるものではないため、煙突からの風下距離と濃度の図を示すこ

とはできない。 

煙突排出ガスの最大着地濃度は、風速 1.0m/秒のケースが最大となり、そのときの将来濃度

は、二酸化硫黄が 0.0180ppm、二酸化窒素が 0.0604ppm、浮遊粒子状物質が 0.0856mg/m3、塩

化水素が 0.0100ppm となる。 

 

表 8.1.67(1) 接地逆転層崩壊時の予測結果（煙突排出ガス：最大値） 

予測地点 項 目 

付加濃度 

 

① 

バックグラ 

ウンド濃度 

② 

将来濃度 

 

①＋② 

環境基準等 

最大着地 
濃度地点 

 
（風下970m） 

二酸化硫黄（ppm） 0.0080 0.010 0.0180 0.1 以下 

二酸化窒素（ppm） 0.0134 0.047 0.0604 0.1～0.2 以下 

浮遊粒子状物質（mg/m3） 0.0016 0.084 0.0856 0.20 以下 

塩化水素（ppm） 0.0080 0.002 0.0100 0.02 以下 

 

表 8.1.67(2) 接地逆転層崩壊時の予測結果（煙突排出ガス：各ケース） 

風速 

最大着地濃度 
最大着地濃度 

出現距離 二酸化硫黄 二酸化窒素 
浮遊粒子状 

物質 
塩化水素 

m/秒 ppm ppm mg/m3 ppm m 

1.0 0.0080 0.0134 0.0016 0.0080   970 

2.0 0.0061 0.00102 0.0012 0.0061 1,130 

3.0 0.0048 0.0079 0.0010 0.0048 1,340 

4.0 0.0038 0.0064 0.0008 0.0038 1,550 

5.0 0.0031 0.0052 0.0006 0.0031 1,780 

6.0 0.0026 0.0044 0.0005 0.0026 2,020 

注）表中の下線は、最大着地濃度が最大となったケースを示す。 
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ダウンウォッシュ時 

ダウンウォッシュ時の予測結果の最大値は表 8.1.68(1)に、各ケースの値は表 8.1.68 (2)

及び図 8.1.23 に示すとおりである。 

煙突排出ガスの最大着地濃度は、大気安定度 C のケースが最大となり、そのときの将来濃

度は、二酸化硫黄が 0.0110ppm、二酸化窒素が 0.0486ppm、浮遊粒子状物質が 0.0842mg/m3、

塩化水素が 0.0030ppm となる。 

 

表 8.1.68(1) ダウンウォッシュ時の予測結果（煙突排出ガス：最大値） 

予測地点 項 目 

付加濃度 

 

① 

バックグラ 

ウンド濃度 

② 

将来濃度 

 

①＋② 

環境基準等 

最大着地 
濃度地点 

 
（風下660m） 

二酸化硫黄（ppm） 0.0010 0.010 0.0110 0.1 以下 

二酸化窒素（ppm） 0.0016 0.047 0.0486 0.1～0.2 以下 

浮遊粒子状物質（mg/m3） 0.0002 0.084 0.0842 0.20 以下 

塩化水素（ppm） 0.0010 0.002 0.0030 0.02 以下 

 

表 8.1.68(2) ダウンウォッシュ時の予測結果（煙突排出ガス：各ケース） 

風速 
大気安定度 

最大着地濃度 
最大着地濃度 

出現距離 二酸化硫黄 二酸化窒素 
浮遊粒子状 

物質 
塩化水素 

m/秒 ppm ppm mg/m3 ppm m 

19.3 
C 0.0010 0.0016 0.0002 0.0010   660 

D 0.0007 0.0012 0.0001 0.0007 1,340 

注）表中の下線は、最大着地濃度が最大となったケースを示す。 

 

 

図 8.1.23 ダウンウォッシュ時の予測結果（煙突排出ガス） 
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ダウンドラフト時 

ダウンドラフト時の予測結果の最大値は表 8.1.69(1)に、各ケースの値は表 8.1.69(2)及

び図 8.1.24 に示すとおりである。 

煙突排出ガスの最大着地濃度は、風速 1.0m/秒、大気安定度 A のケースが最大となり、その

ときの将来濃度は、二酸化硫黄が 0.0142ppm、二酸化窒素が 0.0540ppm、浮遊粒子状物質が

0.0848mg/m3、塩化水素が 0.0062ppm となる。 

 

表 8.1.69(1) ダウンドラフト時の予測結果（煙突排出ガス：最大値） 

予測地点 項 目 

付加濃度 

 

① 

バックグラ 

ウンド濃度 

② 

将来濃度 

 

①＋② 

環境基準等 

最大着地 
濃度地点 

 
（風下560m） 

二酸化硫黄（ppm） 0.0042 0.010 0.0142 0.1 以下 

二酸化窒素（ppm） 0.0070 0.047 0.0540 0.1～0.2 以下 

浮遊粒子状物質(mg/m3) 0.0008 0.084 0.0848 0.20 以下 

塩化水素（ppm） 0.0042 0.002 0.0062 0.02 以下 

 

表 8.1.69(2) ダウンドラフト時の予測結果（煙突排出ガス：各ケース） 

風速 
大気安定度 

最大着地濃度 
最大着地濃度 

出現距離 二酸化硫黄 二酸化窒素 
浮遊粒子状 

物質 
塩化水素 

m/秒 ppm ppm mg/m3 ppm m 

1.0 
A 0.0042 0.0070 0.0008 0.0042   560 

B 0.0030 0.0050 0.0006 0.0030 1,080 

2.0 
A 0.0033 0.0055 0.0007 0.0033   460 

B 0.0027 0.0044 0.0005 0.0027   790 

3.0 
A 0.0028 0.0047 0.0006 0.0028   410 

B 0.0023 0.0039 0.0005 0.0023   670 

注）表中の下線は、最大着地濃度が最大となったケースを示す。 
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図 8.1.24 ダウンドラフト時の予測結果（煙突排出ガス） 
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イ.予測結果と環境基準等との比較 

煙突排出ガスによる１時間値の各気象条件の予測結果をまとめ、環境基準等と対比して表 

8.1.70 に示す。 

煙突排出ガスにより周辺環境への高濃度の影響が想定される各条件のうち接地逆転層崩壊

時の予測結果が最大となり、二酸化硫黄が 0.0180ppm、二酸化窒素が 0.0604ppm、浮遊粒子状

物質が 0.0856mg/m3、塩化水素が 0.0100ppm である。いずれも環境基準等を下回ると予測する。 

 

表 8.1.70 大気質の予測結果（煙突排出ガス：１時間値） 

項目 
大気安定度 

不安定時 

上層 

逆転時 

接地逆転層 

崩壊時 

ダウン 

ウォッシュ時 

ダウン 

ドラフト時 
環境基準等 区

分 
物  質 

単位 

最
大
環
境
濃
度 

二酸化硫黄 ppm 
0.0134 

(0.0034) 

0.0161 

(0.0061) 

0.0180 

(0.0080) 

0.0110 

(0.0010) 

0.0142 

(0.0042) 
0.1以下注３） 

二酸化窒素 ppm 
0.0526 

(0.0056) 

0.0572 

(0.0102) 

0.0604 

(0.0134) 

0.0486 

(0.0016) 

0.0540 

(0.0070) 
0.1～0.2以下注４） 

浮遊粒子状 

物質 
mg/m3 

0.0847 

(0.0007) 

0.0852 

(0.0012) 

0.0856 

(0.0016) 

0.0842 

(0.0002) 

0.0848 

(0.0008) 
0.20以下注３） 

塩化水素 ppm 
0.0054 

(0.0034) 

0.0081 

(0.0061) 

0.0100 

(0.0080) 

0.0030 

(0.0010) 

0.0062 

(0.0042) 
0.02以下注５） 

出
現
条
件 

大気安定度 － A A 
Moderate 

Inversion 
C A 

－ 

風速 m/秒 1.0 1.0 1.0 19.3 1.0 

注１）接地逆転層崩壊時の予測結果がすべての予測値の中の最大となった。 
注２）（ ）内は最大付加濃度を示す。 

注３）環境基準 
注４）短期暴露指針値（「二酸化窒素の人の健康に係る判定条件等について」（昭和53年3月22日答申 中央環境審議会）） 
注５）目標環境濃度（環境庁大気保全局長通知（昭和52年６月16日 環大規第136号）） 

注６）上記の１時間値に関する気象条件の出現頻度等は以下のとおりである。 
・大気安定度不安定時：対象事業実施区域の年間の測定結果（風速は高さ59mの推定風速）で、大気安定度がA、風速が１～

２m/秒の年間の出現時間は368時間（4.2％）である。 

・上層逆転時：対象事業実施区域の年間の測定結果（風速は高さ59mの推定風速）で、大気安定度がA、風速が１～２m/秒の
年間の出現時間は368時間（4.2％）である。 

・接地逆転層崩壊時：接地逆転層は、特に冬季の晴天で風の弱い時に地面からの放射冷却によって深夜から早朝にかけて生

じる現象であり、日の出からの時間経過とともに崩壊する。接地逆転層の崩壊現象は、通常1時間以内
の短時間での現象である。 

・ダウンウォッシュ時：対象事業実施区域の年間の測定結果（風速は高さ59mの推定風速）で、風速19.3m/秒以上の年間の出

現時間は0時間（0.0％）である。 
・ダウンドラフト時：対象事業実施区域の年間の測定結果（風速は高さ59mの推定風速）で、大気安定度がA、風速が１～２

m/秒の年間の出現時間は368時間（4.2％）である。 
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廃棄物等の搬入及び搬出 

予測方法 

予測事項 

予測事項は、表 8.1.71 に示すとおりである。 

 

表 8.1.71 大気質の予測事項（廃棄物等の搬入及び搬出） 

予測対象となる要因 予測事項 

廃棄物運搬車両等の走行 
二酸化窒素（年平均値及び1時間値） 

浮遊粒子状物質（年平均値及び1時間値） 

 

予測対象とした処理方式 

特定の処理方式を対象とせず、各処理方式共通の予測を行った。 

予測地域、予測地点 

予測対象道路は、廃棄物運搬車両等の主要走行ルートとし、予測地点は、調査地点と同様の

４地点とした。また、予測位置は道路端とし、予測高さは地上 1.5ｍとした。予測地点は図 

8.1.25 に示すとおりである。 

予測対象時期 

予測対象時期は、計画施設の稼働が定常の状態となる時期とした。 
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図 8.1.25 沿道大気質予測地点図（廃棄物等の搬入及び搬出） 

この地図は、国土地理院発行の 1：25,000 地形図「西尾」を使用したものである。 
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予測方法 

ア.予測手順 

予測手順は、「8.1.2.1(1) 資材等の搬入及び搬出」と同様とした。 

イ.予測式 

予測式は、「8.1.2.1(1) 資材等の搬入及び搬出」と同様とした。 

ウ.予測条件 

交通条件 

   ａ 一般交通量 

一般交通量は、現地調査結果とし、表 8.1.72に示すとおりである（詳細な設定台数は、

資料編「資料２－６ 大気質の予測に用いた時間帯別交通量」参照）。 

また、予測対象時期における一般交通量の現地調査時点からの伸び率は1.0とした（資

料編「資料２－７ 一般交通量の伸び率の検討」参照）。 

 

表 8.1.72 予測地点の一般交通量 

予測地点 

年平均値予測 

（台/日） 

１時間値予測注） 

（台/時） 

大型車 小型車 合 計 大型車 小型車 合 計 

地点１ ホワイトウェイブ 21   963 10,176 11,139   123   590   713 

地点２ 黄金堤 2,589 10,469 13,058   272   553   825 

地点３ 特別養護老人ホーム 
レジデンス寺嶋 

  343  3,568  3,911    39   308   347 

地点４ 岡山砦山の地蔵堂前   650  8,470  9,120    88   508   596 

注）１時間値予測の台数は、将来交通量の大型車が最大となる時間帯（地点１、地点４は９時台、地点２は10時台、地点３

は８時台）の台数とした。 

 

   ｂ 廃棄物運搬車両等 

予測地点ごとの廃棄物運搬車両等台数は表 8.1.73に示すとおりである。 

予測に用いる廃棄物運搬車両等の台数は、新たに増加する岡崎市及び幸田町からの搬

入予定台数をもとに設定し、大型車92台/日（往復）とした。なお、各走行ルートにおけ

る走行割合は現時点では未定であるため、安全側評価の観点から、地点１及び地点２の

予測地点においては廃棄物運搬車両等がすべて走行するものと設定した。また、地点３

及び地点４の予測地点においては幸田町方面からの廃棄物運搬車両等がすべて走行する

ものと設定した（詳細な設定台数は、資料編「資料２－６ 大気質の予測に用いた時間帯

別交通量」参照）。 

 

表 8.1.73 予測地点の廃棄物運搬車両等台数（往復） 

予測地点 
年平均値予測（台/日） １時間値予測（台/時）注） 

大型車 小型車 合 計 大型車 小型車 合 計 

地点１ ホワイトウェイブ 21 92 0 92 16 0 16 

地点２ 黄金堤 92 0 92 14 0 14 

地点３ 特別養護老人ホーム 
レジデンス寺嶋 

14 0 14 2 0 2 

地点４ 岡山砦山の地蔵堂前 14 0 14 2 0 2 
注）１時間値予測の台数は、将来交通量の大型車が最大となる時間帯（地点１、地点４は９時台、地点２は10時台、地点３

は８時台）の台数とした。 
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   ｃ 将来交通量 

将来交通量は、一般交通量に廃棄物運搬車両等台数を加えた台数とし、表 8.1.74に示

すとおりである。 

 

表 8.1.74 予測地点の将来交通量 

予測地点 
年平均値予測（台/日） １時間値予測（台/時）注） 

大型車 小型車 合 計 大型車 小型車 合 計 

地点１ ホワイトウェイブ 21 1,055 10,176 11,231 139 590 729 

地点２ 黄金堤 2,681 10,469 13,150 286 553 839 

地点３ 特別養護老人ホーム 
レジデンス寺嶋 

  357  3,568  3,925  41 308 349 

地点４ 岡山砦山の地蔵堂前   664  8,470  9,134  90 508 598 
注）１時間値予測の台数は、将来交通量の大型車が最大となる時間帯（地点１、地点４は９時台、地点２は10時台、地点３

は８時台）の台数とした。 

 

道路条件、排出源位置 

予測地点の道路条件、排出源位置は、「8.1.2.1(1) 資材等の搬入及び搬出」と同様とした。 

走行速度 

走行速度は、「8.1.2.1(1) 資材等の搬入及び搬出」と同様とした。 

汚染物質排出量 

   ａ 汚染物質排出量の算出 

汚染物質排出量の算出は、「8.1.2.1(1) 資材等の搬入及び搬出」と同様とした。 

   ｂ 排出係数 

窒素酸化物及び浮遊粒子状物質の車種別排出係数は、「道路環境影響評価等に用いる自

動車排出係数の算定根拠（平成22年度版）」（国土技術政策総合研究所資料）に基づき、表 

8.1.75に示すとおり設定した。 
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表 8.1.75 車種別排出係数 

予測地点 車 種 
窒素酸化物 

（g/（km・台）） 
浮遊粒子状物質 
（g/（km・台）） 

走行速度 
（km/時） 

地点１ 
大型車 0.353 0.006663 

40 
小型車 0.048 0.000540 

地点２ 
大型車 0.313 0.005930 

46 
小型車 0.043 0.000417 

地点３ 
大型車 0.308 0.005828 

47 
小型車 0.043 0.000402 

地点４ 
大型車 0.360 0.006807 

39 
小型車 0.049 0.000567 

注１）排出係数は、2010年から５年ごとの値が設定されており、事業計画から2030年の値とした。 

注２）走行速度は、上下方向の平均速度（平日）とした。 

 

気象条件 

気象条件は、「8.1.2.1(1) 資材等の搬入及び搬出」と同様とした。 

窒素酸化物濃度から二酸化窒素濃度への変換 

窒素酸化物濃度から二酸化窒素濃度への変換は、「8.1.2.1(1) 資材等の搬入及び搬出」と

同様とした。 

バックグラウンド濃度 

バックグラウンド濃度は、「8.1.2.1(1) 資材等の搬入及び搬出」と同様とした。 

日平均値の年間 98％値又は２％除外値への変換 

日平均値の年間 98％値又は２％除外値への変換は、「8.1.2.1(1) 資材等の搬入及び搬出」

と同様とした。 
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予測結果 

年平均値 

ア.年平均値 

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質濃度の年平均値の予測結果は表 8.1.76 に示すとおりであ

る。 

将来濃度は、二酸化窒素が 0.008～0.009ppm、浮遊粒子状物質が 0.012mg/m3となる。 

 

表 8.1.76 大気質の予測結果（廃棄物等の搬入及び搬出：年平均値） 

項目 
予測 
地点 

バックグラ
ウンド濃度 

(A) 

一般車両 
寄与濃度 

(B) 

小 計 
(C=A+B) 

廃棄物等の搬入
及び搬出車両 

付加濃度 
(D) 

将来濃度 
(E=C+D) 

付加率 
(D/E 

×100) 

二酸化窒素 
（ppm） 

地点１ 0.008 0.000737 0.008737 0.000030 0.009 0.34% 

地点２ 0.008 0.000833 0.008833 0.000019 0.009 0.21% 

地点３ 0.008 0.000206 0.008206 0.000004 0.008 0.05% 

地点４ 0.008 0.000403 0.008403 0.000003 0.008 0.04% 

浮遊粒子状物質 
（mg/m3） 

地点１ 0.012 0.000040 0.012040 0.000002 0.012 0.02% 

地点２ 0.012 0.000048 0.012048 0.000001 0.012 0.01% 

地点３ 0.012 0.000013 0.012013 0.000001未満 0.012 0.01%未満 

地点４ 0.012 0.000023 0.012023 0.000001未満 0.012 0.01%未満 

 

イ.日平均値の年間 98％値又は２％除外値 

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質濃度の日平均値の年間 98％値又は２％除外値は表 8.1.77

に示すとおりである。 

二酸化窒素の日平均値の年間 98％値は 0.020～0.021ppm、浮遊粒子状物質の日平均値の２％

除外値は 0.033mg/m3となり、いずれの地点でも環境基準を満足する。 

 

表 8.1.77 大気質の予測結果（廃棄物等の搬入及び搬出：年間98％値又は２％除外値） 

項目 予測地点 
将来濃度 

(年平均値) 

日平均値の 
年間98％値又は 

２％除外値 
環境基準 

二酸化窒素 
(ppm) 

地点１ 0.009 0.021 

日平均値が0.04～0.06の
ゾーン内又はそれ以下 

地点２ 0.009 0.021 

地点３ 0.008 0.020 

地点４ 0.008 0.020 

浮遊粒子状物質 
（mg/m3） 

地点１ 0.012 0.033 

日平均値が0.10以下 
地点２ 0.012 0.033 

地点３ 0.012 0.033 

地点４ 0.012 0.033 

 

(426)



第８章 環境影響の調査、予測及び評価 

8.1 大気質 

8-1-105 

1 時間値 

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質濃度の１時間値の予測結果（最大値）は表 8.1.78 に示すと

おりである。最大値となる風向は、いずれも平行風の場合であった。 

将来濃度は、二酸化窒素が 0.047～0.048ppm、浮遊粒子状物質が 0.084mg/m3となり、いずれ

の地点でも環境基準等を満足する。 

 

表 8.1.78 大気質の予測結果（廃棄物等の搬入及び搬出：１時間値） 

項目 
予測 
地点 

バックグラ
ウンド濃度 

(A) 

一般車両 
寄与濃度 

(B) 

小 計 
(C=A+B) 

廃棄物等の搬入
及び搬出車両 

付加濃度 
(D) 

将来濃度 
(E=C+D) 

付加率 
(D/E 

×100) 

二酸化窒素 
（ppm） 

地点１ 0.047 0.000853 0.047853 0.000079 0.048 0.16% 

地点２ 0.047 0.001002 0.048002 0.000047 0.048 0.10% 

地点３ 0.047 0.000249 0.047249 0.000007 0.047 0.01% 

地点４ 0.047 0.000485 0.047485 0.000007 0.047 0.01% 

浮遊粒子状物質 
（mg/m3） 

地点１ 0.084 0.000154 0.084154 0.000014 0.084 0.02% 

地点２ 0.084 0.000215 0.084215 0.000010 0.084 0.01% 

地点３ 0.084 0.000049 0.084049 0.000002 0.084 0.01%未満 

地点４ 0.084 0.000095 0.084095 0.000001 0.084 0.01%未満 
注）環境基準等 

二酸化窒素：0.1～0.2ppm以下（短期暴露指針値） 

浮遊粒子状物質：0.20mg/m3以下（環境基準） 
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評価 

8.1.3.1 評価方法 

環境影響の回避・低減に係る評価 

環境影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避・低減されているかどうかに

ついて評価した。 

環境保全に関する基準等との整合性に係る評価 

環境影響の予測結果を踏まえて、環境保全に関する基準等との整合性が図られているかどう

かについて評価した。 

 

8.1.3.2 環境保全措置 

工事の実施 

資材等の搬入及び搬出 

事業計画の策定時における環境配慮事項のうち、予測に反映されている環境配慮事項は以下

のとおりである。 

・資材等運搬車両等が工事区域から退場する際には、タイヤ洗浄を実施する。 

 

また、資材等の搬入及び搬出において、環境影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低

減するために実施する環境保全措置は、表 8.1.79 に示すとおりである。 

 

表 8.1.79 環境保全措置（資材等の搬入及び搬出） 

環境保全に関する措置 
事業 
主体 

効果及び措置に 
よる環境の変化 

不確実性 
の程度 

措置に伴い 
生ずるおそれ
のある影響 

資材等の搬入時期・時間帯
及び搬入ルートの分散化を
図り、車両の集中を避ける。 

事業者 大気質への影響の
低減が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 

積載量に応じた適正な車種
の選定による運搬の効率化
を推進することにより、さ
らに資材等運搬車両等の走
行台数を減らすよう努め
る。 

事業者 大気質への影響の
低減が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 

工事関係の通勤者には、で
きる限り自動車の相乗りを
指導し、通勤に使用する車
両の走行台数を減らすよう
努める。 

事業者 大気質への影響の
低減が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 

資材等運搬車両等のエコド
ライブを徹底する。 

事業者 大気質への影響の
低減が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 

資材等運搬車両等のアイド
リングストップを徹底す
る。 

事業者 大気質への影響の
低減が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 

資材等運搬車両等の整備、
点検を徹底する。 

事業者 大気質への影響の
低減が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 
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建設機械の稼働等 

事業計画の策定時における環境配慮事項のうち、予測に反映されている環境配慮事項は以下

のとおりである。 

・建設機械は、可能な限り排出ガス対策型の建設機械を使用する。 

・粉じんの発生が予想される作業を行う場合や乾燥時、強風時など、適宜散水を行って粉じ

んの飛散を防止する。 

 

また、建設機械の稼働等において、環境影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減す

るために実施する環境保全措置は、表 8.1.80 に示すとおりである。 

 

表 8.1.80 環境保全措置（建設機械の稼働等） 

環境保全に関する措置 
事業 
主体 

効果及び措置に 
よる環境の変化 

不確実性 
の程度 

措置に伴い 
生ずるおそれ
のある影響 

建設機械の作業待機時にお
けるアイドリングストップ
を徹底する。 

事業者 大気質への影響の

低減が期待できる。 

小さいと

考える。 

特になし。 

建設機械の整備、点検を徹
底する。 

事業者 大気質への影響の

低減が期待できる。 

小さいと

考える。 

特になし。 

工事規模に合わせた建設機
械の設定を行い、排出ガス
の排出の抑制に努める。 

事業者 大気質への影響の

低減が期待できる。 

小さいと

考える。 

特になし。 

 

掘削・盛土等の土工又は既存の工作物等の除去 

事業計画の策定時における環境配慮事項のうち、予測に反映されている環境配慮事項は以下

のとおりである。 

・粉じんの発生が予想される作業を行う場合や乾燥時、強風時など、適宜散水を行って粉じ

んの飛散を防止する。 

 

また、掘削等の土工等において、環境影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減する

ために実施する環境保全措置は、表 8.1.81 に示すとおりである。 

 

表 8.1.81 環境保全措置（掘削・盛土等の土工又は既存の工作物等の除去） 

環境保全に関する措置 
事業 
主体 

効果及び措置に 
よる環境の変化 

不確実性 
の程度 

措置に伴い 
生ずるおそれ
のある影響 

対象事業実施区域内に掘削
土等を仮置きする場合は、
シート等で養生し粉じんの
飛散を防止する。 

事業者 大気質への影響の

低減が期待できる。 

小さいと

考える。 

特になし。 
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施設の供用 

ばい煙の排出 

事業計画の策定時における環境配慮事項のうち、予測に反映されている環境配慮事項は以下

のとおりである。 

・大気汚染防止法等に基づく規制基準に比べ、より厳しい値を自主規制値として設け、これ

を遵守する。 

 

また、ばい煙の排出において、環境影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減するた

めに実施する環境保全措置は、表 8.1.82 に示すとおりである。 

 

表 8.1.82 環境保全措置（ばい煙の排出） 

環境保全に関する措置 
事業 
主体 

効果及び措置に 
よる環境の変化 

不確実性 
の程度 

措置に伴い 
生ずるおそれ
のある影響 

ごみ質の均一化を図り適正負荷
による安定した燃焼を維持する
ことで大気汚染物質の低減に努
める。 

事業者 大気質への影響の
低減が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 

設備機器類は、定期点検を実施
し、常に正常な運転を行うように
維持管理を徹底する。 

事業者 大気質への影響の
低減が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 

 

廃棄物等の搬入及び搬出 

廃棄物等の搬入及び搬出において、環境影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減す

るために実施する環境保全措置は、表 8.1.83 に示すとおりである。 

 

表 8.1.83 環境保全措置（廃棄物等の搬入及び搬出） 

環境保全に関する措置 
事業 
主体 

効果及び措置に 
よる環境の変化 

不確実性 
の程度 

措置に伴い 
生ずるおそれ
のある影響 

朝・夕の交通量増加時には、廃棄
物運搬車両等の台数を抑えるよ
う努める。 

事業者 大気質への影響の
低減が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 

廃棄物運搬車両等のエコドライ
ブを徹底する。 

事業者 大気質への影響の
低減が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 

廃棄物運搬車両等のアイドリン
グストップを徹底する。 

事業者 大気質への影響の
低減が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 

廃棄物運搬車両等の整備、点検を
徹底する。 

事業者 大気質への影響の
低減が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 

委託業者と収集運搬許可業者が
低公害車の導入を促進するよう
要請を行う。 

事業者 大気質への影響の
低減が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 
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8.1.3.3 評価結果 

工事の実施 

資材等の搬入及び搬出 

環境影響の回避・低減に係る評価 

資材等の搬入及び搬出に伴う大気質への付加濃度は、最大でも年平均値で二酸化窒素が

0.000120ppm、浮遊粒子状物質が 0.000006mg/m3、１時間値で二酸化窒素が 0.000353ppm、浮遊

粒子状物質が 0.000049mg/m3 と小さい。また、粉じんについても車両が工事区域から退場する

際にタイヤ洗浄を実施することから、環境への影響の程度は小さいと判断する。 

さらに、環境保全措置を実施することから、大気質に係る環境影響が事業者の実行可能な範

囲内でできる限り回避・低減が図られている。 

環境保全に関する基準等との整合性に係る評価 

ア.年平均値 

資材等の搬入及び搬出に伴う大気質は、二酸化窒素の日平均値の年間 98％値は最大で

0.021ppm、浮遊粒子状物質の日平均値の２％除外値は最大で 0.033mg/m3となり、いずれの地点

でも環境基準を満足することから、大気質の環境保全に関する基準等との整合性が図られてい

る。 

イ.１時間値 

資材等の搬入及び搬出に伴う大気質は、二酸化窒素は最大で 0.048ppm、浮遊粒子状物質は

0.084mg/m3となり、いずれの地点でも環境基準等を満足することから、大気質の環境保全に関

する基準等との整合性が図られている。 

建設機械の稼働等 

環境影響の回避・低減に係る評価 

建設機械の稼働等に伴う大気質への付加濃度は、最大でも年平均値で二酸化窒素が

0.0036ppm、浮遊粒子状物質が 0.0013mg/m3、1 時間値で二酸化窒素が 0.142ppm、浮遊粒子状物

質が 0.055mg/m3と小さい。また、風速調査結果から、砂ぼこりが立ち、粉じんが飛散すると考

えられる気象条件である風速 5.5m/秒以上になる年間時間数は 205 時間で出現頻度は 7.0％、

風速 5.5m/秒以上が出現した日数は 61 日で出現頻度は 16.7％であった。粉じんが飛散すると

考えられる場合には散水を行うことで、環境への影響の程度は小さいと判断する。 

さらに、環境保全措置を実施することから、大気質に係る環境影響が事業者の実行可能な範

囲内でできる限り回避・低減が図られている。 

環境保全に関する基準等との整合性に係る評価 

ア.年平均値 

建設機械の稼働等に伴う大気質は、最大着地濃度地点において二酸化窒素の日平均値の年間

98％値が 0.027ppm、浮遊粒子状物質の日平均値の２％除外値が 0.030mg/m3 となり、環境基準

を満足することから、大気質の環境保全に関する基準等との整合性が図られている。 

(431)



第８章 環境影響の調査、予測及び評価 

8.1 大気質 

8-1-110 

イ.１時間値 

建設機械の稼働等に伴う大気質は、二酸化窒素が 0.189ppm、浮遊粒子状物質は 0.139mg/m3

となり、環境基準等を満足することから、大気質の環境保全に関する基準等との整合性が図ら

れている。 

掘削・盛土等の土工又は既存の工作物等の除去 

環境影響の回避・低減に係る評価 

風速調査結果から、砂ぼこりが立ち、粉じんが飛散すると考えられる気象条件である風速

5.5m/秒以上になる年間時間数は 205 時間で出現頻度は 7.0％、風速 5.5m/秒以上が出現した日

数は 61 日で出現頻度は 16.7％であった。粉じんが飛散すると考えられる場合には散水を行う

ことで、環境への影響の程度は小さいと判断する。 

さらに、環境保全措置を実施することから、大気質に係る環境影響が事業者の実行可能な範

囲内でできる限り回避・低減が図られている。 

施設の供用 

ばい煙の排出 

環境影響の回避・低減に係る評価 

煙突排出ガスに伴う大気質への付加濃度は、最大でも年平均値で二酸化硫黄が 0.000273ppm、

二酸化窒素が 0.000180ppm、浮遊粒子状物質が 0.000055mg/m3、水銀が 0.000273μg/m3、ダイオ

キシン類が 0.000547pg-TEQ/m3、1 時間値で二酸化硫黄が 0.0080ppm、二酸化窒素が 0.0134ppm、

浮遊粒子状物質が 0.0016mg/m3、塩化水素が 0.0080ppm であり、環境への影響の程度は小さい

と判断する。 

さらに、環境保全措置を実施することから、大気質に係る環境影響が事業者の実行可能な範

囲内でできる限り回避・低減が図られている。 

環境保全に関する基準等との整合性に係る評価 

ア.年平均値 

煙突排出ガスに伴う大気質は、最大着地濃度地点において二酸化硫黄の日平均値の２％除外

値が 0.003ppm、二酸化窒素の日平均値の年間 98％値が 0.025ppm、浮遊粒子状物質の日平均値

の２％除外値が 0.054mg/m3、水銀の年平均値が 0.004273μg/m3、ダイオキシン類の年平均値が

0.020547pg-TEQ/m3 となり、環境基準等を満足することから、大気質の環境保全に関する基準

等との整合性が図られている。 

イ.１時間値 

煙突排出ガスに伴う大気質は、最大でも二酸化硫黄が 0.0180ppm、二酸化窒素が 0.0604ppm、

浮遊粒子状物質が 0.0856mg/m3、塩化水素が 0.0100ppm となり、環境基準等を満足することか

ら、大気質の環境保全に関する基準等との整合性が図られている。 

廃棄物等の搬入及び搬出 

環境影響の回避・低減に係る評価 

廃棄物等の搬入及び搬出に伴う大気質への付加濃度は、最大でも年平均値で二酸化窒素が

0.000030ppm、浮遊粒子状物質が 0.000002mg/m3、１時間値で二酸化窒素が 0.000079ppm、浮遊

粒子状物質が 0.000014mg/m3と小さいことから、環境への影響の程度は小さいと判断する。 

さらに、環境保全措置を実施することから、大気質に係る環境影響が事業者の実行可能な範

囲内でできる限り回避・低減が図られている。 
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環境保全に関する基準等との整合性に係る評価 

ア.年平均値 

廃棄物等の搬入及び搬出に伴う大気質は、二酸化窒素の日平均値の年間 98％値は最大で

0.021ppm、浮遊粒子状物質の日平均値の２％除外値は 0.033mg/m3となり、いずれの地点でも環

境基準を満足することから、大気質の環境保全に関する基準等との整合性が図られている。 

イ.１時間値 

廃棄物等の搬入及び搬出に伴う大気質は、二酸化窒素は最大で 0.048ppm、浮遊粒子状物質は

0.084mg/m3となり、いずれの地点でも環境基準等を満足することから、大気質の環境保全に関

する基準等との整合性が図られている。 
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8.2 騒音及び超低周波音 

調査 

8.2.1.1 調査方法 

調査項目 

騒音及び低周波音の調査項目は、表 8.2.1 に示すとおりである。 

 

表 8.2.1 騒音及び低周波音の調査項目 

調査項目 
文献その他 
の資料調査 

現地調査 

騒音の状況 

環境騒音 ○ ○ 

道路交通騒音 ○ ○ 

低周波音 － ○ 

地表面の状況 ○ ○ 

沿道の状況 ○ ○ 

道路構造等の状況 

道路構造 － ○ 

交通量 ○ ○ 

走行速度 － ○ 

 

調査地域 

調査地域は、環境騒音及び低周波音については対象事業実施区域及びその周辺とし、道路交

通騒音については資材等運搬車両等及び廃棄物運搬車両等の主要走行経路の沿道とした。 

 

調査方法 

騒音の状況 

文献その他の資料調査 

対象事業実施区域及びその周辺における測定結果等の最近年の調査結果を収集・整理した。 

現地調査 

ア.調査期間 

調査期間は、表 8.2.2 に示すとおりである。 

 

表 8.2.2 調査期間 

調査項目 調査日 

環境騒音 
・平日  令和５年 10 月 23 日(月) ９時～10 月 24 日(火) ９時 
・休日  令和５年 10 月 21 日(土) ９時～10 月 22 日(日) ９時 

道路交通騒音 
・平日  令和５年 10 月 30 日(月) ６時～22 時 
・休日  令和５年 10 月 28 日(土) ６時～22 時 

低周波音注） ・平日  令和５年 10 月 23 日(月) ９時～10 月 24 日(火) ９時 

交通量等 
・平日  令和５年 10 月 30 日(月) ６時～10 月 31 日(火) ６時 
・休日  令和５年 10 月 28 日(土) ６時～10 月 29 日(日) ６時 

注）低周波音の調査は、対象事業実施区域周辺に発生源はなく、平日、休日に違いはないと考え平日のみの調査とした。 
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イ.調査地点 

環境騒音の調査地点は、表 8.2.3 及び図 8.2.1 に示すとおりである。 

調査地点は、周辺の住居等の分布状況を考慮し、対象事業実施区域敷地境界付近４地点及び

周辺の住宅地を代表する４地点の計８地点とした。低周波音の調査地点は、対象事業実施区域

敷地境界付近４地点とし、環境騒音と同様の地点とした。 

 

表 8.2.3 環境騒音・低周波音調査地点 

地点番号 地点名 設定理由 

地点１ 対象事業実施区域北側 北側敷地境界付近の地点として設定。 

地点２ 対象事業実施区域東側 東側敷地境界付近の地点として設定。 

地点３ 対象事業実施区域南側 南側敷地境界付近の地点として設定。 

地点４ 対象事業実施区域西側 西側敷地境界付近の地点として設定。 

地点５ 室場南部集落排水処理場 北側の最寄住宅地付近を代表する地点として設定。 

地点６ 宅野島農民センター 西側の最寄住宅地付近を代表する地点として設定。 

地点７ 岡山集落センター 南側の最寄住宅地付近を代表する地点として設定。 

地点８ 
対象事業実施区域の東側

住居付近 
東側の最寄住宅地付近を代表する地点として設定。 

注）低周波音については、地点１～４で実施。 

 

また、道路交通騒音の調査地点は、表 8.2.4 及び図 8.2.2 に示すとおりである。 

調査地点は、資材等運搬車両等及び廃棄物運搬車両等の走行により交通量が相当程度変化

すると考えられる主要走行経路の沿道に設定することとし、以下の点を踏まえて設定した。 

・住居等の保全対象の分布状況 

・信号の位置 

・測定機器の設置スペースの有無 

 

表 8.2.4 道路交通騒音調査地点 

地点番号 地点名 設定理由 

地点１ ホワイトウェイブ21 
走行する関連車両が最も多くなることが想定される県道宮

迫今川線の北側の地点として設定。 

地点２ 黄金堤 

関連車両の主要走行ルートである主要地方道西尾吉良線に

おいて、走行する関連車両が最も多くなることが想定され

る地点として設定。 

地点３ 
特別養護老人ホーム 

レジデンス寺嶋 

関連車両の主要走行ルートである県道宮迫今川線におい

て、最寄りの主な保全対象の地点として設定。 

地点４ 岡山砦山の地蔵堂前 
走行する関連車両が最も多くなることが想定される県道宮

迫今川線の南側の地点として設定。 
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図 8.2.1 環境騒音、振動、低周波音調査地点 

この地図は、国土地理院発行の 1：25,000 地形図「西尾」を使用したものである。 

注）地点３について、対象事業実施区域南側の実際の敷地境界は、本調査地点から

法面を挟んでさらに約 30ｍ離れた場所である。実際の敷地境界での調査実施が

困難であるため、施設側に近い地点で測定を行った。 
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図 8.2.2 道路交通騒音・振動、交通量等調査地点 

この地図は、国土地理院発行の 1：25,000 地形図「西尾」を使用したものである。 
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ウ.調査方法 

調査方法は表 8.2.5 に示すとおりである。 

 

表 8.2.5 調査方法 

調査項目 調査方法 

環境騒音・道路
交通騒音 

環境基準に規定する測定の方法 
（JIS Z 8731「環境騒音の表示・測定方法」に基づく方法） 

低周波音 
「低周波音の測定方法に関するマニュアル」（平成12年 環境
庁）に準拠した方法 

道路構造 メジャー等による計測 

交通量 カウンターによる計測 

走行速度 ストップウォッチによる計測 

 

沿道の状況 

文献その他の資料調査 

土地利用現況図等の既存資料を収集・整理した。 

現地調査 

騒音の状況の現地調査に合わせて、沿道の状況を把握した。 

 

地表面の状況 

文献その他の資料調査 

表層地質図等の既存資料を収集・整理した。 

現地調査 

騒音の状況の現地調査に合わせて、地表面の状況を把握した。 

 

道路構造及び当該道路における交通量及び走行速度の状況 

文献その他の資料調査 

対象事業実施区域及びその周辺の「全国道路交通センサス」によって実施された対象事業実

施区域及びその周辺における最近年の調査結果を収集・整理した。 

現地調査 

道路構造は、道路交通騒音と同じ調査地点において実測し、横断面図を作成した。交通量は、

道路交通騒音と同日（平日及び休日）に、図 8.2.2 に示した調査地点において、上下車線別

（小型車、大型車、二輪車）に 24 時間連続調査した。走行速度は、道路交通騒音と同日に、

図 8.2.2 に示した調査地点において上下車線別に１時間あたり 10 台程度を対象として調査し

た。 
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8.2.1.2 調査の結果 

騒音の状況 

文献その他の資料調査 

文献その他の資料調査による騒音の結果は、「第３章 3.1.2 騒音等に係る環境の状況」に

示したとおりである。 

現地調査 

環境騒音 

環境騒音の調査結果は表 8.2.6 に示すとおりである。 

平日の昼間で 46～65 デシベル、夜間で 42～60 デシベル、休日の昼間で 46～63 デシベル、

夜間で 39～59 デシベルとなっており、地点３及び地点５の夜間を除き、環境基準を満足して

いた。なお、詳細は、資料編「資料３－１ 騒音調査結果」に示すとおりである。 

 

表 8.2.6 環境騒音調査結果 
単位：デシベル 

調査地点 

等価騒音レベル（LAeq） 

昼間 

（６時～22時） 

夜間 

（22時～６時） 

平日 休日 環境基準 平日 休日 環境基準 

地点１ 対象事業実施区域北側 46 46 

55以下 

42 41 

45以下 

地点２ 対象事業実施区域東側 49 47 43 41 

地点３ 対象事業実施区域南側 53 52 49 50 

地点４ 対象事業実施区域西側 48 48 43 41 

地点５ 室場南部集落排水処理場 52 52 46 48 

地点６ 宅野島農民センター 54 52 42 39 

地点７ 岡山集落センター 51 50 43 41 

地点８ 対象事業実施区域の東側住居付近 65 63 70以下 60 59 65以下 

注１）対象事業実施区域周辺は都市計画区域で用途地域の定められていない地域であり、環境基準はＢ類型の基準値である。 

注２）地点８は幹線交通を担う道路に近接する空間に該当し、環境基準は幹線交通を担う道路に近接する空間の値を用いた。 

 

道路交通騒音 

道路交通騒音の調査結果は、表 8.2.7 に示すとおりである。 

平日、休日ともに 66～69 デシベルとなっており、いずれの地点についても平日、休日とも

に環境基準を満足していた。 

なお、詳細は、資料編「資料３－１ 騒音調査結果」に示すとおりである。 

 

表 8.2.7 道路交通騒音調査結果 
単位：デシベル 

調査地点 

等価騒音レベル（LAeq） 

昼間（６時～22時） 

平日 休日 環境基準 

地点１ ホワイトウェイブ21 67 67 

70以下 
地点２ 黄金堤 69 68 

地点３ 特別養護老人ホームレジデンス寺嶋 66 66 

地点４ 岡山砦山の地蔵堂前 69 69 

注）地点１～４は幹線交通を担う道路に近接する空間に該当し、環境基準は幹線交通を担う道路に近接する空間の値を

用いた。 
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低周波音 

低周波音の調査結果は、表 8.2.8 に示すとおりである。 

Ｇ特性音圧レベルは、いずれの地点も「低周波音問題対応の手引書」（平成 16 年６月 環境

省）（以下「手引書」という。）に示された「心身に係る苦情に関する参照値」のＧ特性 92 デ

シベルを下回っていた。 

なお、詳細は、資料編「資料３－３ 低周波音調査結果」に示すとおりである。 

 

表 8.2.8 低周波音調査結果（Ｇ特性音圧レベル（LGeq）） 
単位：デシベル 

調査地点 調査結果 参照値注） 

地点１ 

対象事業実施区域北側 

平日 

（24時間） 

平均値 72 

心身に係る苦情に

関する参照値 

Ｇ特性 

92デシベル以下 

最大値 75.9 

最小値 66.6 

地点２ 

対象事業実施区域東側 

平均値 75 

最大値 77.0 

最小値 73.3 

地点３ 

対象事業実施区域南側 

平均値 76 

最大値 79.7 

最小値 73.0 

地点４ 

対象事業実施区域西側 

平均値 71 

最大値 75.0 

最小値 66.2 

注）低周波音に関する基準が定められていないことから、手引書に示された、苦情等に対して低周波音による

ものかを判断するための目安である「心身に係る苦情に関する参照値」を参照のうえ、参考基準値として

設定した。 

 

沿道の状況 

文献その他の資料調査 

文献その他の資料調査による沿道の状況の結果は、「第３章 3.2.2 土地利用の状況」に示

したとおりである。 

現地調査 

対象事業実施区域へのアクセスは、県道宮迫今川線、主要地方道西尾吉良線から市道を経由

して行う。県道宮迫今川線及び主要地方道西尾吉良線の沿道は主に耕作地や雑草地等であり、

住宅等は少ない。なお、県道宮迫今川線沿道には、特別養護老人ホーム（レジデンス寺嶋）が

みられる。また、市道については、沿道は工場・事業所等となっている。 

 

地表面の状況 

文献その他の資料調査 

文献その他の資料による地表面の状況の調査結果は、「第３章 3.1.6 地形及び地質の状況」

に示したとおりである。 
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現地調査 

対象事業実施区域は須美川に面した平坦な地形となっており、既存の西尾市クリーンセンタ

ーの敷地となっている。また、その背後は丘稜地となっている。 

 

道路構造及び当該道路における交通量及び走行速度の状況 

文献その他の資料調査 

文献その他の資料調査による交通量の結果は、「第３章 3.2.5 交通の状況」に示したとお

りである。 

現地調査 

道路構造 

道路交通騒音の調査を実施した地点における道路横断面構成は、図 8.2.3 に示すとおりで

ある。いずれの地点も平坦であり、アスファルト（密粒）舗装となっている。 

交通量 

交通量調査結果は、「8.1 大気質 8.1.1 調査」に示したとおりである。 

走行速度 

走行速度の調査結果は、「8.1 大気質 8.1.1 調査」に示したとおりである。 
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単位：ｍ 

地点１：ホワイトウェイブ 21 

地点２：黄金堤 

地点３：特別養護老人ホームレジデンス寺嶋 

地点４：岡山砦山の地蔵堂前 

図 8.2.3 道路横断面構成 

 

舗装  ：アスファルト（密粒） 

制限速度：40km/時 

舗装  ：アスファルト（密粒） 

制限速度：40km/時 

舗装  ：アスファルト（密粒） 

制限速度：40km/時 

舗装  ：アスファルト（密粒） 

制限速度：40km/時 
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予測 

8.2.2.1 工事の実施 

資材等の搬入及び搬出 

予測方法 

予測事項 

予測事項は、表 8.2.9 に示すとおりである。 

 

表 8.2.9 騒音の予測事項（資材等の搬入及び搬出） 

予測対象となる要因 予測事項 

資材等運搬車両等の走行 
道路交通騒音 

（等価騒音レベル（LAeq）） 

 

予測対象とした処理方式 

特定の処理方式を対象とせず、各処理方式共通の予測を行った。 

 

予測地域、予測地点 

予測対象道路は、資材等運搬車両等の主要走行ルート沿道とし、予測地点は、調査地点と同

様の４地点とした。予測位置は道路端とし、予測高さは地上 1.2ｍとした。予測地点は、図 8.2.4

に示すとおりである。 

 

予測対象時期 

予測対象時期は、影響が最大となる時期として、資材等運搬車両等の走行による騒音が最も

大きくなる工事開始後 42 ヵ月目を設定した（詳細は、資料編「資料１－１ 資材等運搬車両

等の走行、工事中の建設機械の稼働に係る予測時期の設定」参照）。 
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図 8.2.4 資材等運搬車両等の走行に伴う道路交通騒音の予測地点 

 

この地図は、国土地理院発行の 1：25,000 地形図「西尾」を使用したものである。 

(445)



第８章 環境影響の調査、予測及び評価 

8.2 騒音及び超低周波音 

8-2-12 

予測方法 

ア.予測手順 

予測手順は、図 8.2.5 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.2.5 道路交通騒音の予測手順 
 

イ.予測式 

予測は、「ASJ RTN-Model 2018（日本音響学会式）」の予測式により行った。予測式は、以下

に示すとおりである。 
 

【伝搬計算式】 

１台の自動車が走行したときの予測点における騒音の時間変化（ユニットパターン）

は、次式を用いて算出した。 

ＬA,i＝ＬWA,i-８-20 logｒi+⊿Ｌd+⊿Ｌg 

[記 号] 

ＬA,i ：ｉ番目の音源位置から予測点に伝搬する騒音のＡ特性音圧レベル 

（デシベル） 

 ＬWA,i ：ｉ番目の音源位置における自動車走行騒音のＡ特性音響パワーレベル（デシベ

ル） 

≪非定常走行区間（10km/時≦Ｖ≦60km/時）≫ 

・小型車類 ＬWA,i＝82.3+10 logＶ 

・大型車類 ＬWA,i＝88.8+10 logＶ 

（Ｖ：走行速度（km/時）） 

ｒi ：ｉ番目の音源位置から予測点までの直達距離（ｍ） 

 ⊿Ｌd：回折に伴う減衰に関する補正量（デシベル） 

いずれの地点も面構造であり、遮音壁等の回折効果が生じる施設は設置さ

れていないため、⊿Ｌd=０とした。 

 ⊿Ｌg：地表面効果による減衰に関する補正量（デシベル） 

地表面はアスファルトであることから、⊿Ｌg=０とした。 

現況騒音レベル 
（調査結果） 

① 
 

資材等運搬車両等の 
走行時の騒音レベル 
（将来騒音レベル） 

②＝①＋○Ｃ  

一般交通の交通条件 

一般交通による 
騒音レベル計算結果 

○Ａ  

資材等運搬車両等によ
る騒音レベルの増加量 

○Ｃ ＝○Ｂ －○Ａ  
 

将来交通による 
騒音レベル計算結果 

○Ｂ  

予測式 

将来交通の交通条件 
（一般交通＋ 

資材等運搬車両等） 
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【単発騒音暴露レベル算出式】 

ユニットパターンの時間積分値である単発騒音暴露レベルＬAE は、次式を用いて算出

した。 

ＬAE＝10 log（１/Ｔ0・∑10ＬA,i/10・⊿ｔi） 

[記 号] 

ＬAE ：１台の自動車が対象とする道路の全延長を通過する間の予測点における単

発騒音暴露レベル（デシベル） 

 ＬA,i ：ｉ番目の音源位置から予測点に伝搬する騒音のＡ特性音圧レベル 

（デシベル） 

 Ｔ0 ：基準の時間（１秒） 

 ⊿ｔi ：音源がｉ番目の区間に存在する時間（秒） 
 

【等価騒音レベル算出式】 

ＬAeq,l＝ＬAE+10 log（Ｎ/Ｔ）、Ｔ=3,600（秒） 

[記 号] 

ＬAeq,l ：車線別、車種別の等価騒音レベル（デシベル） 

ＬAE ：１台の自動車が対象とする道路の全延長を通過する間の予測点における単

発騒音暴露レベル（デシベル） 

Ｎ ：算出対象時間区分別の平均時間交通量（台/時） 

【エネルギー合成式】 

ＬAeq＝10 log10（Σ10 LAeq,l/10） 

[記 号] 

ＬAeq  ：予測点における騒音レベル（デシベル） 

 ＬAeq,l ：車線別、車種別の等価騒音レベル（デシベル） 

 

ウ.予測条件 

予測時間帯 

予測時間帯は、資材等運搬車両等が走行する時間帯（６時～20 時）を考慮し、騒音に係る

環境基準の昼間の時間区分（６時～22 時の 16 時間）とした。 

なお、予測は、資材等運搬車両等を含めて全体の交通量がより多く、将来騒音レベルが高

くなると考えられる平日について行うこととした。 

交通条件 

   ａ 一般交通量 

一般交通量は、調査結果と同様とし、表 8.2.10に示すとおりとした（詳細な設定台数

は、資料編「資料３－４ 騒音及び振動の予測に用いた時間帯別交通量」参照）。 

また、予測対象時期における一般交通量の現地調査時点からの伸び率は1.0とした（資

料編「資料２－７ 一般交通量の伸び率の検討」参照）。 
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表 8.2.10 予測地点の一般交通量 
単位：台/16時間 

予測地点 大型車 小型車 合計 

地点１ ホワイトウェイブ21 900 9,681 10,581 

地点２ 黄金堤 2,210 9,783 11,993 

地点３ 特別養護老人ホームレジデンス寺嶋 309 3,398 3,707 

地点４ 岡山砦山の地蔵堂前 613 8,021 8,634 

 

   ｂ 資材等運搬車両等台数 

予測時期（工事開始後42ヵ月目）における資材等運搬車両等台数は、表 8.2.11に示す

とおりである（詳細な設定台数は、資料編「資料３－４ 騒音及び振動の予測に用いた

時間帯別交通量」参照）。 

なお、各走行ルートにおける資材等運搬車両等の走行割合は現時点では未定であるた

め、安全側評価の観点から、各予測地点において資材等運搬車両等がすべて走行するも

のと設定した。 

 

表 8.2.11 予測地点の資材等運搬車両等台数（往復） 
単位：台/16時間 

予測地点 大型車 小型車 合計 

地点１ ホワイトウェイブ21 260 300 560 

地点２ 黄金堤 260 300 560 

地点３ 特別養護老人ホームレジデンス寺嶋 260 300 560 

地点４ 岡山砦山の地蔵堂前 260 300 560 

 

   ｃ 将来交通量 

将来交通量は、一般交通量に資材等運搬車両等台数を加えた台数とし、表 8.2.12に示

すとおりである。 

 

表 8.2.12 予測地点の将来交通量 
単位：台/16時間 

予測地点 大型車 小型車 合計 

地点１ ホワイトウェイブ21 1,160 9,981 11,141 

地点２ 黄金堤 2,470 10,083 12,553 

地点３ 特別養護老人ホームレジデンス寺嶋 569 3,698 4,267 

地点４ 岡山砦山の地蔵堂前 873 8,321 9,194 

 

道路条件、音源位置 

予測地点の道路条件、音源位置は、図 8.2.6 に示すとおりである。音源高さは路面上とし、

予測位置は道路端の地上 1.2ｍとした。また、舗装種別はアスファルト舗装（密粒舗装）とし

た。 
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単位：ｍ 

地点１：ホワイトウェイブ 21 

地点２：黄金堤 

地点３：特別養護老人ホームレジデンス寺嶋 

地点４：岡山砦山の地蔵堂前 

図 8.2.6 予測地点の道路条件及び音源位置 
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  ：音源位置 

  ：予測位置 

西行き 1 車線 
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アスファルト舗装 

南行き 1 車線 
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アスファルト舗装 

北行き 1 車線 

走行速度 39km/時 

アスファルト舗装 

南行き 1 車線 

走行速度 53km/時 

アスファルト舗装 

北行き 1 車線 

走行速度 39km/時 

アスファルト舗装 

東行き 1 車線 

走行速度 45km/時 

アスファルト舗装 

西行き 1 車線 
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走行速度 

走行速度については平日の現地調査結果とし、図 8.2.6 に示すとおりとした。 

 

予測結果 

資材等運搬車両等の走行に伴う道路交通騒音の予測結果は、表 8.2.13 に示すとおりである。 

道路交通騒音の将来騒音レベルは、67～70 デシベルとなり、すべての地点で環境基準を満足

する。なお、資材等運搬車両等による騒音レベルの増加量は、最大で 1.2 デシベルとなる。 

 

表 8.2.13 資材等運搬車両等の走行に伴う道路交通騒音の予測結果(LAeq)  

単位:デシベル 

項目 

予測地点 

現況騒音レベル 
注１） 

① 

増加分 
注２） 

ⓒ 

将来騒音レベル 
注１） 

② 

環境基準 

地点１ ホワイトウェイブ21 
67 

（67.0） 
0.5 

68 

（67.5） 

70以下 

地点２ 黄金堤 
69 

（68.5） 
0.3 

69 

（68.8） 

地点３ 特別養護老人ホーム 
レジデンス寺嶋 

66 

（65.7） 
1.2 

67 

（66.9） 

地点４ 岡山砦山の地蔵堂前 
69 

(69.2)  
0.5 

70 

(69.7)  
注１）環境基準との比較は整数で行うが、本事業による増加分が分かるよう（ ）内に、小数点以下第一位まで表示した。 

注２）「増加分」は資材等運搬車両等の走行による騒音レベルの増加量を示す。 
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建設機械の稼働等 

予測方法 

予測事項 

予測事項は、表 8.2.14 に示すとおりである。 

 

表 8.2.14 騒音の予測事項（建設機械の稼働等） 

予測対象となる要因 予測事項 

建設機械の稼働等 
建設作業騒音 

（90％レンジの上端値(LA5)) 

 

予測対象とした処理方式 

特定の処理方式を対象とせず、各処理方式共通の予測を行った。 

 

予測地域、予測地点 

予測地域及び予測地点は、図 8.2.7 に示すとおりである。 

音の伝搬特性を考慮して、建設機械の稼働等による騒音に係る環境影響を受けるおそれが

あると認められる地域として対象事業実施区域から 100ｍの範囲とし、予測地点は敷地境界で

騒音レベルが最大となる地点とした。なお、予測高さは地上 1.2ｍとした。 

 

予測対象時期 

予測対象時期は、工事期間中で建設機械の稼働が最大（合成した騒音パワーレベルが最大）

となる時期として、工事開始後 22 ヵ月目を設定した（詳細は、資料編「資料１－１ 資材等

運搬車両等の走行、工事中の建設機械の稼働に係る予測時期の設定」参照）。 
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図 8.2.7 建設機械の稼働による建設作業騒音の 

予測地域及び予測地点 

この地図は、「西尾市地図情報サービス にしたんマップ 1:2,500 地形図（令和 3 年 11 月

閲覧）」を使用したものである。 
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予測方法 

ア.予測手順 

予測手順は、図 8.2.8 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.2.8 建設作業騒音レベルの予測手順 

 

イ.予測式 

予測は、「建設工事騒音の予測モデル ASJ CN-Model 2007」を用いた。 

予測地点における建設作業騒音レベルは、複数音源による騒音レベルの合成式を用いて算

出した。 

 

【外部伝搬計算】 

個別音源の距離減衰は次式により算出した。 

 Ｌｉ＝Ｌw －８－20 log10ｒ－Ｒ 

[記 号] 

Ｌｉ ：騒音レベル（デシベル） 
Ｌw ：音源の騒音発生量（デシベル） 
ｒ ：音源から受音点までの距離（ｍ） 
Ｒ ：回折減衰量（デシベル） 

  

工事計画 

建設機械の稼働条件設定 

・種類、規格 

・台数、配置 

点音源の伝搬理論式 

各音源別の騒音レベルの合成 

予測地域の設定 

建設作業騒音レベル 

予測時期の設定 

建設機械の 
パワーレベル 

立地特性 
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〈回折減衰〉 

         10 log10Ｎ+13 １≦Ｎ 
Ｒ＝ ５±８|Ｎ|0.438 -0.341≦Ｎ＜１ 
   ０ Ｎ＜-0.341 

         Ｎ：フレネル数（＝２δ/λ） 
         λ：波長 
         δ：行路差（＝ａ+ｂ-ｃ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【複数音源の合成】 

各音源から到達する騒音レベルを次式により合成し、予測値を算出した。 

 

 

 

    [記号] 
Ｌ  ：受音点の合成騒音レベル（デシベル） 
ｎ ：音源の個数 
Ｌi ：個別音源による予測地点での騒音レベル（デシベル） 

 

  

 
 
      ａ         ｂ 
 
 
   音源          ｃ        受音点 
 
          行路差 
 

n

li

10
Li

10 10log 10
　

　 　　　　　Ｌ
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ウ.予測条件 

建設機械の音源条件等 

予測時期である工事 22 ヵ月目に稼働する建設機械の種類及び台数等の音源条件は、表 

8.2.15 建設機械の音源条件等に示すとおりである。 

 

表 8.2.15 建設機械の音源条件等 

名称 規格 
稼働台数 

（台） 

パワーレベル 

（デシベル） 

バックホウ 0.7ｍ3 ５ 106 

杭打機 100ｔ ３ 105 

発電機 100KVA ３ 102 

クローラクレーン 200ｔ ３ 117 

ラフタークレーン 50ｔ ２ 103 

注）表中のデータは、「建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック（第３版）」（平成13年 社団法人日本

建設機械施工協会）等をもとに設定した。 

 

建設機械の稼働状況及び稼働位置 

建設機械の稼働状況及び稼働位置は、工事計画等をもとに図 8.2.9 に示すとおりとした。

音源位置の高さは建設機械のエンジンの一般的な高さとして、地上約 1.5ｍとした。 

なお、仮囲い（高さ３ｍ）の設置による回折減衰の効果を見込んだ。 
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図 8.2.9 建設機械の配置図 

 

この地図は、「西尾市地図情報サービス にしたんマップ 1:2,500 地形図（令和 3 年 11 月

閲覧）」を使用したものである。 

仮囲い（３ｍ） 

バックホウ    ５台/日 

杭打機      ３台/日 

発電機      ３台/日 

クローラクレーン ３台/日 

ラフタークレーン ２台/日 
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予測結果 

建設作業騒音レベルの予測結果は表 8.2.16 及び図 8.2.10 に示すとおりである。 

敷地境界における建設作業騒音レベルの最大値は 76 デシベルであり、特定建設作業に係る

規制基準値である 85 デシベルを下回る。 

 

表 8.2.16 建設機械の稼働に伴う建設作業騒音の予測結果（LA5） 
単位：デシベル 

予測地点 予測結果 規制基準 

最大レベル地点 76 

85以下 参
考 

地点１ 対象事業実施区域北側 70 

地点２ 対象事業実施区域東側 71 

地点３ 対象事業実施区域南側 62 

地点４ 対象事業実施区域西側 63 
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図 8.2.10 建設機械の稼働に伴う建設作業騒音の予測結果 

 

この地図は、「西尾市地図情報サービス にしたんマップ 1:2,500 地形図（令和 3 年 11 月

閲覧）」を使用したものである。 
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8.2.2.2 施設の供用 

機械等の稼働（騒音） 

予測方法 

予測事項 

予測事項は、表 8.2.17 に示すとおりである。 

 

表 8.2.17 施設騒音の予測事項（機械等の稼働） 

予測対象となる要因 予測事項 

機械等の稼働 
施設からの騒音 

（騒音レベルの90％レンジ上端値（LA5）） 

 

予測対象とした処理方式 

特定の処理方式を対象とせず、各処理方式共通の予測を行った。 

 

予測地域、予測地点 

予測地域及び予測地点は、図 8.2.11 に示すとおりである。 

音の伝搬特性を考慮して、機械等の稼働による騒音に係る環境影響を受けるおそれがある

と認められる地域として事業実施区域から 100ｍの範囲とし、予測地点は敷地境界で騒音レベ

ルが最大となる地点とした。なお、予測高さは地上 1.2ｍとした。 

 

予測対象時期 

予測対象時期は、計画施設の稼働が定常の状態となる時期とした。また、参考として、計画

施設の試運転時において既存のごみ処理施設と同時に稼働する時期についても予測を行った。 
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図 8.2.11 機械等の稼働による施設騒音の予測地域及び予測地点 

 

この地図は、「西尾市地図情報サービス にしたんマップ 1:2,500 地形図（令和 3 年 11 月

閲覧）」を使用したものである。 
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予測方法 

ア.予測手順 

予測手順は、図 8.2.12 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.2.12 施設騒音レベルの予測手順（機械等の稼働） 

 

イ.予測式 

建屋内に設置される機器の音は、外壁を透過し、距離減衰、他の建屋等の障壁により減衰を

経て受音点に達する。それぞれ次の方法により予測計算を行った。 

 

【各騒音源のパワーレベルの算出】 

音源が点音源であり、定常騒音源であること等により、パワーレベルを次式により算出し

た。 

Ｌｗ＝ＬｐA＋8＋20 log10ｒ1 
     

        [記号] 
Ｌｗ ：騒音源のパワーレベル（デシベル） 
ＬｐA ：騒音源の騒音レベル（デシベル） 
ｒ1 ：騒音源から測定地点までの距離（ｍ） 

事業計画 

設備機器の稼働条件設定 

・種類、規格 

・台数、配置 

予測時期の設定 

設備機器の 
パワーレベル 

立地特性 

伝搬理論式 

各音源別の騒音レベルの合成 

予測地域の設定 

施設の騒音レベル 
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【室内壁際の騒音レベルの算出】 

音源より発せられた騒音が壁際まで到達したときの値は、その距離をｒ（ｍ）、室定数を

ＲＣとして次式により求めた。 

Ｌｓ＝Ｌｗ+10 log10（        +    ） 

 
[記 号]  

Ｌｓ ：壁際の騒音レベル（デシベル） 
  Ｌｗ ：騒音源のパワーレベル（デシベル） 
  ｒ  ：騒音源から受音点までの距離（ｍ） 
  Ｑ  ：音源の指向係数 

       （半自由空間にあるものとしＱ＝２） 
  ＲＣ ：室定数（ｍ2） 
 
  ＲＣ＝    、Ａ＝  Ｓｉ×αｉ、α＝  

                       

 

 

 

 
 
 

【分割面の放射パワーレベル】 

設備機器を建物内に設置するため、外壁面等を面音源とみなし、この面音源を細分割し、

各分割面の中央に仮想点音源を設定する。仮想点音源のパワーレベルは次式により算出し

た。 

Ｌｗo＝Ｌｗｉ-ＴＬ+10 log10Ｓ 

Ｌｗｉ＝Ｌｓ+10 log10ＳO（ＳO＝１ｍ2） 

 
[記 号]  

Ｌｗｉ ：壁際の単位面積に入射するパワーレベル（デシベル） 
  Ｌｗo  ：外壁面全体の放射パワーレベル（デシベル） 

  Ｌｓ  ：室内壁際の騒音レベル（デシベル） 
  ＴＬ ：壁の透過損失（デシベル） 
  Ｓ  ：透過面積（ｍ2） 

 

 

 

 

  
○受音点 

●仮想点音源 

４ 
ＲＣ 

Ａ 
１－α ｉ＝１ 

Σ 
ｎ   Ｓｉ×αｉ 

  Ｓｉ 

ｉ＝１ 
Σ 
ｎ 

ｉ＝１ 
Σ 
ｎ 

Ａ ：吸音力（ｍ2） 
α ：平均吸音率 
αｉ ：部材の吸音率 
Ｓｉ ：部材の面積（ｍ2） 
ｎ ：部材の数 

Ｑ 
４・π・ｒ２ 
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【外部伝搬計算】 

予測地点における騒音レベルは、次式により算出した。 

Ｌr＝Ｌw -８-20 log10ｒ 
 

[記 号]   

Ｌr ：騒音レベル（デシベル） 
Ｌw ：外壁面全体のパワーレベル（デシベル） 
ｒ ：音源から予測地点までの距離（ｍ） 

 

【各音源からの合成】 

各仮想点音源から到達する騒音レベルを次式により合成し、予測値を算出した。 

 

 

 

[記 号]  

Ｌ ：受音点の合成騒音レベル（デシベル） 
Ｌrｉ ：個別音源による受音点での騒音レベル（デシベル） 
ｎ ：音源の個数 

 

n

li

10
Lri

10 10log 10
　

　 　　　　　Ｌ
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ウ.予測条件 

設備機器の音源条件 

主要な設備機器の音源条件及び配置は、表 8.2.18 及び図 8.2.13(1)～(3)に示すとおりで

ある（設備機器の周波数ごとの騒音レベルは、資料編「資料３－２ 施設騒音の予測条件」

参照）。なお、朝、夕、夜間は一部の機器が停止するものとして予測を行った。 

 

表 8.2.18 主要な設備機器の音源条件等 

No. 機器名 台数 

騒音レベル 
注１） 

（デシベル）

夜間 

停止注２） 

設置場所 

階数 部屋 

1 誘引送風機 2 109  1 

炉室 

2 機器冷却水揚水ポンプ 2 83  1 

3 脱気器給水ポンプ 2 88  1 

4 ボイラ給水ポンプ 3 100  1 

5 駆動用油圧装置 1 89  1 

6 計装用空気圧縮機 2 88  1 
空気圧縮機室 

7 雑用空気圧縮機 2 88  1 

8 排ガス再循環送風機 2 95  2 
炉室 

9 薬剤搬送ブロワ 3 89  1 

10 蒸気タービン 1 100  2 
蒸気タービン発電機室 

11 蒸気タービン発電機 1 93  2 

12 可燃性粗大ごみ破砕機 1 115 〇 2 プラットホーム 

13 灰クレーン 1 95  3 灰ピット上部 

14 押込送風機 2 100  1 
炉室 

15 二次送風機 2 97  1 

16 蒸気復水器 4 99  4 蒸気復水器室(屋外） 

17 脱臭用送風機 1 86  4 
炉室 

18 環境集じん機送風機 1 90  3 

19 機器冷却水冷却塔 1 99  5 
機器冷却水機塔置場

（屋外） 

20 ごみクレーン 2 80  塔屋階 ごみピット上部 

注１）騒音レベルは、機器１台あたりの機側１ｍの値である。値はメーカーヒアリング結果をもとに設定した。 

注２）朝、夕、夜間の予測は、一部の機器が停止するものとして予測を行った。「○」は停止する機器であることを示す。 
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図 8.2.13(1) 設備機器の配置（1階、２階）  

２ 階 

１ 階 

注）主要な設備機器の配置は、現時点での想定である。 
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図 8.2.13(2) 設備機器の配置（３階、４階）  

３ 階 

４ 階 

注）主要な設備機器の配置は、現時点での想定である。 
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図 8.2.13(3) 設備機器の配置（５階、塔屋階） 

 

  

注）主要な設備機器の配置は、現時点での想定である。 

５ 階 

塔屋階 
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壁等の吸音率及び透過損失 

工場棟建屋壁面の材質については、外壁を RC（200mm）及び ALC（100mm）による構造を基

本とした。 

また、特に騒音を発生する設備機器を設置する部屋については、グラスウール（50mm）仕

上げとする計画とした（設定した吸音材の位置、壁等の吸音率及び透過損失等は、資料編「資

料３－２ 施設騒音の予測条件」参照）。 

 

予測結果 

施設騒音レベルの予測結果は、表 8.2.19 及び図 8.2.14（1）、（2）に示すとおりである。 

施設騒音レベルの敷地境界における最大値は、昼間で 56 デシベル、朝、夕、夜間で 48 デシ

ベルであり、いずれの時間区分も規制基準値を満足している。 

 

表 8.2.19 機械等の稼働に伴う施設騒音の予測結果（LA5） 
単位：デシベル 

予測地点 

予測結果 

規制基準注１・２） 
昼間 

朝、
夕、 
夜間 

最大レベル地点 56 48 

昼間：60 

朝・夕：55 

夜間：50 

参

考 

地点１ 対象事業実施区域北側 53 46 

地点２ 対象事業実施区域東側 56 42 

地点３ 対象事業実施区域南側 45 42 

地点４ 対象事業実施区域西側 41 40 

注１）対象事業実施区域は都市計画法で用途地域の定められていない地域である。 

注２）規制基準値の時間区分は以下のとおり。 

朝：６～８時、昼間：８～19時、夕：19～22時、夜間：22～翌日の６時 
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<参考> 

参考として、計画施設の試運転時において既存のごみ処理施設と同時に稼働する時期につい

ても予測を行った。計画施設の試運転時において既存のごみ処理施設と同時に稼働する時期の

予測については、機械等の稼働に伴う騒音の予測結果と現況の騒音レベルとの合成値を求める

こととし、その結果は表 8.2.20 に示すとおりである。 

施設騒音レベルの敷地境界における最大値と現況との合成値は、朝 51 デシベル、昼間 57 デ

シベル、夕 50 デシベル、夜間 49 デシベルであり、いずれの時間区分も規制基準値を満足して

いる。なお、地点３については、現況の騒音レベルが夜間で 51 デシベルとなっているものの、

実際の敷地境界から法面を挟んで施設側で測定したものであり、敷地境界での施設による影響

はさらに小さいものと考えられる。 

 

表 8.2.20 機械等の稼働に伴う施設騒音の予測結果（LA5）：現況との合成値 
単位：デシベル 

予測地点 
現況 予測結果（合成値） 規制基準 

注１・２） 朝 昼間 夕 夜間 朝 昼間 夕 夜間 

最大レベル地点 49注３） 50注３） 45注３） 43注３） 51 57 50 49 

昼間：60 

朝・夕：55 

夜間：50 

参

考 

地点１ 
対象事業実施区域北側 

49 49 45 43 50 55 48 48 

地点２ 
対象事業実施区域東側 

51 50 48 44 52 57 49 46 

地点３ 
対象事業実施区域南側 

52注４） 55注４） 52注４） 51注４） 52 55 52 52 

地点４ 
対象事業実施区域西側 

49 51 47 44 49 51 48 46 

注１）対象事業実施区域は都市計画法で用途地域の定められていない地域である。 

注２）規制基準値の時間区分は以下のとおり。 

朝：６～８時、昼間：８～19時、夕：19～22時、夜間：22～翌日の６時 

注３）最大レベル地点の現況には、昼間は対象事業実施区域東側の値、朝・夕・夜間は対象事業実施区域北側の値を

用いた。 

注４）対象事業実施区域南側の実際の敷地境界は、本調査地点から法面を挟んでさらに約30ｍ離れた場所である。実

際の敷地境界での調査実施が困難であるため、施設側に近い地点で測定を行った。 
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図 8.2.14(1) 機械等の稼働に伴う施設騒音の予測結果（昼間） 

この地図は、「西尾市地図情報サービス にしたんマップ 1:2,500 地形図（令和 3 年 11 月

閲覧）」を使用したものである。 
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図 8.2.14（2） 機械等の稼働に伴う施設騒音の予測結果（朝、夕、夜間） 

この地図は、「西尾市地図情報サービス にしたんマップ 1:2,500 地形図（令和 3 年 11 月

閲覧）」を使用したものである。 
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廃棄物等の搬入及び搬出 

予測方法 

予測事項 

予測事項は、表 8.2.21 に示すとおりである。 

 

表 8.2.21 騒音の予測事項（廃棄物等の搬入及び搬出） 

予測対象となる要因 予測事項 

廃棄物運搬車両等の走行 
道路交通騒音 

（等価騒音レベル（LAeq）） 

 

予測対象とした処理方式 

特定の処理方式を対象とせず、各処理方式共通の予測を行った。 

 

予測地域、予測地点 

資材等の搬入及び搬出と同様に予測対象道路は、廃棄物運搬車両等の主要走行ルート沿道

とし、予測地点は、調査地点と同様の４地点とした。予測位置は道路端とし、予測高さは地上

1.2ｍとした。予測地点は、図 8.2.15 に示すとおりである。 

 

予測対象時期 

予測対象時期は、計画施設の稼働が定常の状態となる時期とした。 
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図 8.2.15 廃棄物運搬車両等の走行に伴う道路交通騒音の予測地点 

この地図は、国土地理院発行の 1：25,000 地形図「西尾」を使用したものである。 
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予測方法 

ア.予測手順 

予測手順は、図 8.2.16 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.2.16 道路交通騒音の予測手順 

 

イ.予測式 

予測式は、「8.2.2.1(1)資材等の搬入及び搬出」と同様とした。 

ウ.予測条件 

予測時間帯 

予測時間帯は、廃棄物運搬車両等が走行する時間帯（８時～17 時）を考慮し、騒音に係る

環境基準の昼間の時間区分（６時～22 時の 16 時間）とした。 

なお、基本的に日曜日はごみの収集や直接持ち込みの受入れは行わない。また、基本的に

土曜日は午前中のみごみの収集や直接持ち込みの受入れを行う予定であるが、廃棄物運搬車

両等を含めて全体の交通量がより多く、将来騒音レベルが高くなると考えられる平日につい

て行うこととした。 

交通条件 

   ａ 一般交通量 

一般交通量は、調査結果と同様とし、表 8.2.22に示すとおりとした（詳細な設定台数

は、資料編「資料３－４ 騒音及び振動の予測に用いた時間帯別交通量」参照）。 

また、予測対象時期における一般交通量の現地調査時点からの伸び率は1.0とした（資

料編「資料２－７ 一般交通量の伸び率の検討」参照）。 

  

現況騒音レベル 
（調査結果） 

① 
 

廃棄物運搬車両等の 
走行時の騒音レベル 
（将来騒音レベル） 

②＝①＋○Ｃ  

一般交通の交通条件 

一般交通による 
騒音レベル計算結果 

○Ａ  

廃棄物運搬車両等によ
る騒音レベルの増加量 

○Ｃ ＝○Ｂ －○Ａ  
 

将来交通による 
騒音レベル計算結果 

○Ｂ  

予測式 

将来交通の交通条件 
（一般交通＋ 

廃棄物運搬車両等） 
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表 8.2.22 予測地点の一般交通量 
単位：台/16時間 

予測地点 大型車 小型車 合計 

地点１ ホワイトウェイブ21 900 9,681 10,581 

地点２ 黄金堤 2,210 9,783 11,993 

地点３ 特別養護老人ホームレジデンス寺嶋 309 3,398 3,707 

地点４ 岡山砦山の地蔵堂前 613 8,021 8,634 

 

   ｂ 廃棄物運搬車両等台数 

予測地点ごとの廃棄物運搬車両等の台数は、表 8.2.23に示すとおりである。 

予測に用いる廃棄物運搬車両等の台数は、新たに増加する岡崎市及び幸田町からの搬

入予定台数をもとに設定し、大型車92台/日（往復）とした。なお、各走行ルートにおけ

る走行割合は現時点では未定であるため、安全側評価の観点から、地点１及び地点２の

予測地点においては廃棄物運搬車両等がすべて走行するものと設定した。また、地点３

及び地点４の予測地点においては幸田町方面からの廃棄物運搬車両等がすべて走行する

ものと設定した（詳細な設定台数は、資料編「資料３－４ 騒音及び振動の予測に用い

た時間帯別交通量」参照）。 

 

表 8.2.23 予測地点の廃棄物運搬車両等の台数（往復） 
単位：台/16時間 

予測地点 大型車 小型車 合計 

地点１ ホワイトウェイブ21 92 0 92 

地点２ 黄金堤 92 0 92 

地点３ 特別養護老人ホームレジデンス寺嶋 14 0 14 

地点４ 岡山砦山の地蔵堂前 14 0 14 

 

   ｃ 将来交通量 

将来交通量は、一般交通量に廃棄物運搬車両等台数を加えた台数とし、表 8.2.24に示

すとおりである。 

 

表 8.2.24 予測地点の将来交通量 
単位：台/16時間 

予測地点 大型車 小型車 合計 

地点１ ホワイトウェイブ21 992 9,681 10,673 

地点２ 黄金堤 2,302 9,783 12,085 

地点３ 特別養護老人ホームレジデンス寺嶋 323 3,398 3,721 

地点４ 岡山砦山の地蔵堂前 627 8,021 8,648 
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道路条件、音源位置 

予測地点の道路条件、音源位置は、「8.2.2.1(1) 資材等の搬入及び搬出」と同様とした。 

走行速度 

走行速度については、「8.2.2.1(1) 資材等の搬入及び搬出」と同様とした。 

 

予測結果 

廃棄物運搬車両等の走行に伴う道路交通騒音の予測結果は、表 8.2.25 に示すとおりである。 

道路交通騒音の将来騒音レベルは、66～69 デシベルとなり、すべての地点で環境基準を満足

する。なお、廃棄物運搬車両等による騒音レベルの増加量は、最大で 0.2 デシベルとなる。 

 

表 8.2.25 廃棄物運搬車両等の走行に伴う道路交通騒音の予測結果(LAeq) 
単位:デシベル 

項目 

予測地点 

現況騒音レベル 
注１） 

① 

増加分 
注２） 

ⓒ 

将来騒音レベル 
注１） 

② 

環境基準 

地点１ ホワイトウェイブ21 
67 

（67.0） 
0.2 

67 

（67.2） 

70以下 

地点２ 黄金堤 
69 

（68.5） 
0.1 

69 

（68.6） 

地点３ 特別養護老人ホーム 
レジデンス寺嶋 

66 

（65.7） 
0.1未満 

66 

（65.7） 

地点４ 岡山砦山の地蔵堂前 
69 

(69.2)  
0.1未満 

69 

(69.2)  
注１）環境基準との比較は整数で行うが、本事業による増加分が分かるよう（ ）内に、小数点以下第一位まで表示した。 

注２）「増加分」は廃棄物運搬車両等の走行による騒音レベルの増加量を示す。 
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機械等の稼働（低周波音） 

予測方法 

予測事項 

予測事項は、表 8.2.26 に示すとおりである。 

 

表 8.2.26 低周波音の予測事項（機械等の稼働（低周波音）） 

予測対象となる要因 予測事項 

機械等の稼働 施設からの低周波音 

 

予測対象とした処理方式 

特定の処理方式を対象とせず、各処理方式共通の予測を行った。 

 

予測地域 

予測地域は、低周波音の伝搬特性を考慮して、機械等の稼働による低周波音に係る環境影響

を受けるおそれがあると認められる地域として、対象事業実施区域周辺とした。 

 

予測対象時期 

予測対象時期は、計画施設の稼働が定常の状態となる時期とした。 

 

予測方法 

事業計画に基づく環境配慮事項とともに、計画施設と同様の処理方式である類似施設にお

ける測定事例を基に定性的に予測した。 

計画施設と類似施設の比較は表 8.2.27 に示すとおりである。 

 

表 8.2.27 計画施設と類似施設の比較 

項目 計画施設 類似施設① 類似施設② 類似施設③ 

処理能力 
266ｔ/日 

（133ｔ/日×２炉） 

405ｔ/日 

（135ｔ/日×３炉） 

380ｔ/日 

（190ｔ/日×２炉） 

315ｔ/日 

（105ｔ/日×３炉） 

処理方式 未定 ストーカ式 
シャフト式 

ガス化溶融炉 
流動床式 

建物構造 SRC 造、S 造、RC 造 SRC 造、S 造 SRC 造、S 造 SRC 造、S 造、RC 造 

竣工年月 令和12年予定 平成14年12月 平成27年４月 平成25年10月 

出典：類似施設①「千葉市新港清掃工場の処理能力変更に係る生活環境影響調査書」（平成28年10月 千葉市） 

   類似施設②「東総地区広域ごみ処理施設建設事業に係る環境影響評価書」（平成29年12月 銚子市） 

   類似施設③「（仮称）平塚市次期環境事業センターの建設に伴う環境影響評価事後調査（供用開始後） 

報告書」（平成29年６月 平塚市） 
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予測結果 

各類似施設における調査結果は、表 8.2.28～表 8.2.30 に示すとおりである。各類似施設の

調査結果をみると、いずれの施設もすべての地点で手引書の心身に係る苦情に関する参照値 G

特性 92 デシベルを下回っている。 

なお、本事業で低周波音の発生する可能性がある機器として、押込送風機、誘引送風機等

の通風設備、蒸気タービン、蒸気復水器、可燃性粗大ごみ破砕機等があげられるが、壁面か

らの二次的な低周波音が発生しないよう配慮し、低周波音の発生を防止する計画である。ま

た、計画施設はいずれの類似施設よりも処理能力が小さく、建屋から敷地境界までの距離が

最も短いところでも約９ｍ程度となることから（図 8.2.17 参照）、計画施設においても影響

は小さいものと予測する。 

 

表 8.2.28 類似施設①（ストーカ式）における低周波音の調査結果（Ｇ特性音圧レベル） 

調査地点 調査結果 

（デシベル） 
調査地点 

地点名 施設からの距離 

地点１ 約10ｍ 80.3 
 

地点２ 約15ｍ 74.8 

地点３ 約５ｍ 78.7 

 

出典：「千葉市新港清掃工場の処理能力変更に係る生活環境影響調査書」（平成28年10月 千葉市）をもとに作成 

  

 Ｎ
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表 8.2.29 類似施設②（シャフト式ガス化溶融炉）における低周波音の調査結果 

（Ｇ特性音圧レベル） 

調査地点 調査結果 

（デシベル） 
調査地点 

地点名 施設からの距離 

地点１ 約21ｍ 73.9 
 

地点２ 約15ｍ 68.5 

地点３ 約23ｍ 72.8 

地点４ 約11ｍ 83.4 

地点５ 約16ｍ 82.4 

 

出典：「東総地区広域ごみ処理施設建設事業に係る環境影響評価書」（平成29年12月 銚子市）をもとに作成 

 

表 8.2.30 類似施設③（流動床式）における低周波音の調査結果（Ｇ特性音圧レベル） 

調査地点 調査結果 

（デシベル） 
調査地点 

地点名 施設からの距離 

地点 A 約 30ｍ 79 
 

地点 B 約 50ｍ 72 

地点 C 約５ｍ 77 

 

出典：「（仮称）平塚市次期環境事業センターの建設に伴う環境影響評価事後調査（供用開始後）報告書」（平成29年６月 

平塚市）をもとに作成 
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図 8.2.17 計画施設配置図 

 

この地図は、「西尾市地図情報サービス にしたんマップ 1:2,500 地形図（令和 3 年 11 月

閲覧）」を使用したものである。 

敷地境界までの
最短距離約９ｍ 
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評価 

8.2.3.1 評価方法 

環境影響の回避・低減に係る評価 

環境影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避・低減されているかどうかに

ついて評価した。 

環境保全に関する基準等との整合性に係る評価 

環境影響の予測結果を踏まえて、環境保全に関する基準等との整合性が図られているかどう

かについて評価した。 

 

8.2.3.2 環境保全措置 

工事の実施 

資材等の搬入及び搬出 

資材等の搬入及び搬出において、環境影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減する

ために実施する環境保全措置は、表 8.2.31 に示すとおりである。 

 

表 8.2.31 環境保全措置（資材等の搬入及び搬出） 

環境保全に関する措置 
事業 
主体 

効果及び措置によ
る環境の変化 

不確実性 
の程度 

措置に伴い生
ずるおそれの

ある影響 

資材等の搬入時期・時間帯及び
搬入ルートの分散化を図り、車
両の集中を避ける。 

事業者 騒音への影響の低
減が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 

積載量に応じた適正な車種の選
定による運搬の効率化を推進す
ることにより、さらに資材等運
搬車両等の走行台数を減らすよ
う努める。 

事業者 騒音への影響の低
減が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 

工事関係の通勤者には、できる
限り自動車の相乗りを指導し、
通勤に使用する車両の走行台数
を減らすよう努める。 

事業者 騒音への影響の低
減が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 

資材等運搬車両等のエコドライ
ブを徹底する。 

事業者 騒音への影響の低
減が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 

資材等運搬車両等のアイドリン
グストップを徹底する。 

事業者 騒音への影響の低
減が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 

資材等運搬車両等の整備、点検
を徹底する。 

事業者 騒音への影響の低
減が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 
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建設機械の稼働等 

事業計画の策定時における環境配慮事項のうち、予測に反映されている環境配慮事項は以下

のとおりである。 

・建設機械は、可能な限り低騒音型の建設機械を積極的に使用する。 

・対象事業実施区域の周囲には仮囲いを設置し、周辺地域への騒音を防止する。 

 

また、建設機械の稼働において、環境影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減する

ために実施する環境保全措置は、表 8.2.32 に示すとおりである。 

 

表 8.2.32 環境保全措置（建設機械の稼働等） 

環境保全に関する措置 
事業 
主体 

効果及び措置によ
る環境の変化 

不確実性 
の程度 

措置に伴い生
ずるおそれの

ある影響 

仮囲いの通用門は、通行時
以外は閉じておく。 

事業者 騒音への影響の低
減が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 

建設機械の作業待機時にお
けるアイドリングストップ
を徹底する。 

事業者 騒音への影響の低
減が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 

建設機械の整備、点検を徹
底する。 

事業者 騒音への影響の低
減が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 

工事規模に合わせた建設機

械の設定を行い、騒音の抑制

に努める。 

事業者 騒音への影響の低

減が期待できる。 

小さいと

考える。 

特になし。 
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施設の供用 

機械等の稼働（騒音） 

事業計画の策定時における環境配慮事項のうち、予測に反映されている環境配慮事項は以下

のとおりである。 

・設備機器類については、低騒音型機器の採用に努めるとともに、建屋内への配置を基本と

し、騒音の低減に努める。 

・著しい騒音が発生する設備機器類は、騒音の伝搬を緩和させるため、防音室を設け、壁や

天井には吸音材を設置する。 

 

また、機械等の稼働（騒音）において、環境影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低

減するために実施する環境保全措置は、表 8.2.33 に示すとおりである。 

 

表 8.2.33 環境保全措置（機械等の稼働（騒音）） 

環境保全に関する措置 
事業 
主体 

効果及び措置によ
る環境の変化 

不確実性 
の程度 

措置に伴い生
ずるおそれの

ある影響 

騒音のさらなる低減のた
め、蒸気復水器の開口部分
にサイレンサーを設置する
等の騒音対策を検討する。 

事業者 騒音への影響の低
減が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 

騒音発生源は極力敷地境界
から離した位置に配置す
る。 

事業者 騒音への影響の低
減が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 

外部への騒音を防止するた
め、プラットホームの出入
口に自動開閉扉を設置し可
能な限り閉鎖する。 

事業者 騒音への影響の低
減が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 

設備機器類は、定期点検を
実施し、常に正常な運転を
行うように維持管理を徹底
する。 

事業者 騒音への影響の低
減が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 
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廃棄物等の搬入及び搬出 

廃棄物等の搬入及び搬出において、環境影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減す

るために実施する環境保全措置は、表 8.2.34 に示すとおりである。 

 

表 8.2.34 環境保全措置（廃棄物等の搬入及び搬出） 

環境保全に関する措置 
事業 
主体 

効果及び措置による
環境の変化 

不確実性 
の程度 

措置に伴い生
ずるおそれの

ある影響 

朝・夕の交通量増加時には、廃棄
物運搬車両等の台数を抑えるよ
う努める。 

事業者 騒音への影響の低減
が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 

廃棄物運搬車両等のエコドライ
ブを徹底する。 

事業者 騒音への影響の低減
が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 

廃棄物運搬車両等のアイドリン
グストップを徹底する。 

事業者 騒音への影響の低減
が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 

廃棄物運搬車両等の整備、点検
を徹底する。 

事業者 騒音への影響の低減
が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 

委託業者と収集運搬許可業者が
低公害車の導入を促進するよう
要請を行う。 

事業者 騒音への影響の低減
が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 

 

機械等の稼働（低周波音） 

事業計画の策定時における環境配慮事項のうち、予測に反映されている環境配慮事項は以下

のとおりである。 

・低周波音の伝搬を防止するために、設備機器類は壁面からの二次的な低周波音が発生しな

いよう配慮する。 

 

また、機械等の稼働（低周波音）において、環境影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・

低減するために実施する環境保全措置は、表 8.2.35 に示すとおりである。 

 

表 8.2.35 環境保全措置（機械等の稼働（低周波音）） 

環境保全に関する措置 
事業 
主体 

効果及び措置によ
る環境の変化 

不確実性 
の程度 

措置に伴い生
ずるおそれの

ある影響 

設備機器類は、定期点検を実施
し、常に正常な運転を行うよう
に維持管理を徹底する。 

事業者 低周波音の環境へ
の影響の低減が期
待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 

低周波音に係る苦情が発生し
た場合には、聞き取りや現場の
確認、測定の実施などにより低
周波音の発生状況を的確に把
握し、適切な対策を検討のうえ
実施する。 

事業者 低周波音の環境へ
の影響の低減が期
待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 
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8.2.3.3 評価結果 

工事の実施 

資材等の搬入及び搬出 

環境影響の回避・低減に係る評価 

資材等運搬車両等による騒音レベルの増加量は、最大で 1.2 デシベルであることから、環境

影響の程度が小さいと判断する。 

さらに、環境保全措置を実施することから、騒音に係る環境影響が事業者の実行可能な範囲

内でできる限り回避・低減が図られている。 

 

環境保全に関する基準等との整合性に係る評価 

道路交通騒音の将来騒音レベルは、平日で 67～70 デシベルとなり、すべての地点で環境基

準を満足することから、騒音の環境保全に関する基準等との整合性が図られている。 

 

建設機械の稼働等 

環境影響の回避・低減に係る評価 

建設機械等の稼働に伴う騒音は、工事区域の周囲には仮囲いを設置し周辺地域への騒音を

防止することなどにより、環境への影響の程度が小さいと判断する。 

さらに、環境保全措置を実施することから、騒音に係る環境影響が、事業者の実行可能な範

囲内でできる限り回避・低減が図られている。 

 

環境保全に関する基準等との整合性に係る評価 

建設機械の稼働に伴う騒音レベルは、敷地境界において最大 76 デシベルであり、特定建設

作業騒音の規制基準値以下となっていることから、騒音の環境保全に関する基準等との整合性

が図られている。 

 

施設の供用 

機械等の稼働（騒音） 

環境影響の回避・低減に係る評価 

機械等の稼働に伴う騒音は、著しい騒音を発生する設備機器類は、騒音の伝搬を緩和させる

ため、防音室を設け、壁や天井には吸音材を設置することなどにより、環境への影響の程度が

小さいと判断する。 

さらに、環境保全措置を実施することから、騒音に係る環境影響が、事業者の実行可能な範

囲内でできる限り回避・低減が図られている。 

環境保全に関する基準等との整合性に係る評価 

機械等の稼働に伴う騒音レベルは、敷地境界の最大で昼間 56 デシベル、朝、夕、夜間 48 デ

シベルであり、いずれの時間区分も規制基準値との整合性が図られている。 
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廃棄物等の搬入及び搬出 

環境影響の回避・低減に係る評価 

廃棄物運搬車両等による騒音レベルの増加量は、最大で 0.2 デシベルであることから、環境

影響の程度が小さいと判断する。 

さらに、環境保全措置を実施することから、騒音に係る環境影響が事業者の実行可能な範囲

内でできる限り回避・低減が図られている。 

 

環境保全に関する基準等との整合性に係る評価 

道路交通騒音の将来騒音レベルは、平日で 67～69 デシベルとなり、すべての地点で環境基

準を満足することから、騒音の環境保全に関する基準等との整合性が図られている。 

 

機械等の稼働（低周波音） 

環境影響の回避・低減に係る評価 

機械等の稼働に伴う低周波音については壁面からの二次的な低周波音が発生しないよう配

慮し、低周波音の発生を防止することにより低減されることから、環境への影響の程度が小さ

いと判断する。 

さらに、環境保全措置を実施することから、低周波音に係る環境影響が、事業者の実行可能

な範囲内でできる限り回避・低減が図られている。 

 

環境保全に関する基準等との整合性に係る評価 

類似施設の測定結果において、心身に係る苦情に関する参照値 G 特性 92 デシベルを下回っ

ていることから、低周波音の環境保全に関する基準等との整合性が図られている。 
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8.3 振動 

調査 

8.3.1.1 調査方法 

調査項目 

振動の調査項目は、表 8.3.1 に示すとおりである。 

 

表 8.3.1 振動の調査項目 

調査項目 
文献その他 
の資料調査 

現地調査 

振動の状況 
環境振動 － ○ 

道路交通振動 － ○ 

沿道の状況 ○ ○ 

道路構造等の状況 

道路構造 － ○ 

交通量 ○ ○ 

走行速度 － ○ 

地盤の状況 ○ ○ 

 

調査地域 

調査地域は、環境振動については対象事業実施区域及びその周辺とし、道路交通振動につい

ては資材等運搬車両等及び廃棄物運搬車両等の主要走行経路の沿道とした。 

 

調査方法 

振動の状況 

現地調査 

ア.調査期間 

調査期間は、表 8.3.2 に示すとおりである。 

 

表 8.3.2 調査期間 

調査項目 調査日 

環境振動 
・平日  令和５年 10 月 23 日(月) ９時～10 月 24 日(火) ９時 
・休日  令和５年 10 月 21 日(土) ９時～10 月 22 日(日) ９時 

道路交通振動 
・平日  令和５年 10 月 30 日(月) ７時～19 時 
・休日  令和５年 10 月 28 日(土) ７時～19 時 

交通量等 
・平日  令和５年 10 月 30 日(月) ６時～10 月 31 日(火) ６時 
・休日  令和５年 10 月 28 日(土) ６時～10 月 29 日(日) ６時 

地盤の状況 

（地盤卓越振動数） 
・平日  令和５年 10 月 30 日(月) 
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イ.調査地点 

環境振動の調査地点は、環境騒音と同様に対象事業実施区域敷地境界付近４地点及び周辺の

住宅地を代表する４地点の計８地点とした。調査地点は「8.2 騒音及び超低周波音 8.2.1 

調査」（表 8.2.3 及び図 8.2.1）に示したとおりである。 

また、道路交通振動の調査地点は、道路交通騒音と同様に資材等運搬車両等及び廃棄物運搬

車両等の走行により交通量が相当程度変化すると考えられる主要走行経路の沿道のうち、住居

等の保全対象の分布状況等を勘案した４地点とした。調査地点は「8.2 騒音及び超低周波音 

8.2.1 調査」（表 8.2.4 及び図 8.2.2）に示したとおりである。 

 

ウ.調査方法 

調査方法は表 8.3.3 に示すとおりである。 

 

表 8.3.3 調査方法 

調査項目 調査方法 

環境振動 
道路交通振動 

振動規制法施行規則に定める測定方法（JIS Z 8735
「振動レベル測定方法」）に準拠した方法 

道路構造 メジャー等による計測 

交通量 カウンターによる計測 

走行速度 ストップウォッチによる計測 

地盤卓越振動数 「道路環境整備マニュアル」に準拠した方法 

 

沿道の状況 

文献その他の資料調査 

土地利用現況図等の既存資料を収集・整理した。 

現地調査 

振動の状況の現地調査に合わせて、沿道の状況を把握した。 

 

道路構造及び当該道路における交通量及び走行速度の状況 

文献その他の資料調査 

対象事業実施区域及びその周辺の「全国道路交通センサス」によって実施された対象事業実

施区域及びその周辺における最近年の調査結果を収集・整理した。 

現地調査 

道路構造は、道路交通振動と同じ調査地点において実測し、横断面図を作成した。交通量は、

道路交通振動と同日（平日及び休日）に、「8.2 騒音及び超低周波音 8.2.1 調査」（図 8.2.2）

に示した調査地点において、上下車線別（小型車、大型車、二輪車）に 24 時間連続調査した。

走行速度は、道路交通振動と同日に、「8.2 騒音及び超低周波音 8.2.1 調査」（図 8.2.2）

に示した調査地点において上下車線別に１時間あたり 10 台程度を対象として調査した。 
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地盤の状況 

文献その他の資料調査 

表層地質図等の既存資料を収集・整理した。 

現地調査 

地盤の状況については、道路交通振動調査地点において地盤卓越振動数を調査した。 
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8.3.1.2 調査の結果 

振動の状況 

現地調査 

環境振動 

環境振動の調査結果は表 8.3.4 に示すとおりである。 

平日の昼間で 30 デシベル未満～45 デシベル、夜間で 30 デシベル未満～40 デシベル、休日

の昼間で 30デシベル未満～39デシベル、夜間で 30デシベル未満～31デシベルとなっている。

振動については、環境基準が設定されていないが、すべての地点において、人が振動を感じ始

めるとされる値（振動感覚閾値）である 55 デシベルを下回っていた。 

なお、詳細は、資料編「資料４－１ 振動調査結果」に示すとおりである。 

 

表 8.3.4 環境振動調査結果 
単位：デシベル 

調査地点 

時間率振動レベル（L10） 

昼間 

（７時～20時） 

夜間 

（20時～７時） 

平日 休日 平日 休日 

地点１ 対象事業実施区域北側 
32 

（30未満～36）
31 

（30未満～36）
30 

（30未満～30）
30未満 

地点２ 対象事業実施区域東側 30未満 30未満 30未満 30未満 

地点３ 対象事業実施区域南側 30未満 30未満 30未満 30未満 

地点４ 対象事業実施区域西側 30未満 30未満 30未満 30未満 

地点５ 室場南部集落排水処理場 
30 

（30未満～31）
30未満 30未満 30未満 

地点６ 宅野島農民センター 
30 

（30未満～30）
30未満 30未満 30未満 

地点７ 岡山集落センター 30未満 30未満 30未満 30未満 

地点８ 対象事業実施区域の東側住居付近 
45 

（40～48） 
39 

（32～45） 
40 

（35～46） 
31 

（30未満～36）
注１）表中の値は、時間帯別の値を算術平均した値であり、（）内の値は時間帯別の値の範囲を示している。 

注２）振動計測器の測定下限値は30デシベルであり、測定下限値未満は30デシベル未満と示している。 

注３）人が振動を感じ始めるとされる値（振動感覚閾値）は、55デシベルといわれている。 

 

道路交通振動 

道路交通振動の調査結果は、表 8.3.5 に示すとおりである。 

平日で 33～44 デシベル、休日で 33～38 デシベルとなっていた。道路交通振動については環

境基準等は設けられていないが、参考として要請限度と比較すると、いずれの地点もすべての

時間帯において要請限度を下回っていた。また、人が振動を感じ始めるとされる値（振動感覚

閾値）である 55 デシベルについても下回る結果であった。 

なお、詳細は、資料編「資料４－１ 振動調査結果」に示すとおりである。 
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表 8.3.5 道路交通振動調査結果 
単位：デシベル 

調査地点 

時間率振動レベル（L10） 

昼間（７～19時） 
昼間 

（７～20時）

平日 休日 要請限度 

地点１ ホワイトウェイブ21 
33 

（31～35） 
33 

（32～35） 

70以下 
地点２ 黄金堤 

44 
（37～46） 

38 
（31～41） 

地点３ 特別養護老人ホームレジデンス寺嶋 
36 

（34～38） 
33 

（32～34） 

地点４ 岡山砦山の地蔵堂前 
40 

（38～43） 
38 

（36～40） 
注１）表中の値は、時間帯別の値を算術平均した値であり、（）内の値は時間帯別の値の範囲を示している。 

注２）振動計測器の測定下限値は30デシベルであり、測定下限値未満は30デシベル未満と示している。 

注３）地点１～４は都市計画区域で用途地域の定められていない地域であり、要請限度は第２種区域の値を示している。 

 

沿道の状況 

文献その他の資料調査 

文献その他の資料調査による沿道の状況の結果は、「第３章 3.2.2 土地利用の状況」に示

したとおりである。 

現地調査 

対象事業実施区域へのアクセスは、県道宮迫今川線、主要地方道西尾吉良線から市道を経由

して行う。県道宮迫今川線及び主要地方道西尾吉良線の沿道は主に耕作地や雑草地等であり、

住宅等は少ない。なお、県道宮迫今川線沿道には、特別養護老人ホーム（レジデンス寺嶋）が

みられる。また、市道については、沿道は工場・事業所等となっている。 

 

道路構造及び当該道路における交通量及び走行速度の状況 

文献その他の資料調査 

文献その他の資料調査による交通量の結果は、「第３章 3.2.5 交通の状況」に示したとお

りである。 

現地調査 

道路構造 

道路交通振動の調査を実施した地点における道路横断面構成は、「8.2 騒音及び超低周波音 

8.2.1 調査」に示したとおりである。 

交通量 

交通量調査結果は、「8.1 大気質 8.1.1 調査」に示したとおりである。 

走行速度 

走行速度の調査結果は、「8.2 騒音及び超低周波音 8.2.1 調査」に示したとおりである。 

 

地盤の状況 

文献その他の資料調査 

文献その他の資料調査による地盤の状況の調査結果は、「第３章 3.1.6 地形及び地質の状
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況」に示したとおりである。 

現地調査 

地盤卓越振動数の調査結果は、表 8.3.6 に示すとおりである。 

調査結果をみると、すべての地点で「道路環境整備マニュアル」（平成元年１月 社団法人日

本道路協会）において軟弱地盤の目安とされる値（15Hz 以下）を上回っていた。 

 

表 8.3.6 地盤卓越振動数の調査結果 
単位：Hz 

調査地点 地盤卓越振動数 

地点１ ホワイトウェイブ21 16.7 

地点２ 黄金堤 15.9 

地点３ 特別養護老人ホームレジデンス寺嶋 15.8 

地点４ 岡山砦山の地蔵堂前 15.7 
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予測 

8.3.2.1 工事の実施 

資材等の搬入及び搬出 

予測方法 

予測事項 

予測事項は、表 8.3.7 に示すとおりである。 

 

表 8.3.7 振動の予測事項（資材等の搬入及び搬出） 

予測対象となる要因 予測事項 

資材等運搬車両等の走行 
道路交通振動 

（80％レンジの上端値（L10）） 

 

予測対象とした処理方式 

特定の処理方式を対象とせず、各処理方式共通の予測を行った。 

 

予測地域、予測地点 

予測対象道路は、資材等運搬車両等の主要走行ルート沿道とし、予測地点は、調査地点と同

様の４地点とした。予測位置は道路端とした。予測地点は、図 8.3.1 に示すとおりである。 

 

予測対象時期 

予測対象時期は、影響が最大となる時期として、資材等運搬車両等の走行による振動が最も

大きくなる工事開始後 42 ヵ月目を設定した（詳細は、資料編「資料１－１ 資材等運搬車両

等の走行、工事中の建設機械の稼働に係る予測時期の設定」参照）。 
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図 8.3.1 資材等運搬車両等の走行に伴う道路交通振動の予測地点 

この地図は、国土地理院発行の 1：25,000 地形図「西尾」を使用したものである。 
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予測方法 

ア.予測手順 

予測手順は図 8.3.2 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.3.2 道路交通振動の予測手順 

 

現況振動レベル 
（調査結果） 

① 
 

資材等運搬車両等の 
走行時の振動レベル 
（将来振動レベル） 

②＝①＋○Ｃ  

一般交通の交通条件 

一般交通による 
振動レベル予測結果 

○Ａ  

資材等運搬車両等によ
る振動レベル増加量 

○Ｃ ＝○Ｂ －○Ａ  
 

将来交通による 
振動レベル予測結果 

○Ｂ  

予測式 

将来交通の交通条件 
（一般交通＋ 

資材等運搬車両等） 
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イ.予測式 

予測式は、旧建設省土木研究所の提案式を用いた。 

 

Ｌ10＝Ｌ10
＊ -αｌ 

Ｌ10
＊＝ａlog10(log10Ｑ＊)+ｂlog10Ｖ+ｃlog10Ｍ+ｄ+ασ+αf+αs  

 
[記 号] 

Ｌ10 ：振動レベルの80％レンジの上端値の予測値（デシベル） 

Ｌ10
＊ ：基準点における振動レベルの80％レンジの上端値の予測値（デシベル） 

※基準点は、最外側車線中心より５ｍ地点（平面道路）とした。 

Ｑ＊ ：500秒間の１車線当たり等価交通量（台/500秒/車線） 

 

 

Ｑ1  ：小型車時間交通量（台/時） 

Ｑ2  ：大型車時間交通量（台/時） 

Ｋ  ：大型車の小型車への換算係数（Ｖ≦100km/時のとき13） 

Ｖ  ：平均走行速度（㎞/時） 

Ｍ  ：上下車線合計の車線数 

ασ  ：路面の平坦性による補正値（デシベル） 

ασ＝8.2log10σ（アスファルト舗装） 

σ：３ｍプロフィルによる路面凹凸の標準偏差（㎜） 

※ここでは、交通量の多い一般道路のうち、予測結果が最大となる

5.0㎜を用いた。 

αf  ：地盤卓越振動数による補正値（デシベル） 

αf＝－17.3log10ｆ（ｆ≧８Hz のとき：平面道路） 

ｆ：地盤卓越振動数（Hz） 

αs  ：道路構造による補正値（０デシベル（盛土道路、切土道路、堀割道路以外）） 

αl  ：距離減衰値（デシベル） 

β＝0.130Ｌ10
*-3.9（平面道路の砂地盤） 

ｒ：基準点から予測地点までの距離（ｍ） 

ａ、ｂ、ｃ、ｄ：定数 ａ=47 

ｂ=12 

ｃ=3.5（平面道路） 

ｄ=27.3（平面道路） 

 

ウ.予測条件 

予測時間帯 

予測時間帯は、資材等運搬車両等の大型車が走行する時間帯（７時～18 時）のうち、各地

点で振動レベルが最大となる時間帯とし、表 8.3.8 に示すとおりとした。 

 

表 8.3.8 予測時間帯 

調査地点 時間帯 

地点１ ホワイトウェイブ21 10時台 

地点２ 黄金堤 15 時台 

地点３ 特別養護老人ホームレジデンス寺嶋 14 時台 

地点４ 岡山砦山の地蔵堂前 ８時台 

）Ｑ Ｋ ＋Ｑ 　　(　　
Ｍ

１
　　　　

3,600

500
　＝　　Ｑ ２１　

log2

5

r
βlog

＝　　α1

1
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交通条件 

   ａ 一般交通量 

一般交通量は、調査結果と同様とし、表 8.3.9に示すとおりとした（詳細な設定台数

は、資料編「資料３－４ 騒音及び振動の予測に用いた時間帯別交通量」参照）。 

また、予測対象時期における一般交通量の現地調査時点からの伸び率は1.0とした（資

料編「資料２－７ 一般交通量の伸び率の検討」参照）。 

 

表 8.3.9 予測地点の一般交通量 
単位：台/時 

予測地点 時間帯 大型車 小型車 合計 

地点１ ホワイトウェイブ21 10 時台 111 639  750 

地点２ 黄金堤 15 時台 199 590 789 

地点３ 特別養護老人ホームレジデンス寺嶋 14 時台  31 211 242 

地点４ 岡山砦山の地蔵堂前 ８時台  70 770 840 

注）交通量は、予測時間帯における時間交通量を示している。 

 

   ｂ 資材等運搬車両等台数 

予測時期（工事開始後42ヵ月目）における資材等運搬車両等台数は、表 8.3.10に示す

とおりである（詳細な設定台数は、資料編「資料３－４ 騒音及び振動の予測に用いた時

間帯別交通量」参照）。 

なお、各走行ルートにおける資材等運搬車両等の走行割合は現時点では未定であるた

め、安全側評価の観点から、各予測地点において資材等運搬車両等がすべて走行するも

のと設定した。 

 

表 8.3.10 予測地点の資材等運搬車両等台数（往復） 
単位：台/時 

予測地点 時間帯 大型車 小型車 合計 

地点１ ホワイトウェイブ21 10 時台 26 0 26 

地点２ 黄金堤 15 時台 26 0 26 

地点３ 特別養護老人ホームレジデンス寺嶋 14 時台 38 0 38 

地点４ 岡山砦山の地蔵堂前 ８時台 14 0 14 

注）交通量は、予測時間帯における時間交通量を示している。 

 

   ｃ 将来交通量 

将来交通量は、一般交通量に資材等運搬車両等台数を加えた台数とし、表 8.3.11に示

すとおりである。 
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表 8.3.11 予測地点の将来交通量 
単位：台/時 

予測地点 時間帯 大型車 小型車 合計 

地点１ ホワイトウェイブ21 10 時台 137  639  776  

地点２ 黄金堤 15 時台 225 590 815 

地点３ 特別養護老人ホームレジデンス寺嶋 14 時台  69 211 280 

地点４ 岡山砦山の地蔵堂前 ８時台  84 770 854 

注）交通量は、予測時間帯における時間交通量を示している。 

 

道路条件、振動源位置 

予測地点の道路条件、振動源位置及び距離減衰の影響を考慮するための基準点は、図 8.3.3

に示すとおりである。振動源は路面上とした。 

 

走行速度 

走行速度については平日の現地調査結果とし、図 8.3.3 に示すとおりとした。 
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凡 例 

  ：振動源位置 

  ：予測位置 

  ：基準点 

単位：ｍ 

地点１：ホワイトウェイブ 21  

 
  
 

地点２：黄金堤 

地点３：特別養護老人ホームレジデンス寺嶋 

地点４：岡山砦山の地蔵堂前 

 

図 8.3.3 予測地点の道路条件及び振動源位置 

 

西行き 1 車線 

走行速度 48km/時 

アスファルト舗装 

西行き 1 車線 

走行速度 41km/時 

アスファルト舗装 

東行き 1 車線 

走行速度 39km/時 

アスファルト舗装 

西行き 1 車線 

走行速度 53km/時 

アスファルト舗装 

東行き 1 車線 

走行速度 39km/時 

アスファルト舗装 

東行き 1 車線 

走行速度 45km/時 

アスファルト舗装 

北行き 1 車線 

走行速度 38km/時 

アスファルト舗装 

南行き 1 車線 

走行速度 39km/時 

アスファルト舗装 
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注）基準点は、最外側車線中心より５ｍ地点（平面道路）とした。 
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予測結果 

資材等運搬車両等の走行に伴う道路交通振動の予測結果は、表 8.3.12 に示すとおりである。 

道路交通振動の将来振動レベルは、36～46 デシベルとなり、すべての地点で要請限度を下回

るとともに、人が振動を感じ始める値（振動感覚閾値 55 デシベル）以下の値となる。 

なお、資材等運搬車両等による振動レベルの増加量は、最大で 3.5 デシベルとなる。 

 

表 8.3.12 資材等運搬車両等の走行に伴う道路交通振動の予測結果(L10)  
単位:デシベル 

項目 

 

予測地点 

時間帯 
注１） 

現況 

振動レベル 

 

① 

増加分 
注２） 

 

ⓒ 

将来 

振動レベル 
注３） 

② 

要請限度 
振動感覚

閾値 

地点１ 

ホワイトウェイブ21 
10 時台 35 0.5 

36 

（35.5） 

70 55 

地点２ 

黄金堤 
15 時台 46 0.4 

46 

（46.4） 

地点３ 

特別養護老人ホーム 

レジデンス寺嶋 

14 時台 37 3.5 
41 

（40.5） 

地点４ 

岡山砦山の地蔵堂前 
８時台 43 0.5 

44 

（43.5） 

注１）将来振動レベルが最大となる時間帯の値である。 

注２）「増加分」は資材等運搬車両等の走行による振動レベルの増加量を示す。 

注３）要請限度との比較は整数で行うが、本事業による増加分が分かるよう（ ）内に、小数点以下第一位まで表示した。 
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建設機械の稼働等 

予測方法 

予測事項 

予測事項は、表 8.3.13 に示すとおりである。 

 

表 8.3.13 振動の予測事項（建設機械の稼働等） 

予測対象となる要因 予測事項 

建設機械の稼働等 
建設作業振動 

（80%レンジの上端値（L10）） 

 

予測対象とした処理方式 

特定の処理方式を対象とせず、各処理方式共通の予測を行った。 

 

予測地域、予測地点 

予測地域予測地点は、図 8.3.4 に示すとおりである。振動の伝搬特性を踏まえて、建設機械

の稼働等に伴う振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域として対象事業

実施区域から 100ｍの範囲とし、予測地点は、敷地境界で振動レベルが最大となる地点とした。

また、参考として、現地調査地点の振動レベルも予測した。 

 

予測対象時期 

予測対象時期は、工事期間中で建設機械の稼働が最大（合成した振動パワーレベルが最大）

となる時期として、工事開始後 22 ヵ月目を設定した（詳細は、資料編「資料１－１ 資材等

運搬車両等の走行、工事中の建設機械の稼働に係る予測時期の設定」参照）。 
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図 8.3.4 建設機械の稼働による建設作業振動の 

予測地域及び予測地点 

 

この地図は、「西尾市地図情報サービス にしたんマップ 1:2,500 地形図（令和 3 年 11 月

閲覧）」を使用したものである。 
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予測方法 

ア.予測手順 

予測手順は、図 8.3.5 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

図 8.3.5 建設作業振動レベルの予測手順 

 

イ.予測式 

個々の建設機械からの振動レベルは、以下に示す伝播理論式を用いて算出した。 
 
【距離減衰】 

ＶＬｉ＝Ｌ(ｒo)-20 log10 (ｒ/ro)n-8.68･α・(ｒ-ro) 
 

[記 号] 
ＶＬｉ ：振動源からｒｍ離れた地点の振動レベル（デシベル） 
Ｌ(ｒo) ：振動源から roｍ離れた地点（基準点）の振動レベル（デシベル） 
ｒ ：振動源から受振点までの距離（ｍ） 
ｒo ：振動源から基準点までの距離（ｍ） 
ｎ     ：幾何減衰係数（振動は、一般的に表面波と実態波が複合し伝搬する 

ことから、表面波の幾何減衰係数（ｎ＝0.5）及び実態波の幾何減衰係数 
（ｎ＝１）の中間の値として0.75とした。） 

α  ：内部摩擦係数 (事業実施区域の下層地盤は砂が主体であるため、 
未固結地盤に対応するα＝0.01とした。) 
 

  

工事計画 

建設機械の稼働条件設定 

・種類、規格 

・台数、配置 

振動の伝搬理論式 

各振動源別の振動レベルの合成 

予測地域の設定 

予測時期の設定 

建設機械の 
振動レベル 

立地特性 

建設作業振動レベル 
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【複数振動源の合成】 

振動発生源が複数個になる場合は、各発生源による振動レベルを次式により合成して

求めた。 

 
 
 

[記 号] 
ＶＬ ：受振点の合成振動レベル（デシベル） 
ＶＬｉ ：個別振動源による受振点での振動レベル（デシベル） 
ｎ   ：振動源の個数 

 

 

ウ.予測条件 

建設機械の振動源条件等 

予測時期である工事 22 ヵ月目に稼働する建設機械の種類及び台数等の振動源条件は、表 

8.3.14 に示すとおりである。 

 

表 8.3.14 建設機械の振動源条件等 

名称 規格 
稼働台数 

（台） 

振動レベル 

（デシベル） 

バックホウ 0.7ｍ3 ５ 76 

杭打機 100ｔ ３ 75 

発電機 100KVA ３ 61 

クローラクレーン 200ｔ ３ 63 

ラフタークレーン 50ｔ ２ 54 

注１）振動レベルは機側１ｍの値。 

注２）表中のデータは、「建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック（第３版）」（平成13年 社団法人日本

建設機械施工協会）、「環境アセスメントの技術」（1999年８月 社団法人環境情報科学センター）、

「地域の環境振動」（平成13年３月 社団法人日本騒音制御工学会）等をもとに設定した。 

 

建設機械の稼働状況及び稼働位置 

建設機械の稼働状況及び稼働位置は、工事計画等をもとに図 8.3.6 に示すとおりとした。 

 

  

n

li

10
VLi

10 10log 10
　

　 　　　　　ＶＬ
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図 8.3.6 建設機械の配置図 

 

この地図は、「西尾市地図情報サービス にしたんマップ 1:2,500 地形図（令和 3 年 11 

月閲覧）」を使用したものである。 

 

バックホウ    ５台/日 

杭打機      ３台/日 

発電機      ３台/日 

クローラクレーン ３台/日 

ラフタークレーン ２台/日 
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予測結果 

建設作業振動レベルの予測結果は、表 8.3.15 及び図 8.3.7 に示すとおりである。 

敷地境界における建設作業振動レベルの最大値は 58 デシベルであり、特定建設作業に係る

規制基準値である 75 デシベルを下回る。 

 

表 8.3.15 建設機械の稼働に伴う建設作業振動の予測結果（L10） 

単位：デシベル 

予測地点 予測結果 規制基準 

最大レベル地点 58 

75以下 参
考 

地点１ 対象事業実施区域北側 58 

地点２ 対象事業実施区域東側 55 

地点３ 対象事業実施区域南側 40 

地点４ 対象事業実施区域西側 38 
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図 8.3.7 建設機械の稼働に伴う建設作業振動の予測結果 

この地図は、「西尾市地図情報サービス にしたんマップ 1:2,500 地形図（令和 3 年 11 月

閲覧）」を使用したものである。 
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8.3.2.2 施設の供用 

機械等の稼働 

予測方法 

予測事項 

予測事項は、表 8.3.16 に示すとおりである。 

 

表 8.3.16 施設振動の予測事項（機械等の稼働） 

予測対象となる要因 予測事項 

機械等の稼働 
施設からの振動 

（振動レベルの80%レンジ上端値（L10）） 

 

予測対象とした処理方式 

特定の処理方式を対象とせず、各処理方式共通の予測を行った。 

 

予測地域、予測地点 

予測地域及び予測地点は、図 8.3.8 に示すとおりである。振動の伝搬特性を踏まえて、機械

等の稼働に伴う振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域として対象事業

実施区域から 100ｍの範囲とし、予測地点は、敷地境界で振動レベルが最大となる地点とした。

また、参考として、現地調査地点の振動レベルも予測した。 

 

予測対象時期 

予測対象時期は、計画施設の稼働が定常の状態となる時期とした。 
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図 8.3.8 機械等の稼働による施設振動の予測地域及び予測地点 

 

この地図は、「西尾市地図情報サービス にしたんマップ 1:2,500 地形図（令和 3 年 11 月

閲覧）」を使用したものである。 
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予測方法 

ア.予測手順 

予測手順は、図 8.3.9 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.3.9 施設振動レベルの予測手順 

 

イ.予測式 

予測式は、「8.3.2.1(2) 建設機械の稼働等」と同様とした。 

事業計画 

設備機器の稼働条件設定 

・種類、規格 

・台数、配置 

振動の伝搬理論式 

各振動源別の振動レベルの合成 

予測地域の設定 

予測時期の設定 

設備機器の 
振動レベル 

立地特性 

施設の振動レベル 
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ウ.予測条件 

設備機器の振動源条件 

設備機器の振動源条件及び配置は、表 8.3.17及び図 8.3.10(1)～(3)に示すとおりである。

なお、夜間は一部の機器が停止するものとして、夜間の予測も行った。 

 

表 8.3.17 主要な設備機器の振動源条件等 

No. 機器名 台数 

振動レベル 
注１） 

（デシベル）

夜間 

停止注２） 

設置場所 

階数 部屋 

1 誘引送風機 2 70  1 

炉室 
2 機器冷却水揚水ポンプ 2 70  1 

3 脱気器給水ポンプ 2 60  1 

4 ボイラ給水ポンプ 3 60  1 

5 計装用空気圧縮機 2 57  1 
空気圧縮機室 

6 雑用空気圧縮機 2 57  1 

7 排ガス再循環送風機 2 70  2 炉室 

8 蒸気タービン 1 70  2 蒸気タービン発電機室 

9 可燃性粗大ごみ破砕機 1 70 〇 2 プラットホーム 

10 押込送風機 2 70  1 
炉室 

11 二次送風機 2 70  1 

12 蒸気復水器 4 73  4 蒸気復水器室(屋外） 

注１）振動レベルは、機器１台あたりの機側１ｍの値である。値はメーカーヒアリング結果をもとに設定した。 

注２）夜間の予測は、一部の設備機器が停止するものとして予測を行った。「○」は停止する機器であることを示す。 
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図 8.3.10(1) 設備機器の配置（１階、２階）  

１ 階 

２ 階 

注１）主要な設備機器の配置は、現時点での想定である。 

注２）設備機器の振動源条件に含まない機器も併せて示している。 
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図 8.3.10(2) 設備機器の配置（３階、４階）  

３ 階 

４ 階 

注１）主要な設備機器の配置は、現時点での想定である。 

注２）設備機器の振動源条件に含まない機器も併せて示している。 
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図 8.3.10(3) 設備機器の配置（５階、塔屋階） 

５ 階 

塔屋階 

注１）主要な設備機器の配置は、現時点での想定である。 

注２）設備機器の振動源条件に含まない機器も併せて示している。 
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予測結果 

施設振動レベルの予測結果は、表 8.3.18 及び図 8.3.11(1)、(2)に示すとおりである。 

施設振動レベルの敷地境界における最大値は、昼間で 56 デシベル、夜間で 55 デシベルであ

り、昼間、夜間とも規制基準値を満足している。 

 

表 8.3.18 機械等の稼働に伴う施設振動の予測結果（L10） 
単位：デシベル 

予測地点 
予測結果 

規制基準注１・２） 
昼間 夜間 

最大レベル地点 56 55 

昼間：65 

夜間：60 
参

考 

地点１ 対象事業実施区域北側 52 52 

地点２ 対象事業実施区域東側 48 47 

地点３ 対象事業実施区域南側 39 38 

地点４ 対象事業実施区域西側 40 40 

注１）対象事業実施区域は都市計画法で用途地域の定められていない地域である。 

注２）規制基準値の時間区分は以下のとおり。 

昼間：７～20時、夜間：20～７時 
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図 8.3.11(1) 機械等の稼働に伴う施設振動の予測結果（昼間） 

この地図は、「西尾市地図情報サービス にしたんマップ 1:2,500 地形図（令和 3 年 11 月

閲覧）」を使用したものである。 
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図 8.3.11(2) 機械等の稼働に伴う施設振動の予測結果（夜間） 

この地図は、「西尾市地図情報サービス にしたんマップ 1:2,500 地形図（令和 3 年 11 月

閲覧）」を使用したものである。 
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廃棄物等の搬入及び搬出 

予測方法 

予測事項 

予測事項は、表 8.3.19 に示すとおりである。 

 

表 8.3.19 振動の予測事項（廃棄物等の搬入及び搬出） 

予測対象となる要因 予測事項 

廃棄物運搬車両等の走行 
道路交通振動 

（80％レンジの上端値（L10）） 

 

予測対象とした処理方式 

特定の処理方式を対象とせず、各処理方式共通の予測を行った。 

 

予測地域、予測地点 

資材等の搬入及び搬出と同様に予測対象道路は、廃棄物運搬車両等の主要走行ルート沿道と

し、予測地点は、調査地点と同様の４地点とした。予測位置は道路端とした。予測地点は、図 

8.3.12 に示すとおりである。 

 

予測対象時期 

予測対象時期は、計画施設の稼働が定常の状態となる時期とした。 
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図 8.3.12 廃棄物運搬車両等の走行に伴う道路交通振動の予測地点 

この地図は、国土地理院発行の 1：25,000 地形図「西尾」を使用したものである。 
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予測方法 

ア.予測手順 

予測手順は、図 8.3.13 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.3.13 道路交通振動の予測手順 

 

イ.予測式 

予測式は、「8.3.2.1(1) 資材等の搬入及び搬出」と同様とした。 

ウ.予測条件 

予測時間帯 

予測時間帯は、廃棄物運搬車両等が走行する時間帯（８時～16 時）のうち、各地点で振動

レベルが最大となる時間とし、表 8.3.20 に示すとおりとした。 

なお、基本的に日曜日はごみの収集や直接持ち込みの受入れは行わない。また、基本的に

土曜日は午前中のみごみの収集や直接持ち込みの受入れを行う予定であるが、廃棄物運搬車

両等を含めて全体の交通量がより多く、将来振動レベルが高くなると考えられる平日につい

て行うこととした。 

  

現況振動レベル 
（調査結果） 

① 
 

廃棄物運搬車両等の 
走行時の振動レベル 
（将来振動レベル） 

②＝①＋○Ｃ  

一般交通による 
振動レベル予測結果 

○Ａ  

廃棄物運搬車両等に 
よる振動レベル増加量 

○Ｃ ＝○Ｂ －○Ａ  
 

将来交通による 
振動レベル予測結果 

○Ｂ  

予測式 

将来交通の交通条件 
（一般交通＋ 

廃棄物運搬車両等） 

一般交通の交通条件 
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表 8.3.20 予測時間帯 

調査地点 時間帯 

地点１ ホワイトウェイブ21 10時台 

地点２ 黄金堤 10、15 時台 

地点３ 特別養護老人ホームレジデンス寺嶋 ８時台 

地点４ 岡山砦山の地蔵堂前 ８時台 

 

交通条件 

   ａ 一般交通量 

一般交通量は、調査結果と同様とし、表 8.3.21に示すとおりとした（詳細な設定台数

は、資料編「資料３－４ 騒音及び振動の予測に用いた時間帯別交通量」参照）。 

また、予測対象時期における一般交通量の現地調査時点からの伸び率は1.0とした（資

料編「資料２－７ 一般交通量の伸び率の検討」参照）。 

 

表 8.3.21 予測地点の一般交通量 
単位：台/時 

予測地点 時間帯 大型車 小型車 合計 

地点１ ホワイトウェイブ21 10 時台 111  639  750 

地点２ 黄金堤 
10 時台 272 553 825 

15 時台 199 590 789 

地点３ 特別養護老人ホームレジデンス寺嶋 ８時台  39 308 347 

地点４ 岡山砦山の地蔵堂前 ８時台  70 770 840 

注）交通量は、予測時間帯における時間交通量を示している。 
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   ｂ 廃棄物運搬車両等台数 

予測地点ごとの廃棄物運搬車両等の台数は、表 8.3.22に示すとおりである。 

予測に用いる廃棄物運搬車両等の台数は、新たに増加する岡崎市及び幸田町からの搬

入予定台数をもとに設定し、大型車92台/日（往復）とした。なお、各走行ルートにおけ

る走行割合は現時点では未定であるため、安全側評価の観点から、地点１及び地点２の

予測地点においては廃棄物運搬車両等がすべて走行するものと設定した。また、地点３

及び地点４の予測地点においては幸田町方面からの廃棄物運搬車両等がすべて走行する

ものと設定した（詳細な設定台数は、資料編「資料３－４ 騒音及び振動の予測に用いた

時間帯別交通量」参照）。 

 

表 8.3.22 予測地点の廃棄物運搬車両等の台数（往復） 
単位：台/時 

予測地点 時間帯 大型車 小型車 合計 

地点１ ホワイトウェイブ21 10 時台 14 0 14 

地点２ 黄金堤 
10 時台 14 0 14 

15 時台 14 0 14 

地点３ 特別養護老人ホームレジデンス寺嶋 ８時台  2 0  2 

地点４ 岡山砦山の地蔵堂前 ８時台  2 0  2 

注）交通量は、予測時間帯における時間交通量を示している。 

 

   ｃ 将来交通量 

将来交通量は、一般交通量に廃棄物運搬車両等の台数を加えた台数とし、表 8.3.23に

示すとおりである。 

 

表 8.3.23 予測地点の将来交通量 
単位：台/時 

予測地点 時間帯 大型車 小型車 合計 

地点１ ホワイトウェイブ21 10 時台 125  639  764 

地点２ 黄金堤 
10 時台 286 553 839 

15 時台 213 590 803 

地点３ 特別養護老人ホームレジデンス寺嶋 ８時台  41 308 349 

地点４ 岡山砦山の地蔵堂前 ８時台  72 770 842 

注）交通量は、予測時間帯における時間交通量を示している。 

 

道路条件、振動源位置 

予測地点の道路条件、振動源位置は、「8.3.2.1(1) 資材等の搬入及び搬出」と同様とした。 

走行速度 

走行速度については、「8.3.2.1(1) 資材等の搬入及び搬出」と同様とした。 
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予測結果 

廃棄物運搬車両等の走行に伴う道路交通振動の予測結果は、表 8.3.24 に示すとおりである。 

道路交通振動の将来振動レベルは、35～46 デシベルとなり、すべての地点で要請限度を下回

るとともに、人が振動を感じ始める値（振動感覚閾値 55 デシベル）以下の値となる。 

なお、廃棄物運搬車両等による振動レベルの増加量は、最大で 0.3 デシベルとなる。 

 

表 8.3.24 廃棄物運搬車両等の走行に伴う道路交通振動の予測結果(L10) 
単位:デシベル 

項目 

 

予測地点 

時間帯 
注１） 

現況 

振動レベル 

 

① 

増加分 
注２） 

 

ⓒ 

将来 

振動レベル 
注３） 

② 

要請限度 
振動感覚

閾値 

地点１ 

ホワイトウェイブ21 
10時台 35 0.3 

35 

（35.3） 

70 55 

地点２ 

黄金堤 

10時台 46 0.2 
46 

(46.2) 

15時台 46 0.2 
46 

（46.2） 

地点３ 

特別養護老人ホーム 

レジデンス寺嶋 

８時台 38 0.1 
38 

（38.1） 

地点４ 

岡山砦山の地蔵堂前 
８時台 43 0.1 

43 

（43.1） 
注１）将来振動レベルが最大となる時間帯の値である。 

注２）「増加分」は廃棄物運搬車両等の走行による振動レベルの増加量を示す。 

注３）要請限度との比較は整数で行うが、本事業による増加分が分かるよう（ ）内に、小数点以下第一位まで表示した。 
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評価 

8.3.3.1 評価方法 

環境影響の回避・低減に係る評価 

環境影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避・低減されているかどうかに

ついて評価した。 

環境保全に関する基準等との整合性に係る評価 

環境影響の予測結果を踏まえて、環境保全に関する基準等との整合性が図られているかどう

かについて評価した。 

 

8.3.3.2 環境保全措置 

工事の実施 

資材等の搬入及び搬出 

資材等の搬入及び搬出において、環境影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減する

ために実施する環境保全措置は、表 8.3.25 に示すとおりである。 

 

表 8.3.25 環境保全措置（資材等の搬入及び搬出） 

環境保全に関する措置 
事業 
主体 

効果及び措置によ
る環境の変化 

不確実性 
の程度 

措置に伴い生
ずるおそれの

ある影響 

資材等の搬入時期・時間帯及び
搬入ルートの分散化を図り、車
両の集中を避ける。 

事業者 振動への影響の低
減が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 

積載量に応じた適正な車種の選
定による運搬の効率化を推進す
ることにより、さらに資材等運
搬車両等の走行台数を減らすよ
う努める。 

事業者 振動への影響の低
減が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 

工事関係の通勤者には、できる
限り自動車の相乗りを指導し、
通勤に使用する車両の走行台数
を減らすよう努める。 

事業者 振動への影響の低
減が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 

資材等運搬車両等のエコドライ
ブを徹底する。 

事業者 振動への影響の低
減が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 

資材等運搬車両等のアイドリン
グストップを徹底する。 

事業者 振動への影響の低
減が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 

資材等運搬車両等の整備、点検
を徹底する。 

事業者 振動への影響の低
減が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 
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建設機械の稼働等 

事業計画の策定時における環境配慮事項のうち、予測に反映されている環境配慮事項は以下

のとおりである。 

・建設機械は、可能な限り低振動型の建設機械を積極的に使用する。 

 

また、建設機械の稼働等において、環境影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減す

るために実施する環境保全措置は、表 8.3.26 に示すとおりである。 

 

表 8.3.26 環境保全措置（建設機械の稼働等） 

環境保全に関する措置 
事業 
主体 

効果及び措置によ
る環境の変化 

不確実性 
の程度 

措置に伴い生
ずるおそれの

ある影響 

建設機械の作業待機時における
アイドリングストップを徹底す
る。 

事業者 振動への影響の低
減が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 

建設機械の整備、点検を徹底す
る。 

事業者 振動への影響の低
減が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 

工事規模に合わせた建設機械の

設定を行い、振動の抑制に努め

る。 

事業者 振動への影響の低

減が期待できる。 

小さいと

考える。 

特になし。 

 

施設の供用 

機械等の稼働 

事業計画の策定時における環境配慮事項のうち、予測に反映されている環境配慮事項は以下

のとおりである。 

・設備機器類については、低振動型機器の採用に努めるとともに、建屋内への配置を基本と

し、振動の低減に努める。 

・振動の大きい設備機器は、防振ゴムの設置や、防振架台又は独立基礎上に設置する。 

 

また、機械等の稼働において、環境影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減するた

めに実施する環境保全措置は、表 8.3.27 に示すとおりである。 

 

表 8.3.27 環境保全措置（機械等の稼働） 

環境保全に関する措置 
事業 
主体 

効果及び措置によ
る環境の変化 

不確実性 
の程度 

措置に伴い生
ずるおそれの

ある影響 

振動を発生する設備機器類の
床は、床板を厚くするなど、構
造強度を確保する。 

事業者 振動への影響の低
減が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 

設備機器類は、定期点検を実施
し、常に正常な運転を行うよう
に維持管理を徹底する。 

事業者 振動への影響の低
減が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 
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廃棄物等の搬入及び搬出 

廃棄物等の搬入及び搬出において、環境影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減す

るために実施する環境保全措置は、表 8.3.28 に示すとおりである。 

 

表 8.3.28 環境保全措置（廃棄物等の搬入及び搬出） 

環境保全に関する措置 
事業 
主体 

効果及び措置によ
る環境の変化 

不確実性 
の程度 

措置に伴い生
ずるおそれの

ある影響 

朝・夕の交通量増加時には、廃
棄物運搬車両等の台数を抑え
るよう努める。 

事業者 振動への影響の低
減が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 

廃棄物運搬車両等のエコドラ
イブを徹底する。 

事業者 振動への影響の低
減が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 

廃棄物運搬車両等のアイドリ
ングストップを徹底する。 

事業者 振動への影響の低
減が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 

廃棄物運搬車両等の整備、点検
を徹底する。 

事業者 振動への影響の低
減が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 

委託業者と収集運搬許可業者
が低公害車の導入を促進する
よう要請を行う。 

事業者 振動への影響の低
減が期待できる。 

小さいと
考える。 

特になし。 
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8.3.3.3 評価結果 

工事の実施 

資材等の搬入及び搬出 

環境影響の回避・低減に係る評価 

資材等運搬車両等による振動レベルの増加量は、最大で 3.5 デシベルであることから、環境

影響の程度が小さいと判断する。 

さらに、環境保全措置を実施することから、振動に係る環境影響が事業者の実行可能な範囲

内でできる限り回避・低減が図られている。 

 

環境保全に関する基準等との整合性に係る評価 

道路交通振動の将来振動レベルは、平日で 36～46 デシベルとなり、すべての地点で要請限

度を下回るとともに、振動感覚閾値以下の値となることから、振動の環境保全に関する基準等

との整合性が図られている。 

 

建設機械の稼働等 

環境影響の回避・低減に係る評価 

建設機械等の稼働に伴う振動は、可能な限り低振動型の建設機械を使用することとし、さら

に、環境保全措置を実施することから、振動に係る環境影響が、事業者の実行可能な範囲内で

できる限り回避・低減が図られている。 

 

環境保全に関する基準等との整合性に係る評価 

建設機械の稼働に伴う振動レベルは、敷地境界において最大 58 デシベルであり、特定建設

作業振動の規制基準値以下となっていることから、振動の環境保全に関する基準等との整合性

が図られている。 

 

施設の供用 

機械等の稼働 

環境影響の回避・低減に係る評価 

機械等の稼働に伴う振動レベルは、振動の大きい設備機器は防振ゴムの設置や、防振架台又

は独立基礎上に設置することなどにより、振動感覚閾値以下の値となり、環境への影響の程度

が小さいと判断する。 

さらに、環境保全措置を実施することから、振動に係る環境影響が、事業者の実行可能な範

囲内でできる限り回避・低減が図られている。 

 

環境保全に関する基準等との整合性に係る評価 

機械等の稼働に伴う振動レベルは、敷地境界の最大で昼間で 56 デシベル、夜間で 55 デシベ

ルであり、規制基準値を満足することから、振動の環境保全に関する基準等との整合が図られ

ている。 
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廃棄物等の搬入及び搬出 

環境影響の回避・低減に係る評価 

廃棄物運搬車両等による振動レベルの増加量は、最大で 0.3 デシベルであることから、環境

影響の程度が小さいと判断する。 

さらに、環境保全措置を実施することから、振動に係る環境影響が、事業者の実行可能な範

囲内でできる限り回避・低減が図られている。 

 

環境保全に関する基準等との整合性に係る評価 

道路交通振動の将来振動レベルは、35～46 デシベルとなり、すべての地点で要請限度を下回

るとともに、振動感覚閾値以下の値となることから、振動の環境保全に関する基準等との整合

性が図られている。 
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8.4 悪臭 

調査 

8.4.1.1 調査方法 

調査項目 

悪臭の調査項目は、表 8.4.1 に示すとおりである。 

 

表 8.4.1 悪臭の調査項目 

調査項目 
文献その他 
の資料調査 

現地調査 

悪臭の状況 
特定悪臭物質 － ○ 

臭気指数 － ○ 

気象の状況 風向・風速、気温、湿度 － ○ 

 

調査地域 

調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺とした。 

 

調査方法 

悪臭の状況 

現地調査 

ア.調査期間 

調査期間は、表 8.4.2 に示すとおりである。 

 

表 8.4.2 悪臭の調査期間 

調査項目 調査日 

悪臭の状況 

梅雨期 令和５年７月11日（火） 

夏 季 令和５年８月28日（月） 

冬 季 令和５年12月18日（月） 

 

イ.調査地点 

調査地点は、図 8.4.1 に示すとおりである。調査地点は、対象事業実施区域の敷地境界２地

点（風上、風下）及び周辺の住宅地を代表する４地点の計６地点とした。 

ウ.調査方法 

調査方法は表 8.4.3 に示すとおりである。 

 

表 8.4.3 悪臭の調査方法 

調査項目 調査方法 

悪臭の状況 
特定悪臭物質 「特定悪臭物質の測定方法」に準拠した方法 

臭気指数 三点比較式臭袋法 

 

気象の状況 

現地調査 

調査方法は、「8.1 大気質 8.1.1 調査」に示したとおりとした。  
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図 8.4.1 悪臭調査地点図 

この地図は、国土地理院発行の 1：25,000 地形図「西尾」を使用したものである。 
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8.4.1.2 調査結果 

悪臭の状況 

現地調査 

悪臭の調査結果は表 8.4.4(1)～(3)に示すとおりである。 

特定悪臭物質調査については、対象事業実施区域がある西尾市は、特定悪臭物質は悪臭防止

法に基づく規制の対象外であるが、参考として第３種地域の規制基準と比較すると、いずれの

時期・地点ともに、すべての項目で規制基準値未満であった。 

また、臭気指数については、いずれの時期もすべての地点において 10 未満であった。 

 

表 8.4.4(1) 悪臭調査結果（梅雨期） 

項 目 単位 
地点１ 

（風上） 

地点２ 

（風下） 
地点３ 地点４ 地点５ 地点６ 

（参考） 

規制基準注１）

気
象
の
状
況 

天  候 － 晴 晴 晴 晴 晴 晴 － 

風  向 － 北西 北西 北 北北西 南西 南西 － 

風  速 ｍ/秒 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満 － 

気  温 ℃ 33.0 33.3 33 33.1 31.3 33.1 － 

湿  度 ％ 65 65 65 63 70 63 － 

特
定
悪
臭
物
質 

アンモニア ppm 0.1 未満 0.1 未満 － － － － 5 

メチルメルカプタン ppm 0.0002 未満 0.0002 未満 － － － － 0.01 

硫化水素 ppm 0.002 未満 0.002 未満 － － － － 0.2 

硫化メチル ppm 0.0001 未満 0.0001 未満 － － － － 0.2 

二硫化メチル ppm 0.0002 未満 0.0002 未満 － － － － 0.1 

トリメチルアミン ppm 0.0005 未満 0.0005 未満 － － － － 0.07 

アセトアルデヒド ppm 0.005 未満 0.005 未満 － － － － 0.5 

プロピオンアルデヒド ppm 0.005 未満 0.005 未満 － － － － 0.5 

ノルマルブチルアルデヒド ppm 0.0009 未満 0.0009 未満 － － － － 0.08 

イソブチルアルデヒド ppm 0.002 未満 0.002 未満 － － － － 0.2 

ノルマルバレルアルデヒド ppm 0.0009 未満 0.0009 未満 － － － － 0.05 

イソバレルアルデヒド ppm 0.0003 未満 0.0003 未満 － － － － 0.01 

イソブタノール ppm 0.05 未満 0.05 未満 － － － － 20 

酢酸エチル ppm 0.1 未満 0.1 未満 － － － － 20 

メチルイソブチルケトン ppm 0.1 未満 0.1 未満 － － － － 6 

トルエン ppm 1 未満 1 未満 － － － － 60 

スチレン ppm 0.03 未満 0.03 未満 － － － － 2 

キシレン ppm 0.1 未満 0.1 未満 － － － － 5 

プロピオン酸 ppm 0.0003 未満 0.0003 未満 － － － － 0.2 

ノルマル酪酸 ppm 0.0001 未満 0.0001 未満 － － － － 0.006 

ノルマル吉草酸 ppm 0.00009 未満 0.00009 未満 － － － － 0.004 

イソ吉草酸 ppm 0.0001 未満 0.0001 未満 － － － － 0.01 

臭気指数 － 10 未満 10 未満 10 未満 10 未満 10 未満 10 未満 18 

臭  質 － 無臭 無臭 無臭 無臭 無臭 無臭 － 

注１）対象事業実施区域がある西尾市は、特定悪臭物質は悪臭防止法に基づく規制の対象外であるが、参考として規制対象である臭気指

数と同様の第３種地域の規制基準を記載している。 

注２）表中「○○未満」は、検査方法の定量下限値未満の値であることを示す。  
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表 8.4.4(2) 悪臭調査結果（夏季） 

項 目 単位 
地点１ 

（風下） 

地点２ 

（風上） 
地点３ 地点４ 地点５ 地点６ 

（参考） 

規制基準注１）

気
象
の
状
況 

天  候 － 晴 晴 晴 晴 晴 晴 － 

風  向 － 南東 南東 東 不定 不定 不定 － 

風  速 ｍ/秒 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満 － 

気  温 ℃ 32.0 32.2 32.0 31.6 30.8 31.0 － 

湿  度 ％ 81 81 81 82 80 81 － 

特
定
悪
臭
物
質 

アンモニア ppm 0.1 未満 0.1 未満 － － － － 5 

メチルメルカプタン ppm 0.0002 未満 0.0002 未満 － － － － 0.01 

硫化水素 ppm 0.002 未満 0.002 未満 － － － － 0.2 

硫化メチル ppm 0.0001 未満 0.0001 未満 － － － － 0.2 

二硫化メチル ppm 0.0002 未満 0.0002 未満 － － － － 0.1 

トリメチルアミン ppm 0.0005 未満 0.0005 未満 － － － － 0.07 

アセトアルデヒド ppm 0.005 未満 0.005 未満 － － － － 0.5 

プロピオンアルデヒド ppm 0.005 未満 0.005 未満 － － － － 0.5 

ノルマルブチルアルデヒド ppm 0.0009 未満 0.0009 未満 － － － － 0.08 

イソブチルアルデヒド ppm 0.002 未満 0.002 未満 － － － － 0.2 

ノルマルバレルアルデヒド ppm 0.0009 未満 0.0009 未満 － － － － 0.05 

イソバレルアルデヒド ppm 0.0003 未満 0.0003 未満 － － － － 0.01 

イソブタノール ppm 0.05 未満 0.05 未満 － － － － 20 

酢酸エチル ppm 0.1 未満 0.1 未満 － － － － 20 

メチルイソブチルケトン ppm 0.1 未満 0.1 未満 － － － － 6 

トルエン ppm 1 未満 1 未満 － － － － 60 

スチレン ppm 0.03 未満 0.03 未満 － － － － 2 

キシレン ppm 0.1 未満 0.1 未満 － － － － 5 

プロピオン酸 ppm 0.0003 未満 0.0003 未満 － － － － 0.2 

ノルマル酪酸 ppm 0.0001 未満 0.0001 未満 － － － － 0.006 

ノルマル吉草酸 ppm 0.00009 未満 0.00009 未満 － － － － 0.004 

イソ吉草酸 ppm 0.0001 未満 0.0001 未満 － － － － 0.01 

臭気指数 － 10 未満 10 未満 10 未満 10 未満 10 未満 10 未満 18 

臭  質 － 無臭 無臭 無臭 無臭 無臭 焼成臭 － 

注１）対象事業実施区域がある西尾市は、特定悪臭物質は悪臭防止法に基づく規制の対象外であるが、参考として規制対象である臭気指

数と同様の第３種地域の規制基準を記載している。 

注２）表中「○○未満」は、検査方法の定量下限値未満の値であることを示す。 
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表 8.4.4(3) 悪臭調査結果（冬季） 

項 目 単位 
地点１ 

（風上） 

地点２ 

（風下） 

（参考） 

規制基準注１） 

気
象
の
状
況 

天  候 － 晴 晴 － 

風  向 － 北西 北西 － 

風  速 ｍ/秒 1 未満 1 未満 － 

気  温 ℃ 10.8 11.2 － 

湿  度 ％ 47 48 － 

特
定
悪
臭
物
質 

アンモニア ppm 0.1 未満 0.1 未満 5 

メチルメルカプタン ppm 0.0002 未満 0.0002 未満 0.01 

硫化水素 ppm 0.002 未満 0.002 未満 0.2 

硫化メチル ppm 0.0001 未満 0.0001 未満 0.2 

二硫化メチル ppm 0.0002 未満 0.0002 未満 0.1 

トリメチルアミン ppm 0.0005 未満 0.0005 未満 0.07 

アセトアルデヒド ppm 0.005 未満 0.005 未満 0.5 

プロピオンアルデヒド ppm 0.005 未満 0.005 未満 0.5 

ノルマルブチルアルデヒド ppm 0.0009 未満 0.0009 未満 0.08 

イソブチルアルデヒド ppm 0.002 未満 0.002 未満 0.2 

ノルマルバレルアルデヒド ppm 0.0009 未満 0.0009 未満 0.05 

イソバレルアルデヒド ppm 0.0003 未満 0.0003 未満 0.01 

イソブタノール ppm 0.05 未満 0.05 未満 20 

酢酸エチル ppm 0.1 未満 0.1 未満 20 

メチルイソブチルケトン ppm 0.1 未満 0.1 未満 6 

トルエン ppm 1 未満 1 未満 60 

スチレン ppm 0.03 未満 0.03 未満 2 

キシレン ppm 0.1 未満 0.1 未満 5 

プロピオン酸 ppm 0.0003 未満 0.0003 未満 0.2 

ノルマル酪酸 ppm 0.0001 未満 0.0001 未満 0.006 

ノルマル吉草酸 ppm 0.00009 未満 0.00009 未満 0.004 

イソ吉草酸 ppm 0.0001 未満 0.0001 未満 0.01 

臭気指数 － 10 未満 10 未満 18 

臭  質 － 無臭 無臭 － 

注１）対象事業実施区域がある西尾市は、特定悪臭物質は悪臭防止法に基づく規制の対象外であるが、

参考として規制対象である臭気指数と同様の第３種地域の規制基準を記載している。 

注２）表中「○○未満」は、検査方法の定量下限値未満の値であることを示す。 

 

気象の状況 

現地調査 

気象の状況は、「8.1 大気質 8.1.1 調査」に示したとおりである。 

対象事業実施区域で行った通年気象調査の結果をみると、最多風向は北西であり、風下側は

南東となる。また、夏季（８月）の最多風向は東南東であり、風下側は西北西となる。 
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予測 

8.4.2.1 施設の供用 

予測方法 

予測事項 

予測事項は、表 8.4.5 に示すとおりである。 

 

表 8.4.5 悪臭の予測事項（施設の供用） 

予測対象となる要因 予測事項 

施設からの悪臭の漏洩 臭気指数 

 

予測対象とした処理方式 

特定の処理方式を対象とせず、各処理方式共通の予測を行った。 

予測地域 

予測地域は、対象事業実施区域周辺とした。 

予測対象時期 

予測対象時期は、計画施設の稼働が定常の状態となる時期とした。 

予測方法 

施設の供用に伴う悪臭の予測は、事業計画に基づく環境配慮事項とともに、同様の悪臭防止

対策を行っている類似施設における調査結果を基に、定性的に予測した。 

類似施設における調査結果として、東京二十三区清掃一部事務組合の施設や他地域でのごみ

処理施設建設事業に係る環境影響評価の調査結果を使用した。類似施設の調査結果は、表 8.4.6

に示すとおりである。 

なお、類似施設においては、計画施設と同様に次に示す悪臭対策を実施している。 

 

表 8.4.6 類似施設の調査結果 

施設名 焼却方式 
処理能力 
（t/日） 

調査地点 
臭気指数 
調査結果 

出典 

中央清掃工場 ストーカ式 600 敷地境界付近３地点 全地点 10 未満 ① 

北清掃工場 ストーカ式 600 敷地境界付近３地点 全地点 10 未満 ① 

大田清掃工場 ストーカ式 600 敷地境界付近３地点 全地点 10 未満 ① 

多摩川清掃工場 ストーカ式 300 敷地境界付近３地点 全地点 10 未満 ① 

渋谷清掃工場 流動床式 200 敷地境界付近３地点 全地点 10 未満 ① 

杉並清掃工場 ストーカ式 600 敷地境界付近３地点 全地点 10 未満 ① 

板橋清掃工場 ストーカ式 600 敷地境界付近３地点 全地点 10 未満 ① 

光が丘清掃工場 ストーカ式 300 敷地境界付近３地点 全地点 10 未満 ① 

練馬清掃工場 ストーカ式 500 敷地境界付近３地点 全地点 10 未満 ① 

墨田清掃工場 ストーカ式 600 敷地境界付近３地点 全地点 10 未満 ① 

足立清掃工場 ストーカ式 700 敷地境界付近４地点 全地点 10 未満 ① 

葛飾清掃工場 ストーカ式 500 敷地境界付近３地点 全地点 10 未満 ① 

東総地区クリーン
センター 

シャフト式 198 
工場棟の風上・風下 

２地点 
全地点 10 未満 ② 

出典：①東京二十三区清掃一部事務組合ホームページ 

②「東総地区広域ごみ処理施設建設事業に係る環境影響評価事後調査報告書（供用時編）」（令和５年２月 東総地区広

域市町村圏事務組合）  
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・プラットホームの出入口にエアーカーテンを設置し、消臭剤を噴霧すること

により臭気の漏洩を防止する。 

・ごみピット内の空気を焼却炉に送り、燃焼用空気に使用して臭気の熱分解を

図る。 

・焼却炉停止時は、脱臭装置の使用及び消臭剤散布により臭気の漏洩を防止す

る。 

 

 

予測結果 

計画施設では、類似施設と同様の悪臭防止対策を講じることから、類似施設の調査結果と同

等の悪臭の状況になると考えられる。類似施設の調査結果を予測結果とすると、臭気指数は 10

未満で、敷地境界において悪臭防止法施行規則による規制基準（臭気指数 18）を下回ると予測

する。 

 

  

[類似施設の悪臭対策] 
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評価 

8.4.3.1 評価方法 

環境影響の回避・低減に係る評価 

環境影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避・低減されているかどうかに

ついて評価した。 

環境保全に関する基準等との整合性に係る評価 

環境影響の予測結果を踏まえて、環境保全に関する基準等との整合性が図られているかどう

かについて評価した。 

 

8.4.3.2 環境保全措置 

事業計画の策定時における環境配慮事項のうち、予測に反映されている環境配慮事項は以下の

とおりである。 

・廃棄物運搬車両等が出入するプラットホームの出入口には、エアカーテン等を設置し、搬出入

時以外は可能な限りシャッターで外部と遮断することにより、外気の通り抜けによる臭気の

漏洩を防止する。 

・ごみピット、プラットホームなどは常に負圧を保つことにより、外部への臭気の漏洩を防止す

る。 

・ごみピットの空気を燃焼用空気として炉内に吹き込むことで、燃焼による臭気成分の分解を

行う。 

・全炉停止時のごみピット悪臭対策として、活性炭吸着方式の脱臭設備を設置し、悪臭防止に努

める。 

 

また、施設の供用において、環境影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減するために実

施する環境保全措置は表 8.4.7 に示すとおりである。 

 

表 8.4.7 環境保全措置（施設の供用） 

環境保全に関する措置 事業主体 
効果及び措置に

よる環境の変化 
不確実性の程度 

措置に伴い生ず

るおそれのある

影響 

プラットホームの洗浄を

適宜行う。 

事業者 悪臭の影響の低

減 が 期 待 で き

る。 

小さいと考える。 特になし。 
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8.4.3.3 評価結果 

環境影響の回避・低減に係る評価 

施設の供用に伴う悪臭は、廃棄物運搬車両等が出入するプラットホームの出入口には、エア

カーテン等を設置し、搬出入時以外は可能な限りシャッターで外部と遮断することにより、外

気の通り抜けによる臭気の漏洩を防止するなどの悪臭対策を講じることにより低減される。ま

た、同様の悪臭対策を実施している類似施設の調査結果でも、臭気指数は 10 未満であり、環境

影響の程度は小さいと判断する。 

さらに、環境保全措置を実施することから、悪臭に係る環境影響が、事業者の実行可能な範

囲内でできる限り回避・低減が図られている。 

 

環境保全に関する基準等との整合性に係る評価 

計画施設の敷地境界における臭気指数は 10 未満となり、悪臭防止法施行規則による規制基準

（臭気指数 18）を下回ることから、悪臭の環境保全に関する基準等との整合性が図られている。 
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8.5 水質 

調査 

8.5.1.1 調査方法 

調査項目 

水質の調査項目は、表 8.5.1 に示すとおりである。 

 

表 8.5.1 水質の調査項目 

調査項目 
文献その
他の資料

調査 
現地調査 

水
質
の
状
況 

平
水
時 

水
素
イ
オ
ン
濃
度 

一般項目 

気温 － 〇 

水温 － 〇 

流量・流速 － 〇 

外観 － 〇 

臭気 － 〇 

透視度 － 〇 

生活環境
項目 

水素イオン濃度（pH） 〇 〇 

浮遊物質量（SS） 〇 〇 

降
雨
時 

水
の
濁
り 

一般項目 

気温 － 〇 

水温 － 〇 

流量・流速 － 〇 

外観 － 〇 

臭気 － 〇 

透視度 － 〇 

生活環境
項目 

浮遊物質量（SS） － 〇 

濁度 － 〇 

土質の状況 
粒度分布 － 〇 

沈降試験 － 〇 

 

 

調査地域 

調査地域は、コンクリート打設等による水素イオン濃度及び土砂による水の濁りに係る環境

影響を受けるおそれがあると認められる地域として、対象事業実施区域及びその周辺で、予測・

評価に必要な情報を把握できる地域とし、対象事業実施区域からの工事中の排水の放流先であ

る須美川とした。 
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調査方法 

水質（平水時）の状況 

文献その他の資料調査 

公共用水域の水質調査地点である矢作古川の過去５年間の測定結果を整理した。 

現地調査 

ア.調査期間 

調査期間は、表 8.5.2 に示すとおりである。 

 

表 8.5.2 水質（平水時）の調査期間 

調査項目 調査日 

水質（平水時）の状況 

春季 令和５年５月２日（火） 

夏季 令和５年８月15日（火） 

秋季 令和５年11月１日（水） 

冬季 令和５年12月27日（水） 

 

イ.調査地点 

調査地点は図 8.5.1 に示すとおりである。調査地点は、工事中の排水の放流先となる須美

川の２地点とした。 

 

ウ.調査方法 

調査方法は表 8.5.3 に示すとおりである。 

 

表 8.5.3 水質（平水時）の調査方法 

調査項目 調査方法 

一般項目 

気温 JIS K 0102 の 7.1 

水温 JIS K 0102 の 7.2 

流量、流速 JIS K 0094 の 8 

外観 JIS K 0102 の 8 

臭気 JIS K 0102 の 10.1 

透視度 JIS K 0102 の 9 

生活環境項目 
水素イオン濃度（㏗）JIS K 0120 12.1 

浮遊物質量 「環告 59」付表 9 
注）環告59とは「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年12月28日環境庁告示第59号)をいう。 
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図 8.5.1 水質の調査地点 

この地図は、「西尾市地図情報サービス にしたんマップ 1:5,000 地形図（令和 3 年 11 月

閲覧）」を使用したものである。 
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水質（降雨時）の状況 

現地調査 

ア.調査期間 

調査期間は表 8.5.4 に示すとおりである。 

 

表 8.5.4 水質（降雨時）の調査期間 

調査項目 調査日 

水質（降雨時）の状況 令和５年 11 月 10 日（金） 

 

イ.調査地点 

調査地点は、図 8.5.1 に示すとおりである。調査地点は、工事中の排水の放流先となる須美

川の２地点とした。 

 

ウ.調査方法 

調査方法は表 8.5.5 に示すとおりである。 

 

表 8.5.5 水質（降雨時）の調査方法 

調査項目 調査方法 

一般項目 水質（平水時）と同様 

浮遊物質量（SS） 「環告 59」付表 9 

濁度 JIS K 0101 

注）環告59とは「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年12月28日環境庁告示第59号)をいう。 

 

土質の状況 

現地調査 

ア.調査期間 

調査期間は、表 8.5.6 に示すとおりである。 

 

表 8.5.6 土質の調査期間 

調査項目 調査日 

土質の状況 令和５年 11 月 25 日（土） 

 

イ.調査地点 

調査地点は図 8.5.2 に示すとおりである。 

調査地点は、掘削等の土工に伴う排水の濁りによる影響を把握することから、対象事業実施

区域の掘削が考えられる代表的な 1 地点を選定した。 
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ウ.調査方法 

調査方法は表 8.5.7 に示すとおりである。 

なお、沈降試験の初期濃度は、「面整備事業環境影響評価技術マニュアル」（平成 11 年 11 月 

建設省都市局都市計画課）に記載の造成工事等における濁水中の浮遊物質量濃度の調査事例の

最大値である 2,000mg/L とした。 

試料は、地表面から 5～50cm の深さの土を混合して用いた。 

 

表 8.5.7 土質の調査方法 

調査項目 調査方法 

粒度分布 JIS A 1204 

沈降試験 
メスシリンダー法注１）を用いて検水を作成、「環告 59」
付表 9 に準拠し SS を定量 

注１）土の試料と水をメスシリンダーに入れて十分に撹拌したのち、時間の経過とともに一定の深

さから採取し、浮遊物質量を測定する方法。 

注２）環告59とは「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年12月28日環境庁告示第59号)をいう。 
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図 8.5.2 土質の調査地点 

この地図は、「西尾市地図情報サービス にしたんマップ 1:5,000 地形図（令和 3 年 11 月

閲覧）」を使用したものである。 
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8.5.1.2 調査結果 

水質（通常時）の状況 

文献その他の資料調査 

文献その他の資料調査による公共用水域の水質の結果は、表 8.5.8 に示すとおりである。 

 

表 8.5.8 水質調査結果 

調査地点（水域名）注１） 
調査 
項目 

調査結果注２） 

環境基準値 平成 30 
年度 

令和元 
年度 

令和２ 
年度 

令和３ 
年度 

令和４ 
年度 

古川頭首工（矢作古川）

pH 7.1 7.4 7.1 7.4 7.0 6.5～8.5 

SS(mg/L) 6 5 8 4 5 25 以下 

注１）調査地点の位置は、「第３章 3.1.5 水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境の状況」（3-23頁参照）に示す。 

注２）表中のpH及びSSの値は、年平均値を示す。 

出典：「公共用水域の水質等調査結果」（愛知県ホームページ） 

 

現地調査 

水質の調査結果は表 8.5.9(1)、(2)に示すとおりである。 

調査地点である須美川には環境基準は適用されないものの、参考として B 類型の環境基準と

比較すると、水素イオン濃度及び浮遊物質量は環境基準に適合している。 

 

表 8.5.9(1) 水質調査結果（地点１） 

調査項目 単位 
調査結果 環境 

基準値注１） 春季 夏季 秋季 冬季 

一
般
項
目 

気温 ℃ 16.8 30.0 24.0 10.1 － 
水温 ℃ 18.2 31.0 17.2 7.1 － 
流量 ｍ3/秒 1.504 0.497 0.408 1.23 － 
外観 － 淡黄白色 淡緑色 淡緑色 微乳白色 － 
臭気 － 無臭 無臭 無臭 無臭 － 
透視度 度 16 30 40 50 以上 － 

生
活
環
境
項
目 

水素イオン濃度(pH)注２） － 
6.8 

（20.9℃） 
7.2

（31.5℃） 
7.3

（20.4℃） 
7.1 

（20.4℃） 
6.5～8.5 

浮遊物質量 mg/L 20 12 8 3 25 以下 

注１）調査地点である須美川には環境基準は適用されないが、参考として、対象事業実施区域西側を流れる矢作古川の基準

であるB類型の環境基準値を記載している。 

注２）（ ）内の温度は、水素イオン濃度測定時の水温を示す。 
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表 8.5.9(2) 水質調査結果（地点２） 

調査項目 単位 
調査結果 

環境基準 
春季 夏季 秋季 冬季 

一
般
項
目 

気温 ℃ 16.6 32.4 24.0 6.6 － 
水温 ℃ 19.0 30.8 17.0 7.2 － 
流量 ｍ3/秒 1.660 0.421 0.461 1.38 － 
外観 － 淡黄白色 淡緑色 淡緑色 微乳白色 － 
臭気 － 無臭 無臭 無臭 無臭 － 
透視度 度 18 32 42 50 以上 － 

生
活
環
境
項
目 

水素イオン濃度(pH)注） － 
6.8 

（20.6℃） 
7.0

（31.4℃） 
7.3

（20.5℃） 
7.0 

（20.8℃） 
6.5～8.5 

浮遊物質量 mg/L 20 13 10 4 25 以下 

注）（ ）内の温度は、水素イオン濃度測定時の水温を示す。 

 

水質（降雨時）の状況 

水質（降雨時）の調査結果は表 8.5.10(1)、(2)に示すとおりである。また、対象事業実施区

域に最寄りの一色観測所の時間雨量も併せて示す。 

調査結果の最大値は、浮遊物質量が 14mg/L、濁度が 4.4 度であった。また、測定を行った時

間帯の雨量は 10 時間で 15.0mm であった。 

 

表 8.5.10(1) 水質（降雨時）調査結果（地点１） 

採水回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

採取時刻 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 

気温 ℃ 17.3 17.4 17.8 17.9 17.8 18.3 17.8 18.0 17.6 17.0 

水温 ℃ 18.4 18.3 18.3 18.6 18.6 18.7 18.2 18.0 18.2 18.2 

流量 ｍ3/秒 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 1.18 1.18 0.491 0.491 

外観 － 淡緑色 淡緑色 淡緑色 淡緑色 淡緑色 淡緑色 淡緑色 淡緑色 淡緑色 淡緑色 

臭気 － 無臭 無臭 無臭 無臭 無臭 無臭 無臭 無臭 無臭 無臭 

透視度 度 40 39 39 35 35 35 35 35 33 33 

浮遊物質量（SS） ㎎/Ｌ 6 4 6 7 8 5 12 13 12 7 

濁度 度 4.4 2.0 1.5 1.4 1.3 1.8 1.2 1.6 1.6 1.8 

一色観測所 

雨量注） 
mm/時 

1.0 2.5 3.5 3.0 1.5 0.0 1.0 0.5 0.5 1.5 

10 時間計：15.0mm 

注）雨量は１時間ごとの値であり、採水時刻に近い正時（例：9:20 の場合は９時）の値を示している。 
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表 8.5.10(2) 水質（降雨時）調査結果（地点２） 

採水回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

採取時刻 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 

気温 ℃ 17.4 17.3 17.7 17.9 17.8 18.9 17.8 18.0 17.6 17.0 

水温 ℃ 18.3 18.3 18.6 18.7 18.6 18.6 18.5 18.3 18.3 18.2 

流量 ｍ3/秒 0.103 0.106 0.110 0.103 0.110 0.109 1.18 1.19 0.640 0.573 

外観 － 淡緑色 淡緑色 淡緑色 淡緑色 淡緑色 淡緑色 淡緑色 淡緑色 淡緑色 淡緑色 

臭気 － 無臭 無臭 無臭 無臭 無臭 無臭 無臭 無臭 無臭 無臭 

透視度 度 42 41 40 36 38 37 35 36 34 33 

浮遊物質量（SS） ㎎/Ｌ 6 8 11 8 7 14 7 10 9 7 

濁度 度 1.4 1.3 1.2 1.4 1.6 1.8 1.6 1.4 1.6 1.4 

一色観測所 

雨量 
mm/時 

1.0 2.5 3.5 3.0 1.5 0.0 1.0 0.5 0.5 1.5 

10 時間計：15.0mm 

 

土質の状況 

沈降試験結果は表 8.5.11 及び図 8.5.3 に示すとおりである。 

対象事業実施区域から発生する濁水の初期濃度を、造成工事等における事例の中で最大の

2,000mg/L とした場合に、数十分滞留させることで、表 8.5.10 に示した降雨時の水質調査結果

の浮遊物質量（14mg/L）の値を下回る。 

 

表 8.5.11 沈降試験結果 

経過時間 

（分） 

浮遊物質量 

（mg/L） 
備考 

直後 600 沈降試験の初期濃度は、「面整備事

業環境影響評価技術マニュアル」

（平成11年11月 建設省都市局都

市計画課）に記載の造成工事等に

おける濁水中の浮遊物質量濃度の

調査事例の最大値である2,000mg/L

とした。 

1 320 

2 160 

3 60 

5 30 

10 20 

20 20 

30 10 

60 6 

120 2 

 

図 8.5.3 沈降試験結果  
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予測 

8.5.2.1 工事の実施 

掘削・盛土等の土工 

予測方法 

予測事項 

予測事項は、表 8.5.12 に示すとおりである。 

なお、既存の工作物等の除去と比べて水質（水素イオン濃度、水の濁り）への影響が大きく

なると考えられる掘削・盛土等の土工を予測対象となる要因とした。 

 

表 8.5.12 水質の予測事項（掘削・盛土等の土工） 

予測対象となる要因 予測事項 

掘削・盛土等の土工 
水素イオン濃度 
水の濁り 

 

予測対象とした処理方式 

特定の処理方式を対象とせず、各処理方式共通の予測を行った。 

 

予測地域 

流域の特性、水素イオン濃度の変化の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて、

コンクリート打設等による水素イオン濃度及び土砂による水の濁りに係る環境影響を受ける

おそれがあると認められる地域として、対象事業実施区域及びその周辺とし、対象事業実施区

域からの工事中の排水の放流先である須美川とした。 

 

予測対象時期 

ア.水素イオン濃度 

予測対象時期は、コンクリート打設等による公共用水域の水素イオン濃度に係る環境影響が

最大となる時期とした。 

イ.水の濁り 

予測対象時期は、工事の実施による公共用水域の水の濁りに係る環境影響が最大となる時期

とし、掘削等の土工が実施され、裸地が出現する時期とした。 

 

予測方法 

調査結果及び事業計画に基づく環境配慮事項を踏まえて、定性的に予測した。 

 

予測結果 

水素イオン濃度 

工事による排水は、仮設沈砂池等を設け、適正に処理を行ったのちに既存の排水路に放流す

ることから、河川水質の変化は小さいと予測する。 

 

水の濁り 

工事による排水は、仮設沈砂池等を設け、適正に処理を行ったのちに既存の排水路へ放流す

ることから、河川水質の変化は小さいと予測する。 
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8.5 水質 

8-5-11 

評価 

8.5.3.1 評価方法 

環境影響の回避・低減に係る評価 

環境影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避・低減されているかどうかに

ついて評価した。 

 

環境保全に関する基準等との整合性に係る評価 

環境影響の予測結果を踏まえて、環境保全に関する基準等との整合性が図られているかどう

かについて評価した。 

 

8.5.3.2 環境保全措置 

工事の実施 

掘削・盛土等の土工 

事業計画の策定時における環境配慮事項のうち、予測に反映されている環境配慮事項は以下

のとおりである。 

・コンクリート工事による排水は、必要に応じて中和処理等を行う。 

・雨水等の排水については、仮設沈砂池等を設け、適正に処理を行ったのち、既存の排水路

へ放流する。 

 

また、掘削等の土工において、環境影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減するた

めに実施する環境保全措置は表 8.5.13 に示すとおりである。 

 

表 8.5.13 環境保全措置（掘削・盛土等の土工） 

環境保全に関する措置 事業主体 
効果及び措置によ

る環境の変化 
不確実性の程度 

措置に伴い生

ずるおそれの

ある影響 

台風、集中豪雨等が予想さ

れる場合には土工事は行

わない。 

事業者 水質への影響の低

減が期待できる。 

小さいと考える。 特になし。 

必要に応じて造成面への

シート、土嚢による養生等

を行う。 

事業者 水質への影響の低

減が期待できる。 

小さいと考える。 特になし。 

堆砂容量を確保するため

に、必要に応じて仮設沈砂

池の堆砂を除去するなど

維持管理に努め、適切に濁

水対策を実施する。 

事業者 水質への影響の低

減が期待できる。 

小さいと考える。 特になし。 
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8-5-12 

8.5.3.3 評価結果 

工事の実施 

掘削・盛土等の土工 

水素イオン濃度 

ア.環境影響の回避・低減に係る評価 

工事による排水は、仮設沈砂池等を設け、適正に処理を行ったのちに既存の排水路に放流す

ることから、河川水質の変化は小さく環境影響の程度が小さいと判断する。 

さらに、環境保全措置を実施することから、水質に係る環境影響が、事業者の実行可能な範

囲内でできる限り回避・低減が図られている。 

 

イ.環境保全に関する基準等との整合性に係る評価 

工事による排水は、仮設沈砂池等を設け、適正に処理を行ったのちに既存の排水路に放流す

ることから、水質汚濁に係る環境基準との整合は図られている。 

 

水の濁り 

ア.環境影響の回避・低減に係る評価 

工事による排水は、仮設沈砂池等を設け、適正に処理を行ったのちに既存の排水路へ放流す

ることから、河川水質の変化は小さく、環境への影響は小さいと判断する。 

さらに、環境保全措置を実施することから、水質に係る環境影響が、事業者の実行可能な範

囲内でできる限り回避・低減が図られている。 
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8.6 地盤・土壌（土壌環境） 

8-6-1 

8.6 地盤・土壌（土壌環境） 

調査 

8.6.1.1 調査方法 

調査項目 

土壌環境の調査項目は、表 8.6.1 に示すとおりである。 

 

表 8.6.1 土壌環境の調査項目 

調査項目 
文献その他 
の資料調査 

現地調査 

土地利用状況及び居住状況 ○ － 

有害物質によ
る汚染状況 

土
壌
の
汚
染
に
係
る
環
境
基
準
項
目 

カドミウム 

○ 

○ 

全シアン ○ 

有機燐 ○ 

鉛 ○ 

六価クロム ○ 

砒素 ○ 

総水銀 ○ 

アルキル水銀 ○ 

PCB ○ 

ジクロロメタン ○ 

四塩化炭素 ○ 

クロロエチレン（別名塩化ビニル又は
塩化ビニルモノマー） 

○ 

1,2-ジクロロエタン ○ 

1,1-ジクロロエチレン ○ 

1,2-ジクロロエチレン ○ 

1,1,1-トリクロロエタン ○ 

1,1,2-トリクロロエタン ○ 

トリクロロエチレン ○ 

テトラクロロエチレン ○ 

1,3-ジクロロプロペン ○ 

チウラム ○ 

シマジン ○ 

チオベンカルブ ○ 

ベンゼン ○ 

セレン ○ 

ふっ素 ○ 

ほう素 ○ 

1,4-ジオキサン ○ 

ダイオキシン類 ○ 

 

調査地域 

調査地域は、掘削等の土工に伴う土壌汚染に係る環境影響を受けるおそれがあると認められ

る地域として、対象事業実施区域及びその周辺とした。 
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調査方法 

土地利用状況及び居住状況 

文献その他の資料調査 

対象事業実施区域及びその周辺に関連する土地の用途に関する情報を収集、整理した。 

有害物質による汚染状況 

現地調査 

ア.調査期間 

調査期間は、表 8.6.2 に示すとおりである。 

 

表 8.6.2 土壌環境の調査期間 

調査項目 調査日 

有害物質による汚染状況 令和４年 7 月 21 日（木） 

 

イ.調査地点 

調査地点は、表 8.6.3 及び図 8.6.1 に示すとおりである。調査地点は、土地利用の状況等

を考慮して設定した。 

 

表 8.6.3 土壌環境の調査地点 

調査地点 設定理由 

地点１ 

対象事業実施区域のうち、掘削深さが最も深くなると想定さ

れるごみピット付近の地点として設定（地下水位、地下水質

の調査地点と同一地点） 

 

ウ.調査方法 

調査方法は、表 8.6.4 に示すとおりである。 

 

表 8.6.4 土壌環境の調査方法 

調査項目 調査方法 

土壌の汚染に係る環境基準項目 
「土壌の汚染に係る環境基準について」（平成 3
年 8 月環境庁告示第 46 号）等に定める方法 

ダイオキシン類 
「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュ

アル」（令和４年 環境省）等に定める方法 
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8.6 地盤・土壌（土壌環境） 

8-6-3 

 

 

  

図 8.6.1 土壌環境の調査地点 

この地図は、「西尾市地図情報サービス にしたんマップ 1:5,000 地形図（令和 3 年 11 月

閲覧）」を使用したものである。 
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8.6.1.2 調査結果 

土地利用状況 

文献その他の資料調査 

文献その他の資料調査による土地利用の状況の結果は、「第３章 3.2.2 土地利用の状況」

に示したとおりである。なお、対象事業実施区域の北側及び西側は主に河川地や田、南側は主

に森林、東側は主に建物用地となっている。 

「地図・空中写真閲覧サービス」（国土交通省国土地理院ホームページ）等によると、対象事

業実施区域の土地利用は、昭和６年から平成９年までは山、水田、畑、更地等となっていた。そ

の後、現在の西尾市クリーンセンターが整備され、現在に至るまで同様の土地利用となってい

る。 

 

有害物質による汚染状況 

文献その他の資料調査 

対象事業実施区域に位置する西尾市クリーンセンターは平成９年以降に建設されており、

PCB 含有の蛍光灯安定器及び特別管理産業廃棄物等の使用・保管等はない。また、事業活動に

伴う特定有害物質を含む薬品等の使用・保管、漏洩事故等はない。 

現地調査 

土壌環境の調査結果は表 8.6.5 に示すとおりである。 

環境基準項目、ダイオキシン類とも、すべての項目において環境基準値に適合していた。 

 

(554)



第８章 環境影響の調査、予測及び評価 

8.6 地盤・土壌（土壌環境） 
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表 8.6.5 土壌環境調査結果 

項目 単位 地点１ 環境基準 

土
壌
の
汚
染
に
係
る
環
境
基
準
項
目 

カドミウム mg/L 0.0003 未満 0.003 以下 

全シアン mg/L 
不検出 

(0.1 未満) 
検出されないこと 

有機燐 mg/L 
不検出 

(0.1 未満) 
検出されないこと 

鉛 mg/L 0.005 0.01 以下 

六価クロム mg/L 0.02 未満 0.05 以下 

砒素 mg/L 0.002 0.01 以下 

総水銀 mg/L 0.0005 未満 0.0005 以下 

アルキル水銀 mg/L 
不検出 

(0.0005 未満) 
検出されないこと 

PCB mg/L 
不検出 

(0.0005 未満) 
検出されないこと 

ジクロロメタン mg/L 0.002 未満 0.02 以下 

四塩化炭素 mg/L 0.0002 未満 0.002 以下 

クロロエチレン mg/L 0.0002 未満 0.002 以下 

1,2-ジクロロエタン mg/L 0.0004 未満 0.004 以下 

1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.002 未満 0.1 以下 

1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.004 未満 0.04 以下 

1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.001 未満 1 以下 

1,1,2-トリクロロエタン mg/L 0.0006 未満 0.006 以下 

トリクロロエチレン mg/L 0.001 未満 0.01 以下 

テトラクロロエチレン mg/L 0.001 未満 0.01 以下 

1,3-ジクロロプロペン mg/L 0.0002 未満 0.002 以下 

チウラム mg/L 0.0006 未満 0.006 以下 

シマジン mg/L 0.0003 未満 0.003 以下 

チオベンカルブ mg/L 0.002 未満 0.02 以下 

ベンゼン mg/L 0.001 未満 0.01 以下 

セレン mg/L 0.002 未満 0.01 以下 

ふっ素 mg/L 0.2 0.8 以下 

ほう素 mg/L 0.1 未満 1 以下 

1,4-ジオキサン mg/L 0.005 未満 0.05 以下 

ダイオキシン類 pg-TEQ/g 0.52 1,000 以下 

注）表中「○○未満」は、検査方法の定量下限値未満の値であることを示す。 
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8.6 地盤・土壌（土壌環境） 

8-6-6 

予測 

8.6.2.1 工事の実施 

掘削・盛土等の土工又は既存の工作物等の除去 

予測方法 

予測事項 

予測事項は、表 8.6.6 に示すとおりである。 

 

表 8.6.6 土壌環境の予測事項（工事の実施） 

予測対象となる要因 予測事項 

掘削・盛土等の土工又は既存の工作物等

の除去 
掘削等の土工による土壌汚染 

 

予測対象とした処理方式 

特定の処理方式を対象とせず、各処理方式共通の予測を行った。 

 

予測地域 

予測地域は、土壌汚染に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域として、事業

実施区域及びその周辺とした。 

 

予測対象時期 

予測対象時期は、既存の工作物等の除去、掘削等の土工の時期とした。 

 

予測方法 

調査結果及び事業計画における環境配慮事項を踏まえて定性的に予測した。 

 

予測結果 

対象事業実施区域は、土壌環境の調査結果において、土壌の汚染に係る環境基準項目及びダ

イオキシン類について環境基準に適合していた。また、工事着手前に土壌汚染対策法及び県条

例に基づく調査を行い、土壌汚染が判明した場合には適切に対応する。 

なお、西尾市クリーンセンターにおいて自主的に実施した土壌汚染等調査では、１区画でカ

ドミウム及びその化合物の溶出量基準超過が確認されている。現状はアスファルト舗装等で覆

われており、汚染土壌の飛散や雨水等による拡散のおそれはなく、今後、当該地の土壌の掘削

除去等を実施する予定である。 

以上のことから、掘削等の土工による汚染土壌の拡散はないと予測する。 
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8.6 地盤・土壌（土壌環境） 
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評価 

8.6.3.1 評価方法 

環境影響の回避・低減に係る評価 

環境影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避・低減されているかどうかに

ついて評価した。 

 

環境保全に関する基準等との整合性に係る評価 

環境影響の予測結果を踏まえて、環境保全に関する基準等との整合性が図られているかどう

かについて評価した。 

 

8.6.3.2 環境保全措置 

事業計画の策定時における環境配慮事項のうち、予測に反映されている環境配慮事項は以下

のとおりである。 

・工事着手前の土壌汚染対策法及び県条例に基づく調査で土壌汚染が判明した場合は、掘削

除去等適切に対応する。 

 

また、工事の実施において、環境影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減するため

に実施する環境保全措置は表 8.6.7 に示すとおりである。 

 

表 8.6.7 環境保全措置（工事の実施） 

環境保全に関する 

措置 
事業主体 

効果及び措置によ

る環境の変化 
不確実性の程度 

措置に伴い生ずる

おそれのある影響 

発生土を対象事業実

施区域外に搬出する

場合は、受け入れ先の

受け入れ基準との適

合を確認する。 

事業者 土壌汚染の拡散防

止が期待できる。 

小さいと考える。 特になし。 

 

8.6.3.3 評価結果 

環境影響の回避・低減に係る評価 

対象事業実施区域は、土壌環境の調査結果において、土壌の汚染に係る環境基準項目及びダ

イオキシン類について環境基準に適合していた。また、工事着手前に土壌汚染対策法及び県条

例に基づく調査を行い、土壌汚染が判明した場合には適切に対応することから、掘削等の土工

による汚染土壌の拡散はないと判断し、土壌環境に係る環境影響が事業者の実行可能な範囲内

でできる限り回避・低減が図られている。 

 

環境保全に関する基準等との整合性に係る評価 

対象事業実施区域は、土壌環境の調査結果において、土壌の汚染に係る環境基準項目及びダ

イオキシン類について環境基準に適合していた。また、工事着手前に土壌汚染対策法及び県条

例に基づく調査を行い、土壌汚染が判明した場合には適切に対応することから、土壌汚染に係

る環境基準及びダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準との整合は図られている。
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8.7 地下水の状況及び地下水質 

調査 

8.7.1.1 調査方法 

調査項目 

地下水の状況及び地下水質の調査項目は、表 8.7.1 に示すとおりである。 

 

表 8.7.1 地下水の状況及び地下水質の調査項目 

調査項目 
文献その他 
の資料調査 

現地調査 

地形、地質及び地盤の状況 ○ － 

地下水の水位の状況 ○ ○ 

地下水の利用の状況 ○ － 

地下水質の状況 

地
下
水
環
境
基
準
項
目 

カドミウム － ○ 

全シアン － ○ 

鉛 － ○ 

六価クロム － ○ 

砒素 － ○ 

総水銀 － ○ 

アルキル水銀 － ○ 

PCB － ○ 

ジクロロメタン － ○ 

四塩化炭素 － ○ 

クロロエチレン － ○ 

1,2-ジクロロエタン － ○ 

1,1-ジクロロエチレン － ○ 

1,2-ジクロロエチレン － ○ 

1,1,1-トリクロロエタン － ○ 

1,1,2-トリクロロエタン － ○ 

トリクロロエチレン － ○ 

テトラクロロエチレン － ○ 

1,3-ジクロロプロペン － ○ 

チウラム － ○ 

シマジン － ○ 

チオベンカルブ － ○ 

ベンゼン － ○ 

セレン － ○ 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 － ○ 

ふっ素 － ○ 

ほう素 － ○ 

1,4-ジオキサン － ○ 

ダイオキシン類 － ○ 
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調査地域 

調査地域は、地形、地質及び地盤の特性を踏まえて、掘削・盛土等の土工、施設の存在による

地下水の水位に係る環境影響及び掘削・盛土等の土工による地下水質に係る環境影響を受ける

おそれがあると認められる地域として対象事業実施区域及びその周辺とした。 

 

調査方法 

地形、地質及び地盤の状況 

文献その他の資料調査 

対象事業実施区域及びその周辺でのボーリング調査結果や既存資料等をもとに、地形、地質

及び地盤の状況に関する情報を収集・整理した。 

地下水の水位の状況 

文献その他の資料調査 

対象事業実施区域でのボーリング調査結果をもとに、地下水の水位の状況に関する情報を収

集・整理した。 

現地調査 

ア.調査期間 

調査期間は、表 8.7.2 に示すとおりである。 

 

表 8.7.2 地下水位の調査期間 

調査項目 調査日 

地下水の水位の状況 １年間に各月１回 

 

イ.調査地点 

調査地点は図 8.7.1 に示すとおり、対象事業実施区域のうち、掘削深さが最も深くなると

想定されるごみピット付近の１地点とした。 

 

ウ.調査方法 

調査方法は、表 8.7.3 に示すとおりである。調査地点に観測井戸を設置して測定した。 

 

表 8.7.3 地下水位の調査方法 

調査項目 調査方法 

地下水の水位の状況 
水位測定器による測定 
（ロープ式手動水位測定器） 

 

地下水の利用の状況 

文献その他の資料調査 

既存資料等をもとに、地下水の利用状況に関する情報を収集・整理した。 
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図 8.7.1 地下水位、地下水質の調査地点 

この地図は、「西尾市地図情報サービス にしたんマップ 1:5,000 地形図（令和 3 年 11 月

閲覧）」を使用したものである。 
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地下水質の状況 

現地調査 

ア.調査期間 

調査期間は表 8.7.4 に示すとおりである。 

 

表 8.7.4 地下水質の調査期間 

調査項目 調査日 

地下水質の状況 

春季 令和５年５月２日（火） 

夏季 令和５年８月22日（火） 

秋季 令和５年11月２日（木） 

冬季 令和５年12月27日（水） 

 

イ.調査地点 

調査地点は図 8.7.1 に示したとおり、対象事業実施区域のうち、掘削深さが最も深くなる

と想定されるごみピット付近の１地点とした。 

 

ウ.調査方法 

調査方法は表 8.7.5 に示すとおりである。 

 

表 8.7.5 水質の調査方法 

調査項目 調査方法 

地下水環境基準項目 

「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」

（平成９年３月 環境庁告示第 10 号）に定め

る方法 

ダイオキシン類 

「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚

濁（水底の底質の汚染を含む。)及び、土壌の汚

染に係る環境基準について」（平成 11 年 12 月 

環境庁告示第 68 号）に定める方法 

 

8.7.1.2 調査結果 

地形、地質及び地盤の状況 

文献その他の資料調査 

文献その他の資料調査による地形、地質及び地盤の状況は、「第３章 3.1.6 地形及び地質

の状況」及び「第３章 3.1.7 地盤、地下水及び土壌の状況」に示したとおりである。 

また、対象事業実施区域で行ったボーリング調査による地層想定断面図は図 8.7.2 に示すと

おりであり、表土の下に、礫混じり粘土質砂等の盛土層、砂質土及び粘性土の沖積層、風化片

麻岩が分布している。 
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図 8.7.2 推定地層断面図 
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地下水の水位の状況 

文献その他の資料調査 

対象事業実施区域で行ったボーリング調査による地下水位の調査結果は、表 8.7.6 に示すと

おりである。 

地下水位は地盤面から 2.90ｍ～4.05ｍとなっていた。 

 

表 8.7.6 地下水位の調査結果 

調査地点注） 調査日 地盤面からの深さ（ｍ） 

No.1 令和５年８月４日（金） 2.90 

No.2 令和５年７月31日（月） 2.90 

No.3 令和５年７月19日（水） 3.02 

No.4 令和５年８月７日（月） 4.05 

注）調査地点は、図 8.7.2のボーリング調査地点図に示す調査地点番号と対応する。 

 

現地調査 

地下水位の調査結果は表 8.7.7 に示すとおりである。 

対象事業実施区域内の地下水位は、地盤面から 2.96ｍ～4.87ｍであった。なお、年間約 1.9

ｍの水位の変動があった。 

 

表 8.7.7 地下水位の調査結果 

調査日 地盤面からの深さ（ｍ） 

令和５年１月19日（木） 4.23 

令和５年２月20日（月） 4.37 

令和５年３月22日（水） 4.25 

令和５年４月21日（金） 4.87 

令和５年５月18日（木） 3.48 

令和５年６月20日（火） 2.96 

令和５年７月21日（金） 3.11 

令和５年８月20日（日） 3.28 

令和５年９月22日（金） 3.20 

令和５年10月22日（日） 3.77 

令和５年11月25日（土） 3.94 

令和５年12月20日（水） 3.65 

 

地下水の利用の状況 

文献その他の資料調査 

文献その他の資料調査による地下水の利用の状況の結果は、「第３章 3.2.4 河川、湖沼及

び海域の利用並びに地下水の利用の状況」に示したとおりである。 
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地下水質の状況 

現地調査 

地下水質の調査結果は表 8.7.8 に示すとおりである。 

地下水環境基準項目、ダイオキシン類とも、すべての項目において環境基準値に適合してい

た。 

 

表 8.7.8 地下水質調査結果 

調査項目 単位 
調査結果 

環境基準 
春季 夏季 秋季 冬季 

地
下
水
環
境
基
準
項
目 

カドミウム mg/L 0.0003 未満 0.0005 0.0003 未満 0.0003 未満 0.003 以下 

全シアン mg/L 
不検出 

(0.01 未満) 

不検出 

(0.01 未満) 

不検出 

(0.01 未満) 

不検出 

(0.01 未満) 

検出され 

ないこと 

鉛 mg/L 0.006 0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満 0.01 以下 

六価クロム mg/L 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.02 以下 

砒素 mg/L 0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満 0.01 以下 

総水銀 mg/L 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 以下 

アルキル水銀 mg/L 
不検出 

(0.0005 未満) 

不検出 

(0.0005 未満) 

不検出 

(0.0005 未満) 

不検出 

(0.0005 未満) 

検出され 

ないこと 

PCB mg/L 
不検出 

(0.0005 未満) 

不検出 

(0.0005 未満) 

不検出 

(0.0005 未満) 

不検出 

(0.0005 未満) 

検出され 

ないこと 

ジクロロメタン mg/L 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満 0.02 以下 

四塩化炭素 mg/L 0.0002 未満 0.0002 未満 0.0002 未満 0.0002 未満 0.002 以下 

クロロエチレン mg/L 0.0002 未満 0.0002 未満 0.0002 未満 0.0002 未満 0.002 以下 

1,2-ジクロロエタン mg/L 0.0004 未満 0.004 未満 0.0004 未満 0.0004 未満 0.004 以下 

1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満 0.1 以下 

1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.004 未満 0.004 未満 0.004 未満 0.004 未満 0.04 以下 

1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 1 以下 

1,1,2-トリクロロエタン mg/L 0.0006 未満 0.0006 未満 0.0006 未満 0.0006 未満 0.006 以下 

トリクロロエチレン mg/L 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.01 以下 

テトラクロロエチレン mg/L 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.01 以下 

1,3-ジクロロプロペン mg/L 0.0002 未満 0.0002 未満 0.0002 未満 0.0002 未満 0.002 以下 

チウラム mg/L 0.0006 未満 0.0006 未満 0.0006 未満 0.0006 未満 0.006 以下 

シマジン mg/L 0.0003 未満 0.0003 未満 0.0003 未満 0.0003 未満 0.003 以下 

チオベンカルブ mg/L 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満 0.02 以下 

ベンゼン mg/L 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.01 以下 

セレン mg/L 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.01 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性

窒素 
mg/L 1.0 0.8 0.1 未満 3.1 10 以下 

ふっ素 mg/L 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.2 0.8 以下 

ほう素 mg/L 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 1 以下 

1,4-ジオキサン mg/L 0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満 0.05 以下 

ダイオキシン類 pg-TEQ/L 0.027 0.19 0.15 0.15 1 以下 

注）表中「○○未満」は、検査方法の定量下限値未満の値であることを示す。 
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予測 

8.7.2.1 工事の実施 

予測方法 

予測事項 

予測事項は、表 8.7.9 に示すとおりである。 

なお、既存の工作物等の除去については主に地上部の解体工事となることから、工事による

影響が大きくなると考えられる掘削・盛土等の土工を予測対象となる要因とした。 

 

表 8.7.9 地下水の状況及び地下水質の予測事項（工事の実施） 

予測対象となる要因 予測事項 

掘削・盛土等の土工 地下水位の低下、地下水質の汚染 

 

予測対象とした処理方式 

特定の処理方式を対象とせず、各処理方式共通の予測を行った。 

予測地域 

予測地域は、掘削・盛土等の土工による地下水の水位及び地下水質に係る環境影響を受ける

おそれがあると認められる地域として対象事業実施区域及びその周辺とした。 

予測対象時期 

予測対象時期は、掘削工事による環境影響が最大となる時期とした。 

予測方法 

調査結果及び工事計画・事業計画における環境配慮事項を踏まえて定性的に予測した。 

予測結果 

地下水位の低下 

計画施設の主な地下構造物として、ごみピットを設置する。掘削に際しては、止水性が高く

周辺地下水位の低下を防止する山留壁工法を採用することから、地下水位の低下は小さいと考

えられる。具体的な工法や山留壁の深さについては、現時点ではごみピットの詳細は未定のた

め、今後詳細な工事計画において、必要に応じてごみピット設置地点の地質調査等を行い、不

透水層の位置を確認し検討していくものとする。したがって、工事中のごみピットの掘削地点

のみへの影響となり広域的な水位低下が生じるとは考えにくく、また、一時的に水位が低下し

ても工事終了後には回復すると考えられることから掘削による地下水位の低下は小さいと予測

する。 

地下水質の汚染 

地下水及び土壌の現地調査結果から、地下水汚染及び土壌汚染は確認されていない。また、

工事着手前に土壌汚染対策法及び県条例に基づく調査を行い、土壌汚染が判明した場合には適

切に対応する。 

なお、西尾市クリーンセンターにおいて自主的に実施した土壌汚染等調査では、１区画でカ

ドミウム及びその化合物の溶出量基準超過が確認されている。現状はアスファルト舗装等で覆

われており、汚染土壌の飛散や雨水等による拡散のおそれはなく、今後、当該地の土壌の掘削

除去等を実施する予定である。 

以上のことから、掘削による地下水汚染の拡散はないと予測する。 
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8.7.2.2 施設の存在 

予測方法 

予測事項 

予測事項は、表 8.7.10 に示すとおりである。 

 

表 8.7.10 地下水の状況及び地下水質の予測事項（施設の存在） 

予測対象となる要因 予測事項 

地形改変並びに施設の存在 地下水位の低下 

 

予測対象とした処理方式 

特定の処理方式を対象とせず、各処理方式共通の予測を行った。 

予測地域 

予測地域は、施設の存在による地下水の水位に係る環境影響を受けるおそれがあると認めら

れる地域として対象事業実施区域及びその周辺とした。 

予測対象時期 

予測対象時期は、施設の存在で環境影響を的確に把握できる時期とした。 

予測方法 

事業計画に基づく環境配慮事項を踏まえて定性的に予測した。 

 

予測結果 

計画施設の主な地下構造物として、ごみピットがある。ごみピットは、点構造物であり、ごみ

ピット周囲の地下水は、ごみピットを回り込んで移動すると考えられることから施設の存在に

伴う地下水位の低下は小さいと予測する。 
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評価 

8.7.3.1 評価方法 

環境影響の回避・低減に係る評価 

環境影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避・低減されているかどうかに

ついて評価した。 

 

8.7.3.2 環境保全措置 

工事の実施 

事業計画の策定時における環境配慮事項のうち、予測に反映されている環境配慮事項は以下

のとおりである。 

・掘削にあたり、止水性が高く周辺地下水位の低下を防止する山留壁工法を採用する。 

・工事着手前の土壌汚染対策法及び県条例に基づく調査で土壌汚染が判明した場合は、掘削

除去等適切に対応する。 

 

また、掘削・盛土等の土工において、環境影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減す

るために実施する環境保全措置は表 8.7.11 に示すとおりである。 

 

表 8.7.11 環境保全措置（工事の実施） 

環境保全に関する措置 事業主体 
効果及び措置による

環境の変化 
不確実性の程度 

措置に伴い生ずる

おそれのある影響 

地下水位の定期的なモ

ニタリングを実施し、

地下水位の状況を把握

する。 

事業者 地下水位への変動が

見られた場合には迅

速な対策を講ずるこ

とにより、地下水位

への影響の低減が期

待できる。 

小さいと考える。 特になし。 

採用する山留壁工法の

適正な施工に努める。 

事業者 地下水位への影響の

低減が期待できる。 

小さいと考える。 特になし。 

 

施設の存在 

事業計画の策定時における環境配慮事項のうち、予測に反映されている環境配慮事項は以下

のとおりである。 

・ごみピットは、ごみ汚水が土壌中へ浸透・流出しない構造とする。 

 

また、施設の存在において、環境影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減するため

に実施する環境保全措置は表 8.7.12 に示すとおりである。 

 

表 8.7.12 環境保全措置（施設の存在） 

環境保全に関する措置 事業主体 
効果及び措置による

環境の変化 
不確実性の程度 

措置に伴い生ずる

おそれのある影響 

可能な限りごみピット

などの地下構造物を小

さくするよう努める。 

事業者 地下水位への影響の

低減が期待できる。 

小さいと考える。 特になし。 
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8.7.3.3 評価結果 

工事の実施 

地下水位の低下 

環境影響の回避・低減に係る評価 

ごみピットの掘削に際しては、止水性が高く周辺地下水位の低下を防止する山留壁工法を採

用することから、地下水位の低下は小さいと考えられ、工事中のごみピットの掘削地点のみへ

の影響となり広域的な水位低下が生じるとは考えにくく、また、一時的に水位が低下しても工

事終了後には回復すると考えられることから掘削による地下水位の低下は小さいと判断する。 

さらに、環境保全措置を実施することから、地下水位に係る環境影響が、事業者の実行可能

な範囲内でできる限り回避・低減が図られている。 

地下水質の汚染 

環境影響の回避・低減に係る評価 

地下水質及び土壌の現地調査結果から、地下水汚染及び土壌汚染は確認されていない。また、

工事着手前に土壌汚染対策法及び県条例に基づく調査を行い、土壌汚染が判明した場合には適

切に対応することから、掘削による地下水汚染の拡散はないと判断し、地下水質に係る環境影

響が、事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避・低減が図られている。 

 

施設の存在 

環境影響の回避・低減に係る評価 

ごみピットは、点構造物であり、ごみピット周囲の地下水は、ごみピットを回り込んで移動

すると考えられることから施設の存在に伴う地下水位の変化は小さいと判断する。 

さらに、環境保全措置を実施することから、地下水位に係る環境影響が、事業者の実行可能

な範囲内でできる限り回避・低減が図られている。 
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8.8 日照阻害 

調査 

8.8.1.1 調査方法 

調査項目 

日照阻害の調査項目は、表 8.8.1 に示すとおりである。 

 

表 8.8.1 日照阻害の調査項目 

調査項目 
文献その他 
の資料調査 

現地踏査 

土地利用及び 
住居の状況 

○ ○ 

地形の状況 ○ ○ 

 

調査地域 

調査地域は、土地利用の状況及び地形の状況を踏まえて日照阻害に係る環境影響を受けるお

それがあると認められる地域として、対象事業実施区域及びその周辺とした。 

 

調査方法 

調査地域における土地利用現況図、地形図等の資料及び現地踏査により情報を収集・整理し

た。 

 

8.8.1.2 調査結果 

土地利用及び住居の状況 

文献その他の資料調査による土地利用及び住居の状況の結果は、「第３章 3.2.2 土地利用

の状況」及び「第３章 3.2.6 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施

設の配置の状況及び住宅の配置の概況」に示したとおりである。なお、対象事業実施区域の北

側及び西側は主に河川地や田、南側は主に森林、東側は主に建物用地（工業用地）となってお

り、まとまった住居等はみられない。 

 

地形の状況 

文献その他資料調査による地形の状況の結果は、「第３章 3.1.6 地形及び地質の状況」に

示したとおりである。日影が生じる対象事業実施区域の北側は道路を挟んで須美川が流れてお

り、東側には工場等、西側には余熱利用施設（ホワイトウェイブ 21）があり、比較的平坦な地

形となっている。 
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予測 

8.8.2.1 施設の存在 

予測方法 

予測事項 

予測事項を表 8.8.2 に示す。 

 

表 8.8.2 日照阻害の予測事項（施設の存在） 

予測対象となる要因 予測事項 

地形改変並びに施設の存在 
日影の生じる範囲 
（時刻別日影図注１）、等時間日影図注２）、 

日影規制面における等時間日影図注２）） 

注１）時刻別日影図：毎正時の建築物が日影を及ぼす範囲を平面図に書き込んだもの。 

注２）等時間日影図：建築物が一定の時間以上日影を及ぼす範囲の境界線を平面図に書き込んだもの。 

 

予測対象とした処理方式 

特定の処理方式を対象とせず、各処理方式共通の予測を行った。 

 

予測地域 

予測地域は、対象事業実施区域及びその周辺とした。 

 

予測対象時期 

予測対象時期は、施設の設置が完了した時期の冬至日とした。 

 

予測方法 

日照阻害の予測は、各時刻の建物の影の到達位置を、太陽高度と太陽方位から得られる理論

式を用いて計算する方法により行った。平均地盤面は T.P.＋8.7ｍとし、日影の到達位置（予

測高さ）については、日影規制の対象となる平均地盤面＋４ｍとした。 

基本となる計算式は以下のとおりである。また、太陽高度角、方位角、建物高さの関係は図 

8.8.1 に示すとおりである。 

 

太陽高度の計算式 

sinh＝sinψ・sinδ＋cosψ・cosδ・cosｔ 

太陽の方位の計算式 

sinＡ＝cosδ・sinｔ／cosh 

cosＡ＝(sinh・sinψ－sinδ)／cosh・cosδ 
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ある時刻における日影長の計算式 

Ｌ＝Ｈ・cotＺ 

h ：太陽高度角 

Ａ ：太陽の方位角 

δ ：太陽の赤緯 

ψ ：その地方の緯度 

ｔ ：時角（1時間について15度の割合で、12時を中心にとった値。 

午前はマイナス、午後はプラス） 

Ｈ ：建物の高さ 

Ｌ ：日影の長さ 

Ｚ ：太陽高度（度） 

 

 

 
図 8.8.1 太陽高度角、方位角、建物高さの関係 

 

予測に用いた条件を表 8.8.3、図 8.8.2 及び図 8.8.3 に示す。 

 

表 8.8.3 予測条件 

項目 予測条件 

緯度 北緯 34 度 50 分 50 秒 

経度 東経 137 度４分 51 秒 

予測平面高さ 平均地盤面＋４ｍ 

予測時間帯 真太陽時の８時から 16 時（冬至日） 

注１）緯度、経度：煙突の計画位置 

注２）真太陽時：太陽が真南に位置した瞬間を正午とした時刻 
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図 8.8.2 計画施設配置図 

この地図は、「西尾市地図情報サービス にしたんマップ 1:2,500 地形図（令和 3 年 11 月

閲覧）」を使用したものである。 
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単位：mm 

図 8.8.3 計画施設立面図 
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予測結果 

冬至日における時刻別日影図は図 8.8.4 に、等時間日影図は図 8.8.5 に示すとおりである。 

時刻別日影図では、煙突の影の位置は時刻とともに移動し、一部、住居等に影がかかる時間

がみられるものの、等時間日影図をみると 1 時間以上の影となる範囲は建物周辺になり住居等

は存在しないものと予測する。 

また、対象事業実施区域周辺に適用される日影規制は表 8.8.4 に、日影規制面における等時

間日影図は図 8.8.6 に示すとおりである。「建築基準法」及び「愛知県建築基準条例」に基づく

日影規制（敷地境界線からの水平距離が５～10ｍ以内で４時間を超えないこと、10ｍ以上で 2.5

時間を超えないこと）を満足している。 

 

表 8.8.4 対象事業実施区域周辺に適用される日影規制 

地域又は区域 
制限を受ける 

建築物 
測定面高

さ 

日影時間 

敷地境界線注２）から 
の水平距離が 
10ｍ以内注３） 

敷地境界線から 
の水平距離が 
10ｍを超える 

用途地域の指定のない 
区域（市街化調整区域） 

高さが 10ｍを 
超える建築物 

４ｍ ４時間 2.5 時間 

注１）この表において、測定面高さとは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さ
をいうものとする。 

注２）敷地と接する道路及び水面の幅が10ｍを超えた場合、反対側境界線から５ｍ内側の位置を敷地境界線とみなす。 
注３）敷地境界線からの水平距離が５ｍを超える範囲に対する規制である。 
出典：「建築基準法」 

「愛知県建築基準条例」 
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図 8.8.4 時刻別日影図 

 

この地図は、「西尾市地図情報サービス にしたんマップ 1:5,000 地形図（令和 3 年 11 月

閲覧）」を使用したものである。 
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図 8.8.5 等時間日影図 

 

この地図は、「西尾市地図情報サービス にしたんマップ 1:2,500 地形図（令和 3 年 11 月

閲覧）」を使用したものである。 
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図 8.8.6 等時間日影図（日影規制面） 

 

この地図は、「西尾市地図情報サービス にしたんマップ 1:2,500 地形図（令和 3 年 11 月

閲覧）」を使用したものである。 
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評価 

8.8.3.1 評価方法 

環境影響の回避・低減に係る評価 

環境影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避・低減されているかどうかに

ついて評価した。 

 

環境保全に関する基準等との整合性に係る評価 

環境影響の予測結果を踏まえて、環境保全に関する基準等との整合性が図られているかどう

かについて評価した。 

 

8.8.3.2 環境保全措置 

施設の存在において、環境影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減するために実施する

環境保全措置は、表 8.8.5 に示すとおりである。 

 

表 8.8.5 環境保全措置（施設の存在） 

環境保全に関する措置 
事業 

主体 

効果及び措置によ

る環境の変化 
不確実性の程度 

措置に伴い 

生ずるおそれの

ある影響 

建築物を可能な限り小

さくする。 

事業者 対象事業実施区域

外への日影の生じ

る範囲及び時間を

低減する。 

小さいと考える。 特になし。 

建築物は、可能な限り敷

地境界からの距離を設

ける。 

事業者 対象事業実施区域

外への日影の生じ

る範囲及び時間を

低減する。 

小さいと考える。 特になし。 

 

8.8.3.3 評価結果 

環境影響の回避・低減に係る評価 

施設の存在に伴う日照阻害は、煙突の影は長時間の継続はなく、また、建築基準法等に基づ

く日影規制を満足しており、環境影響の程度は小さいと判断する。 

さらに、環境保全措置を実施することから、日影に係る環境影響が、事業者の実行可能な範

囲内でできる限り回避・低減が図られている。 

 

環境保全に関する基準等との整合性に係る評価 

施設の存在に伴う日照阻害は、建築基準法等に基づく日影規制を満足していることから、日

照阻害の環境保全に関する基準等との整合性が図られている。 
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